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条 例

　川崎市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布

する。

　　令和３年12月16日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第76号

　　　川崎市手数料条例の一部を改正する条例

　川崎市手数料条例（昭和25年川崎市条例第６号）の一

部を次のように改正する。

　第２条第103号を次のように改める。

　（103） 食品衛生法第55条第１項及び食品衛生法施行

令（昭和28年政令第229号）第35条の規定に基

づく飲食店営業の許可の申請に対する審査

　　ア 　食品衛生法に基づく営業の施設基準等に関する

条例（平成12年神奈川県条例第８号）別表第２の

１の項⑵アに規定する屋台型臨時営業

 １件につき　4,000円　　

　　イ 　ア以外の営業 １件につき　16,000円　　

　第２条第258号中「第３項」を「第５項」に改め、同

号アを次のように改める。

　　ア 　認定申請に係る建築物又は建築物の部分（以下

この号において「申請建築物等」という。）に係

る住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成11

年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。）

第６条の２第５項の住宅の構造及び設備が長期使

用構造等である旨が記載された確認書若しくは住

宅性能評価書又はこれらの写しが当該認定申請に

係る申請書に添付されている場合

　　　 　１件につき　 次に掲げる当該申請建築物等の当

該長期優良住宅建築等計画の区分

に応じ次に規定する額

　　（ア）申請建築物等の新築に係るもの

　　　　 　次に掲げる申請建築物等の住戸の総数の区分
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に応じ次に規定する額

　　　ａ　１戸 8,000円　　

　　　ｂ　２戸以上５戸以下 15,000円　　

　　　ｃ　６戸以上10戸以下 25,000円　　

　　　ｄ　11戸以上25戸以下 42,000円　　

　　　ｅ　26戸以上50戸以下 69,000円　　

　　　ｆ　51戸以上100戸以下 116,000円　　

　　　ｇ　101戸以上200戸以下 190,000円　　

　　　ｈ　201戸以上300戸以下 240,000円　　

　　　ｉ　301戸以上 260,000円　　

　　（イ）申請建築物等の増築又は改築に係るもの

　　　　 　次に掲げる申請建築物等の住戸の総数の区分

に応じ次に規定する額

　　　ａ　１戸 11,900円　　

　　　ｂ　２戸以上５戸以下 23,000円　　

　　　ｃ　６戸以上10戸以下 37,000円　　

　　　ｄ　11戸以上25戸以下 63,000円　　

　　　ｅ　26戸以上50戸以下 104,000円　　

　　　ｆ　51戸以上100戸以下 170,000円　　

　　　ｇ　101戸以上200戸以下 280,000円　　

　　　ｈ　201戸以上300戸以下 360,000円　　

　　　ｉ　301戸以上 390,000円　　

　第２条第258号イを削り、同号ウ中「又はイ」及び「を

同時申請戸数で除して得た額（100円未満の端数がある

ときは、これを切り捨てる。）」を削り、同号ウ（ア）中

「30戸」を「25戸」に、「31戸」を「26戸」に改め、同

号ウ（イ）中「30戸」を「25戸」に、「31戸」を「26戸」

に改め、同号ウを同号イとし、同条第259号中「第３項」

を「第５項」に改め、同条第260号中「第３項」を「第

５項」に改め、同号アを次のように改める。

　　ア 　変更認定申請に係る建築物又は建築物の部分

（以下この号において「申請建築物等」という。）

に係る住宅品質確保法第６条の２第５項の住宅の

構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載さ

れた確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの

写しが当該変更認定申請に係る申請書に添付され

ている場合

　　　 　１件につき　 申請建築物等の当該長期優良住宅

建築等計画の区分に応じ第258号

ア（ア）又は（イ）に規定する額

に２分の１を乗じて得た額

　第２条第260号イを削り、同号ウ中「又はイ」を削り、

「第258号ウ（ア）」を「第258号イ（ア）」に改め、「を

既認定戸数で除して得た額（100円未満の端数があると

きは、これを切り捨てる。）」を削り、同号ウを同号イと

し、同条第261号中「第３項」を「第５項」に改め、同

条第262号中「第９条第１項」の次に「及び第３項」を

加え、同条第263号中「計画」を「長期優良住宅建築等

計画」に改め、同号の次に次の１号を加える。

　（263）の２　 長期優良住宅普及促進法第18条第１項

の規定に基づく住宅の容積率に関する

特例の許可の申請に対する審査

 １件につき　160,000円　　

　第２条第264号ア中「又は」の次に「住宅品質確保法

第５条第１項に規定する」を加え、同号イ中「日本住

宅性能表示基準」の次に「（平成13年国土交通省告示第

1346号）」を加え、同条第280号中「、第63条第３項第５

号イ若しくは第68条の69第３項第５号イ」を「若しくは

第63条第３項第５号イ」に改め、同条第281号中「、第

63条第３項第６号若しくは第68条の69第３項第６号」を

「若しくは第63条第３項第６号」に改め、同条第282号

中「、第63条第３項第７号イ又は第68条の69第３項第７

号イ」を「又は第63条第３項第７号イ」に改め、同条第

283号中「、第63条第３項第７号ロ若しくは第68条の69

第３項第７号ロ」を「若しくは第63条第３項第７号ロ」

に改める。

　　　附　則

　この条例は、令和４年２月20日から施行する。ただし、

第２条第280号から第283号までの改正規定は同年４月１

日から、同条第103号の改正規定は同年６月１日から施

行する。

　　　───────────────────

　川崎市犯罪被害者等支援条例をここに公布する。

　　令和３年12月16日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第77号

　　　川崎市犯罪被害者等支援条例

　（目的）

第 １条　この条例は、犯罪被害者等基本法（平成16年法

律第161号。以下「法」という。）の趣旨にのっとり、

犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、並びに

本市、市民及び事業者の責務を明らかにするととも

に、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定めるこ

とにより、犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復

に向けた施策の総合的な推進並びに犯罪被害者等を支

える地域社会の形成を図り、もって犯罪被害者等の権

利利益を保護するとともに、市民が安全に安心して暮

らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目

的とする。

　（定義）

第 ２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意

義は、当該各号に定めるところによる。

　⑴ 　犯罪等　法第２条第１項に規定する犯罪等をいう。

　⑵ 　犯罪被害者等　犯罪等により害を被った者及びそ

の家族又は遺族その他これらの者に準ずると市長が

認める者をいう。
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　⑶ 　二次被害　犯罪等による直接的な被害を受けた後

に、周囲の者の配慮に欠ける言動、インターネット

等を通じて行われる誹謗（ひぼう）中傷、報道機関

（報道を業として行う個人を含む。）による過度な

取材及び報道等により、犯罪被害者等が受ける経済

的な損失、精神的な苦痛、プライバシーの侵害その

他の被害をいう。

　⑷ 　再被害　犯罪被害者等が当該犯罪等の加害者等か

ら再び犯罪等により害を被ることをいう。

　⑸ 　民間支援団体　犯罪被害者等の支援を行う民間の

団体をいう。

　⑹ 　関係機関等　国、神奈川県、警察、犯罪被害者等

の支援を行う公共的団体、民間支援団体その他の犯

罪被害者等の支援に関係するものをいう。

　（基本理念）

第 ３条　犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人と

しての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇

を保障される権利が尊重されるよう、配慮して行われ

るものとする。

２ 　犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が置かれてい

る状況その他の事情に応じて、市、関係機関等、市民

及び事業者が相互に連携し、及び協力して推進される

とともに、犯罪被害者等が地域社会で安全に安心して

暮らすことができるよう、適切に途切れることなく行

われるものとする。

３ 　犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の名誉又は生

活の平穏を害することのないよう、二次被害及び再被

害の防止に配慮して行われるものとする。

　（市の責務）

第 ４条　市は、前条の基本理念（以下「基本理念」とい

う。）にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を

踏まえて、犯罪被害者等の支援のための施策を総合的

に策定し、及び実施しなければならない。

　（市民の責務）

第 ５条　市民は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が

置かれている状況についての理解を深め、二次被害及

び再被害を防止し、犯罪被害者等の名誉又は生活の平

穏を害することのないよう十分配慮し、犯罪被害者等

を地域社会で孤立させないよう努めるとともに、市、

国、神奈川県等が実施する犯罪被害者等の支援のため

の施策に協力するよう努めなければならない。

　（事業者の責務）

第 ６条　事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等

が置かれている状況についての理解を深め、犯罪被害

者等が安全に安心して暮らすことができるようにする

こと、その被害に係る刑事に関する手続に適切に関与

できるようにすること等のため、その就労及び勤務に

十分配慮するよう努めなければならない。

　（相談及び情報の提供等）

第 ７条　市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を

円滑に営むことができるよう、犯罪等により直面して

いる様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提

供及び助言並びに関係機関等との連絡調整を行うもの

とする。

２ 　市は、犯罪被害者等の支援について相談に応じると

ともに、必要な情報の提供及び助言を総合的に行うた

めの窓口を設置するものとする。

　（日常生活等の支援）

第 ８条　市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を

円滑に営むことができるよう、次に掲げる施策を行う

ものとする。

　⑴ 　犯罪等による経済的負担の軽減を図るため、生活

資金の助成その他必要な支援を行うこと。

　⑵ 　犯罪等による精神的な被害を早期に軽減し、又は

回復するため、心理的ケアに係る必要な支援を行う

こと。

　⑶ 　犯罪等により家事等を行うことが困難となった場

合に、日常生活を円滑に営むため、家事に係る支援

その他必要な支援を行うこと。

　⑷ 　犯罪等により従前の住居に居住することが困難と

なった場合に、居住の安定を図るため、一時的な住

居の提供その他必要な支援を行うこと。

　⑸ 　犯罪等により就労及び勤務に配慮が必要となった

場合に、雇用の安定を図るため、犯罪被害者等が置

かれている状況について事業者の理解を深めるため

の措置その他必要な支援を行うこと。

　（市民への啓発活動等）

第 ９条　市は、犯罪被害者等を地域社会で孤立させない

ようにするため、犯罪被害者等が置かれている状況並

びに二次被害及び再被害の防止の重要性について市民

の理解を深めるよう、啓発活動その他必要な措置を講

ずるものとする。

　（人材の育成）

第 10条　市は、犯罪被害者等の支援の充実を図るため、

犯罪被害者等の支援を行う人材の育成のための研修の

実施その他必要な措置を講ずるものとする。

　（民間支援団体への支援）

第 11条　市は、犯罪被害者等の支援において民間支援団

体が果たす役割の重要性に鑑み、その活動の促進を図

るため、情報の提供その他必要な支援を行うものとす

る。

　（支援を行わないことができる場合）

第 12条　市は、犯罪被害者等が当該犯罪等を誘発した場

合その他の犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念

上適切でないと認められる場合は、犯罪被害者等の支

援を行わないことができる。
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　（意見の反映）

第 13条　市は、犯罪被害者等の支援に当たっては、犯罪

被害者等、有識者その他市民からの犯罪被害者等の支

援に関する意見、要望等を把握し、施策に反映させる

よう努めるものとする。

　　　附　則

　この条例は、令和４年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

　川崎市住民投票条例の一部を改正する条例をここに公

布する。

　　令和３年12月16日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第78号

　　　川崎市住民投票条例の一部を改正する条例

　川崎市住民投票条例（平成20年川崎市条例第26号）の

一部を次のように改正する。

　第７条第１項中「署名し、印を押す」を「署名する」

に改める。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

　　　───────────────────

　川崎市スポーツセンター条例の一部を改正する条例を

ここに公布する。

　　令和３年12月16日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第79号

　　　川崎市スポーツセンター条例の一部を改正

　　　する条例

　川崎市スポーツセンター条例（昭和60年川崎市条例第

21号）の一部を次のように改正する。

　別表の３個人利用料の表中「20歳」を「18歳」に改める。

　　　附　則

　この条例は、令和４年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

　川崎市武道館条例の一部を改正する条例をここに公布

する。

　　令和３年12月16日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第80号

　　　川崎市武道館条例の一部を改正する条例

　川崎市武道館条例（昭和51年川崎市条例第77号）の一

部を次のように改正する。

　別表の２個人利用料の表中「20歳」を「18歳」に改める。

　　　附　則

　この条例は、令和４年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

　川崎市市民ミュージアム条例の一部を改正する条例を

ここに公布する。

　　令和３年12月16日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第81号

　　　川崎市市民ミュージアム条例の一部を改正

　　　する条例

　川崎市市民ミュージアム条例（昭和62年川崎市条例第

45号）の一部を次のように改正する。

　第１条中「こと等」を「こと」に改める。

　第３条中第７号を削り、第６号を第７号とし、第２号

から第５号までを１号ずつ繰り下げ、第１号の次に次の

１号を加える。

　⑵ 　資料等を熟覧、模写、模造、拓本、撮影及び原板

使用に供すること。

　第３条の２から第３条の４までを削る。

　第４条を次のように改める。

　（職員）

第 ４条　市民ミュージアムに館長その他必要な職員を置

く。

　第５条から第17条までを削る。

　第18条中「又は施設等」を削り、同条を第５条とする。

　第19条中「ついて」を「関し」に、「規則で」を「市長が」

に改め、同条を第６条とする。

　別表第１から別表第３までを削る。

　　　附　則

　（施行期日）

１ 　この条例は、令和４年４月１日から施行する。

　（経過措置）

２ 　この条例の施行の日前に支払われた観覧料（共通利

用券及び特別入場券に限る。）に係る改正前の条例第

16条の規定による返還については、なお従前の例によ

る。この場合において、同条ただし書中「指定管理者」

とあるのは、「市長」とする。

　（川崎市岡本太郎美術館条例の一部改正）

３ 　川崎市岡本太郎美術館条例（平成11年川崎市条例第

25号）の一部を次のように改正する。

　 　別表第１の２共通利用券の表備考中第２号を削り、

第３号を第２号とし、第４号を第３号とする。

　（川崎市青少年科学館条例の一部改正）

４ 　川崎市青少年科学館条例（昭和46年川崎市条例第24

号）の一部を次のように改正する。

　 　別表第１の２共通利用券の表備考中第２号を削り、

第３号を第２号とし、第４号を第３号とする。

　（川崎市立日本民家園条例の一部改正）

５ 　川崎市立日本民家園条例（昭和42年川崎市条例第19

号）の一部を次のように改正する。

　 　別表第１の２共通利用券の表備考中第２号を削り、
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第３号を第２号とし、第４号を第３号とする。

　　　───────────────────

　川崎市民プラザ条例の一部を改正する条例をここに公

布する。

　　令和３年12月16日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第82号

　　　川崎市民プラザ条例の一部を改正する条例

　川崎市民プラザ条例（平成23年川崎市条例第18号）の

一部を次のように改正する。

別表の３個人利用料の表中「20歳」を「18歳」に改める。

　　　附　則

　この条例は、令和４年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

　川崎市勤労者福祉共済条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。

　　令和３年12月16日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第83号

　　　川崎市勤労者福祉共済条例の一部を改正す

　　　る条例

　川崎市勤労者福祉共済条例（昭和49年川崎市条例第４

号）の一部を次のように改正する。

　第９条第１項第１号中「成人祝金」を「20歳祝金」に

改める。

　　　附　則

　この条例は、令和４年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

　川崎市余熱利用市民施設条例の一部を改正する条例を

ここに公布する。

　　令和３年12月16日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第84号

　　　川崎市余熱利用市民施設条例の一部を改正

　　　する条例

　川崎市余熱利用市民施設条例（平成元年川崎市条例第

35号）の一部を次のように改正する。

　別表の１施設利用料⑵個人利用料の表中

「

20歳以上の者

15歳以上20歳未満の者

20歳以上の学生

 」　　　　　　　　　　　　

を

「

18歳以上の者

12歳以上18歳未満の者

（小学生を除く。）

18歳以上の学生

 」　　　　　　　　　　　　

に改め、同表備考第２項中「15歳以上の者」を「12歳以

上の者（小学生を除く。）」に改め、同表備考に次の１項

を加える。

　　　　４ 　小学生とは、小学校（義務教育学校の前期

課程及び特別支援学校の小学部を含む。）に

在学する者をいう。

　　　附　則

　この条例は、令和４年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

　川崎市障害者就労支援施設条例の一部を改正する条例

をここに公布する。

　　令和３年12月16日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第85号

　　　川崎市障害者就労支援施設条例の一部を改

　　　正する条例

　川崎市障害者就労支援施設条例（昭和36年川崎市条例

第13号）の一部を次のように改正する。

第２条の表中

「

川崎市わーくす大島 川崎市川崎区大島１丁目28番５号

川崎市わーくす高津 川崎市高津区溝口１丁目18番16号

 」

を

「

川崎市わーくす高津 川崎市高津区溝口１丁目18番16号

 」

に改める。

　第４条第１項中「ことができる」を削る。

　第７条ただし書中「市長（指定管理者が管理を行う就

労支援施設にあっては、」及び「。次条第４号及び第12

条において同じ。）」を削る。

　第８条第４号中「市長」を「指定管理者」に改める。

　第９条を削る。

　第10条第１項中「指定管理者が管理を行う」を削り、

「において」の次に「法第29条第１項に規定する」を、

「又は」の次に「法第51条の17第２項に規定する」を加

え、同条第２項を次のように改める。

２ 　前項の利用料金の額は、次に掲げる額を合算した額

とする。
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　⑴ 　法第29条第３項第１号に規定する厚生労働大臣が

定める基準により算定した額

　⑵ 　法第51条の17第２項に規定する厚生労働大臣が定

める基準により算定した額

　第10条を第９条とする。

　第11条の見出しを「（利用料金の減免）」に改め、同条

第１項を削り、同条第２項を同条とし、同条を第10条と

する。

　第12条中「市長」を「指定管理者」に改め、同条第２

号中「使用料（指定管理者が管理を行う就労支援施設に

あっては、利用料金）」を「利用料金」に改め、同条を

第11条とする。

　第13条を第12条とし、第14条を第13条とする。

　　　附　則

　この条例は、令和４年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

　川崎市無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する

条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和３年12月16日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第86号

　　　川崎市無料低額宿泊所の設備及び運営の基

　　　準に関する条例の一部を改正する条例

　川崎市無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する

条例（令和元年川崎市条例第37号）の一部を次のように

改正する。

　目次中「第32条」を「第33条」に改める。

　第11条の次に次の１条を加える。

　（サテライト型住居の設置）

第 11条の２　無料低額宿泊所の設置者は、本体となる施

設（入居定員が５人以上10人以下のものに限る。以下

この条において「本体施設」という。）と一体的に運

営される附属施設であって、入居者の利用期間が原則

として１年以下のもの（入居定員が４人以下のものに

限る。以下「サテライト型住居」という。）を設置す

ることができる。

２ 　サテライト型住居は、本体施設からおおむね20分以

内で移動できる場所に設置する等、入居者へのサービ

ス提供に支障がないものとする。

３ 　１の本体施設に附属して設置することができるサテ

ライト型住居の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、

それぞれ当該各号に定める数とする。

　⑴ 　第７条第１項及び第３項の要件を満たす者が施設

長のみ　４以下

　⑵ 　第７条第１項及び第３項の要件を満たす者が施設

長のほか１人以上　８以下

４ 　無料低額宿泊所（サテライト型住居を設置するもの

に限る。次項において同じ。）の入居定員の合計は、

次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定

める人数とする。

　⑴ 　第７条第１項及び第３項の要件を満たす者が施設

長のみ　20人以下

　⑵ 　第７条第１項及び第３項の要件を満たす者が施設

長のほか１人以上　40人以下

５ 　無料低額宿泊所の設置者は、サテライト型住居につ

いて、第10条各項に規定する記録のほか、第20条の規

定による状況把握の実施に係る記録を整備し、その完

結の日から５年間保存しなければならない。

　本則に次の１条を加える。

　（サテライト型住居に係る設備の基準の規定の適用）

第 33条　第12条第３項から第５項までの規定は、サテラ

イト型住居ごとに適用する。

　　　附　則

　この条例は、令和４年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

　川崎市身体障害者更生資金貸付条例の一部を改正する

条例をここに公布する。

　　令和３年12月16日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第87号

　　　川崎市身体障害者更生資金貸付条例の一部

　　　を改正する条例

　川崎市身体障害者更生資金貸付条例（昭和29年川崎市

条例第23号）の一部を次のように改正する。

　第６条中「20歳以上のもの」を「成年者」に、「もので」

を「者で」に改める。

　　　附　則

　この条例は、令和４年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

　川崎市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条

例の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和３年12月16日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第88号

　　　川崎市児童福祉施設の設備及び運営の基準

　　　に関する条例の一部を改正する条例

　川崎市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条

例（平成24年川崎市条例第56号）の一部を次のように改

正する。

　第31条第１項第４号ア中「児童福祉事業」を「相談援

助業務（法第13条第３項第２号に規定する相談援助業務

をいう。以下同じ。）」に、「児童福祉に関する事務」を「相

談援助業務」に改め、同号イ中「社会福祉事業」を「相

談援助業務」に改める。

　第39条第１項第４号ア中「児童福祉事業」を「相談援

助業務」に、「児童福祉に関する事務」を「相談援助業務」
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に改め、同号イ中「社会福祉事業」を「相談援助業務」

に改める。

　第59条第１項第４号ア中「児童福祉事業」を「相談援

助業務」に、「児童福祉に関する事務」を「相談援助業務」

に改め、同号イ中「社会福祉事業」を「相談援助業務」

に改める。

　第89条第１項第４号ア中「児童福祉事業」を「相談援

助業務」に、「児童福祉に関する事務」を「相談援助業務」

に改め、同号イ中「社会福祉事業」を「相談援助業務」

に改める。

　第95条第１項第４号ア中「児童福祉事業」を「相談援

助業務」に、「児童福祉に関する事務」を「相談援助業務」

に改め、同号イ中「社会福祉事業」を「相談援助業務」

に改める。

　　　附　則

　（施行期日）

１ 　この条例は、令和４年４月１日から施行する。

　（経過措置）

２ 　この条例の施行の際現に改正前の条例第31条第１項

に規定する乳児院の長、同条例第39条第１項に規定す

る母子生活支援施設の長、同条例第59条第１項に規定

する児童養護施設の長、同条例第89条第１項に規定す

る児童心理治療施設の長及び同条例第95条第１項に規

定する児童自立支援施設の長として勤務している者

は、改正後の条例第31条第１項に規定する乳児院の

長、同条例第39条第１項に規定する母子生活支援施設

の長、同条例第59条第１項に規定する児童養護施設の

長、同条例第89条第１項に規定する児童心理治療施設

の長及び同条例第95条第１項に規定する児童自立支援

施設の長として勤務している者とみなす。

　　　───────────────────

　川崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営の基準に関する条例の一部を改正する条例をここに

公布する。

　　令和３年12月16日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第89号

　　　川崎市特定教育・保育施設及び特定地域型

　　　保育事業の運営の基準に関する条例の一部

　　　を改正する条例

　川崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営の基準に関する条例（平成26年川崎市条例第36号）

の一部を次のように改正する。

　目次中

「　第３節　特例地域型保育給付費に関する基準

　　（第51条・第52条） 」

を

「　第３節　特例地域型保育給付費に関する基準

　　（第51条・第52条）

　　第４章　雑則（第53条） 」

に改める。

　第５条第２項から第６項までを削る。

　第38条第２項を削る。

　第42条第１項第３号中「限る」の次に「。第４項第１

号において同じ」を加える。

　本則に次の１章を加える。

　　　第４章　雑則

　（電磁的記録等）

第 53条　特定教育・保育施設の設置者等は、記録、作成、

保存その他これらに類するもののうち、この条例の規

定において書面等（書面、書類、文書、謄本、抄本、

正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によっ

て認識することができる情報が記載された紙その他の

有体物をいう。以下この条において同じ。）により行

うことが規定されているものについては、当該書面等

に代えて、当該書面等に係る電磁的記録（電子的方式、

磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが

できない方式で作られる記録であって、電子計算機に

よる情報処理の用に供されるものをいう。以下この条

において同じ。）により行うことができる。

２ 　特定教育・保育施設の設置者等は、この条例の規定

による書面等の交付又は提出については、当該書面等

が電磁的記録により作成されている場合には、当該書

面等の交付又は提出に代えて、第４項で定めるところ

により、教育・保育給付認定保護者の承諾を得て、当

該書面等に記載すべき事項（以下この条において「記

載事項」という。）を電子情報処理組織（特定教育・

保育施設の設置者等の使用に係る電子計算機と、教

育・保育給付認定保護者の使用に係る電子計算機とを

電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以

下この条において同じ。）を使用する方法その他の情

報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの

（以下この条において「電磁的方法」という。）によ

り提供することができる。この場合において、当該特

定教育・保育施設の設置者等は、当該書面等を交付又

は提出したものとみなす。

　⑴ 　電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイ

に掲げるもの

　　ア 　特定教育・保育施設の設置者等の使用に係る電

子計算機と教育・保育給付認定保護者の使用に係

る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて

送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えら

れたファイルに記録する方法

　　イ 　特定教育・保育施設の設置者等の使用に係る電

子計算機に備えられたファイルに記録された記載

事項を電気通信回線を通じて教育・保育給付認定
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保護者の閲覧に供し、教育・保育給付認定保護者

の使用に係る電子計算機に備えられた当該教育・

保育給付認定保護者のファイルに当該記載事項を

記録する方法（電磁的方法による提供を受ける旨

の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあって

は、特定教育・保育施設の設置者等の使用に係る

電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録

する方法）

　⑵ 　磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これら

に準ずる方法により一定の事項を確実に記録してお

くことができる物をもって調製するファイルに記載

事項を記録したものを交付する方法

３ 　前項各号に掲げる方法は、教育・保育給付認定保護

者がファイルに記録された事項を出力することにより

文書を作成することができるものでなければならない。

４ 　特定教育・保育施設の設置者等は、第２項の規定に

より記載事項を提供しようとするときは、あらかじ

め、当該記載事項を提供する教育・保育給付認定保護

者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及

び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得な

ければならない。

　⑴ 　第２項各号に掲げる方法のうち特定教育・保育施

設の設置者等が使用するもの

　⑵ 　ファイルへの記録の方式

５ 　前項の規定による承諾を得た特定教育・保育施設の

設置者等は、当該教育・保育給付認定保護者から文書

又は電磁的方法により、電磁的方法による提供を受け

ない旨の申出があったときは、当該教育・保育給付認

定保護者に対し、第２項に規定する記載事項の提供を

電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該教

育・保育給付認定保護者が再び前項の規定による承諾

をした場合は、この限りでない。

６ 　第２項から前項までの規定は、この条例の規定によ

る書面等による同意の取得について準用する。この場

合において、第２項中「書面等の交付又は提出」とあ

り、及び「書面等に記載すべき事項（以下この条にお

いて「記載事項」という。）」とあるのは「書面等によ

る同意」と、「第４項」とあるのは「第６項において

準用する第４項」と、「提供する」とあるのは「得る」

と、「書面等を交付又は提出した」とあるのは「書面

等による同意を得た」と、「記載事項」とあるのは「同

意に関する事項」と、「提供を受ける」とあるのは「同

意を行う」と、「受けない」とあるのは「行わない」

と、「交付する」とあるのは「得る」と、第３項中「前

項各号」とあるのは「第６項において準用する前項各

号」と、第４項中「第２項」とあるのは「第６項にお

いて準用する第２項」と、「記載事項を提供しよう」

とあるのは「同意を得よう」と、「記載事項を提供する」

とあるのは「同意を得ようとする」と、同項第１号中

「第２項各号」とあるのは「第６項において準用する

第２項各号」と、前項中「前項」とあるのは「第６項

において準用する前項」と、「提供を受けない」とあ

るのは「同意を行わない」と、「第２項に規定する記

載事項の提供」とあるのは「この条例の規定による書

面等による同意の取得」と読み替えるものとする。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

　　　───────────────────

　川崎市自転車等の放置防止に関する条例の一部を改正

する条例をここに公布する。

　　令和３年12月16日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市条例第90号

　　　川崎市自転車等の放置防止に関する条例の

　　　一部を改正する条例

　川崎市自転車等の放置防止に関する条例（昭和62年川

崎市条例第４号）の一部を次のように改正する。

　別表中「産業道路駅」を「大師橋駅」に、

「

読売ランド前駅周辺自転車等駐車場

 」　　　　　　　　

を

「

読売ランド前駅周辺自転車等駐車場

若葉台駅周辺自転車等駐車場

 」　　　　　　　　

に改める。

　　　附　則

　この条例は、令和４年４月１日から施行する。ただし、

別表の改正規定（「産業道路駅」を「大師橋駅」に改め

る部分に限る。）は、同年１月１日から施行する。

　　　───────────────────

　川崎市事務分掌条例の一部を改正する条例をここに公

布する。

　　令和３年12月16日

 川崎市長　福　田　紀　彦

川崎市条例第91号

　　　川崎市事務分掌条例の一部を改正する条例

　川崎市事務分掌条例（昭和38年川崎市条例第32号）の

一部を次のように改正する。

　第１条の表総務企画局の項中第８号を削り、第９号を

第８号とし、同表に次のように加える。

　危機管理本部

　⑴ 　危機管理の統括に関すること。

　　　附　則
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（施行期日）

１ 　この条例は、令和４年４月１日から施行する。

　（川崎市国民保護協議会条例の一部改正）

２ 　川崎市国民保護協議会条例（平成17年川崎市条例第

94号）の一部を次のように改正する。

　　第７条中「総務企画局」を「危機管理本部」に改める。

規 則

　川崎市住民投票条例施行規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。

　　令和３年12月16日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第83号

　　　川崎市住民投票条例施行規則の一部を改正

　　　する規則

　川崎市住民投票条例施行規則（平成21年川崎市規則第

21号）の一部を次のように改正する。

　第５条第２項中「（印を押すことを除く。次項におい

て同じ。）」を削り、「しうる」を「し得る」に改める。

　第24条中「身体の故障又は文盲」を「心身の故障その

他の事由」に改める。

　第１号様式中「あて先」を「宛先」に、「氏　名・印」

を「氏　名」に改める。

　第３号様式中「あて先」を「宛先」に、「氏　名・印」

を「氏　名」に改める。

　第４号様式⑵を次のように改める。
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　第５号様式中「氏　名　・　印」を「氏　名」に改める。

　第６号様式中「氏　名・印」を「氏　名」に改める。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　───────────────────

　川崎市勤労者福祉共済条例施行規則の一部を改正する

規則をここに公布する。

　　令和３年12月16日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第84号

　　　川崎市勤労者福祉共済条例施行規則の一部

　　　を改正する規則

　川崎市勤労者福祉共済条例施行規則（昭和49年川崎市

規則第77号）の一部を次のように改正する。

　別表及び第11号様式中「成人祝金」を「20歳祝金」に

改める。

　　　附　則

　（施行期日）

１ 　この規則は、令和４年４月１日から施行する。

　（経過措置）

２ 　改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存

するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正し

た上、引き続きこれを使用することができる。

　　　───────────────────

　川崎市自転車等の放置防止に関する条例施行規則の一

部を改正する規則をここに公布する。

　　令和３年12月16日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第85号

　　　川崎市自転車等の放置防止に関する条例施

　　　行規則の一部を改正する規則

　川崎市自転車等の放置防止に関する条例施行規則（昭

和62年川崎市規則第77号）の一部を次のように改正する。

　別表中「産業道路駅」を「大師橋駅」に改め、同表読

売ランド前駅周辺自転車等駐車場の項の次に次のように

加える。

若葉台駅周辺

自転車等駐車場
第１施設 川崎市麻生区黒川601番３ほか

　　　附　則

　この規則は、令和４年４月１日から施行する。ただし、

別表の改正規定中「産業道路駅」を「大師橋駅」に改め

る部分は、同年１月１日から施行する。

告 示

川崎市告示第622号

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第44条

第１項の規定によるＮＰＯ法人すずの会の認定をしたの

で、同法第49条第２項の規定により次のとおり告示しま

す。

　　令和３年12月16日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　名称

　　ＮＰＯ法人　すずの会

２ 　代表者の氏名

　　鈴木　惠子

３ 　主たる事務所の所在地

　　川崎市宮前区西野川一丁目19番14号

４ 　当該認定の有効期間

　　令和３年12月16日～令和８年12月15日

　　　───────────────────

川崎市告示第623号

　　　市道路線認定に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第８条の規定に基づ

き、市道の路線を次のように認定します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、一般の縦覧に供します。

　　令和３年12月17日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

整理

番号
路 線 名

起　　　　点 重要な

経過地終　　　　点

32
木月大町 中原区木月大町211番４先

第203号線 中原区木月大町211番８先

33
下 作 延 高津区下作延５丁目1591番５先

第248号線 高津区下作延５丁目1591番５先

34
黒 川 麻生区黒川643番８先

第288号線 麻生区黒川4119番先

35
黒 川 麻生区黒川93番３先

第289号線 麻生区黒川93番13先

　　　───────────────────

川崎市告示第624号

　　　道路区域決定に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のとおり決定します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和３年12月17日から令和４年１月６日まで一般の

縦覧に供します。
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　　令和３年12月17日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

整理

番号
路 線 名

起　　　　点 敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考
終　　　　点

32
木月大町 中原区木月大町211番４先

4.52 40.60
第203号線 中原区木月大町211番８先

33
下 作 延

高津区下作延５丁目1591

番５先
4.50 34.90

第248号線 高津区下作延５丁目1591

番５先

34
黒 川 麻生区黒川643番８先 6.95

～

7.27

37.85
第288号線 麻生区黒川4119番先

35
黒 川 麻生区黒川93番３先

6.00 71.98
第289号線 麻生区黒川93番13先

　　　───────────────────

川崎市告示第625号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次のとおり道路の供用を令和３年12月17日か

ら開始します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和３年12月17日から令和４年１月６日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和３年12月17日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

整理

番号
路 線 名

起　　　　点 重要な

経過地終　　　　点

32
木月大町 中原区木月大町211番４先

第203号線 中原区木月大町211番８先

33
下 作 延 高津区下作延５丁目1591番５先

第248号線 高津区下作延５丁目1591番５先

34
黒 川 麻生区黒川643番８先

第288号線 麻生区黒川4119番先

35
黒 川 麻生区黒川93番３先

第289号線 麻生区黒川93番13先

　　　───────────────────

川崎市告示第626号

　　　市道路線廃止に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第10条第１項の規定

に基づき、次の市道の路線を廃止します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、一般の縦覧に供します。

　　令和３年12月17日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

整理

番号
路 線 名

起　　　　点 重要な

経過地終　　　　点

36
昭 和 川崎区昭和２丁目114番１先

第21号線 川崎区昭和２丁目115番３先

37
南 加 瀬 幸区南加瀬１丁目185番１先

第21号線 幸区南加瀬１丁目185番１先

38
平 宮前区平１丁目784番４先

第22号線 宮前区平１丁目783番１先

39
長 尾 多摩区長尾５丁目250番２先

第27号線 多摩区長尾５丁目251番先

40
上 麻 生 麻生区上麻生５丁目1068番６先

第154号線 麻生区上麻生５丁目1071番１先

41
黒 川 麻生区黒川647番８先

第21号線 麻生区黒川648番２先

　　　───────────────────

川崎市告示第627号

　川崎市物品会計規則（昭和39年川崎市規則第32号）第

16条第３項の規定により物品出納員を設置し、地方自治

法（昭和22年法律第67号）第171条第４項の規定に基づ

き、会計管理者をして会計管理者の権限に属する事務に

ついて、次のとおり委任させましたので、同項後段の規

定により告示します。

委任させた者の職 委任させた事務の範囲 委任させた期間

まちづくり局計画

部景観・地区まち

づくり支援担当

物品出納員（まち

づくり局計画部景

観・地区まちづく

り支援担当のう

ち、庶務を担当す

る担当係長）

まちづくり局計画部景

観・地区まちづくり支

援担当の物品（基金に

属する動産を含む。）

の出納保管に関する事

務

令和３年12月20日

から

令和４年３月31日

まで

　　令和３年12月20日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第628号

　川崎市自転車等の放置防止に関する条例（昭和62年川

崎市条例第４号）第７条第１項の規定に基づき、次のと

おり自転車等放置禁止区域を指定したので、同条第４項

の規定に基づき告示する。

　　令和３年12月20日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

指定の効力

発生年月日

指定場所

指定区域 区域図

令和４年４月１日 若葉台駅周辺 別図のとおり
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川崎市告示第629号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３

項の規定に基づいて、市営自転車等駐車場の指定管理者

を次のとおり指定しましたので、川崎市自転車等の放置

防止に関する条例（昭和62年川崎市条例第４号）第16条

第３項の規定により告示します。

　　令和３年12月20日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

管理を行わせる施設

の名称及び所在地

市営自転車等駐車場　南部ブロック

川崎市川崎区、幸区内

指定管理者 （所 在 地）東京都足立区千住３丁目

　　　　　　66番地16

（名　　称）芝園開発株式会社

（代表者名）代表取締役　宮本　薫

指定期間 令和４年４月１日から

令和９年３月31日まで

管理を行わせる施設

の名称及び所在地

市営自転車等駐車場　中部ブロック

川崎市中原区、高津区内

指定管理者 （所 在 地）川崎市川崎区砂子１丁目

　　　　　　10番２号

（名　　称）川崎市交通安全協会・

　　　　　　ＮＣＤ共同企業体

（代表者名）一般社団法人

　　　　　　川崎市交通安全協会

　　　　　　代表理事　關　進

指定期間 令和４年４月１日から

令和９年３月31日まで

管理を行わせる施設

の名称及び所在地

市営自転車等駐車場　北部ブロック

川崎市宮前区、多摩区、麻生区内

指定管理者 （所 在 地）川崎市川崎区砂子１丁目

　　　　　　10番２号

（名　　称）川崎市交通安全協会・

　　　　　　ＮＣＤ共同企業体

（代表者名）一般社団法人

　　　　　　川崎市交通安全協会

　　　　　　代表理事　關　進

指定期間 令和４年４月１日から

令和９年３月31日まで

　　　───────────────────

川崎市告示第630号

　　　議決された予算の公表について

　別紙の予算は、令和３年11月26日招集の令和３年第４

回川崎市議会定例会において、令和３年12月15日に原案

のとおり可決されましたので、地方自治法（昭和22年法

律第67号）第219条第２項の規定により公表します。

　　令和３年12月20日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　令和３年度川崎市一般会計補正予算

　令和３年度川崎市の一般会計の補正予算は、次に定め

るところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第 １条　既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ7,478,963千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ847,192,003千円とする。

２ 　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごと

の金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１

表歳入歳出予算補正」による。

　（繰越明許費の補正）

第 ２条　既定の繰越明許費の追加は、「第２表繰越明許

費補正」による。

　（債務負担行為の補正）

第 ３条　既定の債務負担行為の追加及び変更は、「第３

表債務負担行為補正」による。

　（地方債の補正）

第 ４条　既定の地方債の変更は、「第４表地方債補正」

による。

 令和３年11月26日提出　　　　

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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第１表　歳入歳出予算補正

歳入

款 項 補正前の額 補　正　額 計

17 国 庫 支 出 金

千円

166,351,833

千円

5,960,759

千円

172,312,592

１ 国 庫 負 担 金 129,363,748 1,299,391 130,663,139

２ 国 庫 補 助 金 36,511,642 4,661,368 41,173,010

18 県 支 出 金 37,136,295 136,942 37,273,237

２ 県 補 助 金 7,518,059 136,942 7,655,001

20 寄 附 金 632,719 500,000 1,132,719

１ 寄 附 金 632,719 500,000 1,132,719

21 繰 入 金 99,038,701 637,375 99,676,076

１ 基 金 繰 入 金 96,050,538 637,375 96,687,913

23 諸 収 入 34,155,688 175,887 34,331,575

６ 雑 入 8,952,618 175,887 9,128,505

24 市 債 70,191,000 68,000 70,259,000

１ 市 債 70,191,000 68,000 70,259,000

歳　　入　　合　　計 839,713,040 7,478,963 847,192,003

歳出

款 項 補正前の額 補　正　額 計

１ 議 会 費 千円

1,700,169

千円

△30,400

千円

1,669,769

１ 議 会 費 1,700,169 △30,400 1,669,769

２ 総 務 費 62,174,817 264,522 62,439,339

５ 徴 税 費 6,529,109 264,522 6,793,631

３ 市 民 文 化 費 8,798,056 500,000 9,298,056

１ 市 民 文 化 費 8,798,056 500,000 9,298,056

４ こ ど も 未 来 費 130,024,914 193,081 130,217,995

１ こ ど も 青 少 年 費 48,525,941 4,026 48,529,967

２ こ ど も 支 援 費 81,498,973 189,055 81,688,028

５ 健 康 福 祉 費 179,369,938 6,375,873 185,745,811

１ 健 康 福 祉 費 9,128,128 366,574 9,494,702

７ 公 衆 衛 生 費 30,836,548 6,009,299 36,845,847

９ 港 湾 費 12,344,261 175,887 12,520,148

１ 港 湾 管 理 費 3,279,597 175,887 3,455,484

歳　　出　　合　　計 839,713,040 7,478,963 847,192,003
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第２表　繰越明許費補正

追加

款 項 事　　　業　　　名 金　　　　　　額

３ 市 民 文 化 費 １ 市 民 文 化 費 ス ポ ー ツ 施 設 整 備 事 業

千円

15,000

４ こ ど も 未 来 費 ２ こ ど も 支 援 費 公 立 保 育 所 整 備 事 業 552,740

　合　　　　　　計 567,740

繰 越 明 許 費 総 合 計 597,335

第３表　債務負担行為補正

１　追加

事　　　　項 期　　　　間 限　　度　　額

児 童 手 当 費

 

令和４年度

千円

5,544

２　変更

事　　　項
補　正　前 補　正　後

期　　　間 限　度　額 期　　　間 限　度　額

学 校 管 理 運 営

委 託 事 業 費

令和４年度から

令和８年度まで

千円

1,217,135

令和４年度から

令和８年度まで

千円

1,254,120

令 和 ３ 年 度 家 屋 等

リ ー ス 経 費

令和３年度から

令和８年度まで

1,131,914 令和３年度から

令和８年度まで

1,213,601

令 和 ３ 年 度

土 地 借 上 料

令和３年度から

令和６年度まで

19,220 令和３年度から

令和31年度まで

6,973,944

第４表　地方債補正

変更

起　　債　　の　　目　　的
限　　　度　　　額

補正前の額 補　正　額 補正後の額

保 育 事 業

千円

841,000

千円

68,000

千円

909,000

地 方 債 総 合 計 70,191,000 68,000 70,259,000
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１　歳入歳出補正予算事項別明細書
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１　歳入歳出補正予算事項別明細書
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川崎市告示第631号

　川崎市自転車等の放置防止に関する条例（昭和62年川

崎市条例第４号。以下「条例」という。）第10条第２項、

第11条第２項及び第３項並びに第27条第２項の規定に基

づき自転車等を撤去し、保管しましたので、条例第12条

第１項（第27条第３項において準用する場合を含む。）

の規定に基づき告示します。

　　令和３年12月21日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　撤去年月日、撤去場所、撤去自転車等並びに保管場

所の名称及び位置

　　別紙のとおり

２ 　保管期間

　　当該告示をした日から起算して１箇月間

３ 　引取りの方法

　⑴ 　引取りの場所

　　　別紙表記載の保管場所

　⑵ 　引取りのできる日時

　　 　火曜日から金曜日までの午前11時から午後７時ま

で並びに土曜日及び日曜日の午前11時から午後５時

まで。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する

休日及び12月29日から１月３日までを除く。

　⑶ 　引取りに要する費用

　　　自転車　　　　　2,500円

　　　原動機付自転車　5,000円

　　　自動二輪車　 　10,000円

　⑷ 　持参するもの

　　　自転車等の鍵

　　　印鑑

　　　住所等身分を証明するもの

４ 　その他

　 　この告示に関する撤去自転車等で上記の保管期間を

経過するまでの間に利用者又は所有者の引取りのない

ものについては、条例第14条に基づき売却その他の処

理をします。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市告示第632号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定に

より医療機関の指定並びに中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第

14条第４項において生活保護法の規定の例によるとされ

ている医療支援給付の医療機関の指定を行いましたの

で、同法第55条の３第１号の規定に基づき告示します。

（別表省略）

　　令和３年12月21日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第633号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第51条第１項の

規定により指定医療機関の辞退による廃止並びに中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残

留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第30号）第14条第４項において生活保護法の

規定の例によるとされている医療支援給付の指定医療機

関の辞退による廃止を行いましたので、同法第55条の３

第３号の規定に基づき告示します。（別表省略）

　　令和３年12月21日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第634号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規

定により指定医療機関の廃止並びに中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

30号）第14条第４項において生活保護法の規定の例によ

るとされている医療支援給付の指定医療機関の廃止を行

いましたので、同法第55条の３第２号の規定に基づき告

示します。（別表省略）

　　令和３年12月21日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第635号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項に

おいて準用する同法第50条の２の規定により指定施術機
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関の廃止並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び

に永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の

支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項

において生活保護法の規定の例によるとされている医療

支援給付の指定施術機関の廃止を行いましたので、同法

第55条の３第２号の規定に基づき告示します。

　　令和３年12月21日（別表省略）

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第636号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規

定により指定医療機関の変更並びに中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

30号）第14条第４項において生活保護法の規定の例によ

るとされている医療支援給付の指定医療機関の変更を行

いましたので、同法第55条の３第２号の規定に基づき別

表のとおり告示します。（別表省略）

　　令和３年12月21日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第637号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１

項の規定により介護機関の指定及び中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

30号）第14条第４項において生活保護法の規定の例によ

るとされている介護支援給付の介護機関の指定を行いま

したので、同法第55条の３第１号の規定に基づき別表の

とおり告示します。（別表省略）

　　令和３年12月21日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第638号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４

項において準用する同法第50条の２の規定により指定介

護機関の変更及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４

項において生活保護法の規定の例によるとされている介

護支援給付の指定介護機関の変更を行いましたので、同

法第55条の３第２号の規定に基づき別表のとおり告示し

ます。（別表省略）

　　令和３年12月21日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第639号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４

項において準用する同法第50条の２の規定により指定介

護機関の廃止及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４

項において生活保護法の規定の例によるとされている介

護支援給付の指定介護機関の廃止を行いましたので、同

法第55条の３第２号の規定に基づき別表のとおり告示し

ます。（別表省略）

　　令和３年12月21日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第640号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４

項において準用する同法第51条第１項の規定により指定

介護機関の辞退による廃止及び中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30

号）第14条第４項において生活保護法の規定の例による

とされている介護支援給付の指定介護機関の廃止を行い

ましたので、同法第55条の３第３号の規定に基づき別表

のとおり告示します。（別表省略）

　　令和３年12月21日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第641号

　　　土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出

　　　区域の指定の一部解除について

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第２項

の規定に基づき、特定有害物質によって汚染されている

区域の指定を一部解除しますので、同条第３項の規定に

基づき告示します。

　　令和３年12月22日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　指定を解除する区域

　 　平成30年川崎市告示第696号により指定した区域

（川崎区夜光２丁目４番２の一部）の一部

　（別図のとおり）

２ 　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29

号）第31条第１項の基準に適合していない特定有害物

質の名称

　　ふっ素及びその化合物、六価クロム化合物

３ 　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号）第

31条第２項の基準に適合していない特定有害物質の名称

　　ふっ素及びその化合物、六価クロム化合物

４ 　講じられた汚染の除去等の措置

　　追完調査の実施
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川崎市告示第642号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和３年12月22日から令和４年１月12日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和３年12月22日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
有 馬

第274号線

川崎市宮前区東有馬

５丁目60番３先
2.73 44.22

川崎市宮前区東有馬

５丁目59番１先

新
有 馬

第274号線

川崎市宮前区東有馬

５丁目60番４先
5.00 44.22

隅切り

部を含

む
川崎市宮前区東有馬

５丁目59番７先

　　　───────────────────

川崎市告示第643号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を令和３年12月22日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和３年12月22日から令和４年１月12日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和３年12月22日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

路 線 名 供　用　開　始　の　区　間 備考

有 馬

第274号線

川崎市宮前区東有馬５丁目60番４先
隅切り部

を含む
川崎市宮前区東有馬５丁目59番７先

　　　───────────────────

川崎市告示第644号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を令和３年12月22日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和３年12月22日から令和４年１月12日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和３年12月22日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

路 線 名 供　用　開　始　の　区　間 備考

生 田

第 6 2 号線

川崎市多摩区生田１丁目295番１先

川崎市多摩区生田１丁目295番１先

　　　───────────────────

川崎市告示第645号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１

項の規定により介護機関の指定及び中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

30号）第14条第４項において生活保護法の規定の例によ

るとされている介護支援給付の介護機関の指定を行いま

したので、同法第55条の３第１号の規定に基づき別表の

とおり告示します。（別表省略）

　　令和３年12月24日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

公 告

川崎市公告第1094号

　　　研究開発新棟（仮称）建設計画に係る条例

　　　環境影響評価書について

　川崎市環境影響評価に関する条例（平成11年川崎市条

例第48号）第26条の規定に基づく条例環境影響評価書の

提出がありましたので、同条例第27条の規定に基づき、

その旨及び川崎市環境影響評価に関する条例施行規則

（平成12年川崎市規則第106号）第32条で定める事項に

ついて次のとおり公告します。

　　令和３年12月17日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

条例環境影響評価書について

１ 　指定開発行為者

　　所在地：川崎市幸区小向東芝町１番地

　　名　称：株式会社東芝　研究開発センター

　　代表者：執行役員　研究開発センター

　　　　　　所長　佐田　豊

２ 　指定開発行為の名称及び種類

　⑴ 　名称

　　　研究開発新棟（仮称）建設計画

　⑵ 　種類

　　　大規模建築物の新設（第２種行為）

３ 　指定開発行為を実施する区域

　　川崎市幸区小向東芝町１番地



（第1,834号）令和４年(2022年)１月11日 川 崎 市 公 報

－32－

４ 　指定開発行為の目的及び内容

　⑴ 　目的

　　 　 既設建物の老朽化に伴う先端研究開発のランドマ

ークとなる新棟の建設

　⑵ 　内容

　　　延べ面積：約72,540㎡

５ 　指定開発行為の施行期間

　　令和３年12月～令和６年９月

６ 　条例評価書の要旨

　　第１章　指定開発行為の概要

　　第２章　 計画地及びその周辺地域の概況並びに環境

の特性の把握

　　第３章　環境影響評価項目の選定等

　　第４章　環境影響評価

　　第５章　環境保全のための措置

　　第６章　環境配慮項目に関する措置

　　第７章　環境影響の総合評価

　　第８章　事後調査計画

　　第９章　関係地域の範囲

　　第10章　 条例準備書に対する市民意見の概要及び指

定開発行為者の見解

　　第11章　 条例準備書に対する審査結果と指定開発行

為者の見解

　　第12章　その他

　　修正箇所一覧

７ 　条例評価書の写しの縦覧の期間、場所及び時間

　⑴ 　期間

　　 　 令和３年12月17日（金）から令和４年１月17日

（月）まで

　　 　 土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から１月３日

までは除く。ただし、幸区役所では、第２・第４

土曜日の午前８時30分から午後０時30分も縦覧を

行います。

　⑵ 　場所

　　 　幸区役所及び環境局環境対策部環境評価課

　　　（市役所第３庁舎15階）

　⑶ 　時間

　　　午前８時30分から午後５時まで

　　　───────────────────

川崎市公告第1095号

　次の市有財産について、一般競争入札による貸付けを

実施します。

　　令和３年12月17日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　入札物件（一時貸付物件）

　 　一般競争入札に付す一時貸付物件、予定価格（最低

貸付料）等は、別表のとおりです。

２ 　貸付期間

　 　物件番号１、２、３、４、５、６、７、８、９、

10、11

　　令和４年４月１日から令和９年３月31日まで

　（５年間）

３ 　入札参加資格

　 　次の条件を全て満たす方でなければ、入札に参加す

ることはできません。

　⑴ 　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167

条の４第１項の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　国税又は市税の未納がないこと。

　⑸ 　入札案内書に定める条件及び法令等を遵守し、市

有財産の余裕部分を活用して歳入の確保等を図るこ

とを目的として、自動販売機及び飲料容器等の回収

容器等（以下「自動販売機等」という。）を設置し

て運営する事業（以下「自動販売機設置事業」とい

う。）を行う資力、能力等を有すること。

　⑹ 　令和元年度及び令和２年度において、自動販売機

設置事業又はこれに類する事業の実績を有している

こと。

　⑺ 　川崎市暴力団排除条例（平成24年川崎市条例第５

号）第２条第１号に規定する暴力団、同条第３号に

規定する暴力団員等、同条第５号に規定する暴力団

経営支配法人等又は同条例第７条に規定する暴力団

員等と密接な関係を有すると認められる者でないこ

と。

　⑻ 　神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例

第75号）第23条第１項又は第２項の規定に違反して

いる事実がないこと。

　⑼ 　委託契約その他の契約を締結するに当たり、相手

方が前２号のいずれかに該当することを知りなが

ら、当該者と契約を締結していないこと。

４ 　契約上の主な条件等

　⑴ 　貸付契約の内容

　　 　本件一時貸付けは、地方自治法（昭和22年法律第

67号）第238条の４第２項第４号及び同法第238条の

５第１項の規定に基づく土地又は建物の賃貸借契約

です。借地借家法（平成３年法律第90号）の適用は

ありません。

　⑵ 　用途の指定等

　　 　一時貸付物件は、自動販売機設置事業の用途（以

下「指定用途」という。）に供さなければなりませ

ん。また、自動販売機設置事業に必要な工事費、維

持管理費、光熱水費等の費用は全て借受人の負担と

なります。
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　⑶ 　禁止事項

　　 　一時貸付物件について、次の行為をすることはで

きません。

　　ア 　一時貸付物件を指定用途以外の用途に使用する

こと。

　　イ 　一時貸付物件に建物を建築し、又は工作物を設

置すること（財産管理者が、電源等の確保のため

必要があると認める場合を除く。）。

　　ウ 　土壌の汚染、土地の形質の変更その他原状回復

が困難となるような使用をすること。

　　エ 　一時貸付物件を第三者に転貸し、又はそれに類

似する行為をすること。

　　オ 　本件賃借権を第三者に譲渡し、又は他の権利を

設定すること。

　　カ 　一時貸付物件において、公序良俗に反する行為

をすること。

　⑷ 　自動販売機等の設置等

　　 　自動販売機等は、別表に定められた条件に従うほ

か、次の事項を遵守して設置、運営しなければなり

ません。

　　ア 　貸付期間を通じて常に使用可能な状態で設置さ

れていること。

　　イ 　自動販売機等の維持管理にあたっては、転倒防

止、漏電防止、容器等の散乱防止など、利用者、

近隣住民の安全、周辺環境の保全に十分に配慮す

ること。

　　ウ 　販売品の在庫等の管理、補充、交換は、借受人

の責任において、財産管理及び近隣住民の生活に

配慮した方法、頻度、時間帯等により行うこと。

　　エ 　飲料自動販売機の付近に飲料容器等の回収容器

等を原則として１個以上設置し、空き缶等の使用

済み容器が周囲に散乱しない頻度により回収し

て、適正に処分すること。

　　オ 　飲料自動販売機は、ノンフロン冷媒又は低ＧＷ

Ｐ冷媒で、かつ、ヒートポンプ対応等エネルギー

消費効率の優れた機種（年間消費電力量（カタロ

グ値）1,131ｋＷｈ／年未満のものに限る。）とす

ること。なお、適宜消灯・減光等を行い、節電対

策に努めること。

　⑸ 　販売品

　　ア 　販売品は、別表に定められたものとすること

（財産管理者が認めた場合を除く。）。

　　　 　なお、酒税法第２条（昭和28年法律第６号）に

よる酒類又はその類似品を販売することはできま

せん。

　　イ 　販売品の売価は、借受人により任意に設定する

ことができます。なお、生田の天然水恵水は、販

売目的が災害時における飲料水の備蓄啓発等であ

ることを踏まえ、その売価は、他のミネラルウォ

ーターの売価と同程度の価格を参考価格とします。

　　ウ 　食品衛生法（昭和22年法律第233号）第57条に

規定する食品営業を行う場合、当該施設の所管区

役所地域みまもり支援センター衛生課へ営業届出

を行ってください。

　⑹ 　資料の提出等

　　ア 　借受人は、毎年１回、一時貸付物件に設置した

自動販売機の売上実績（売上数量、売上金額）を

報告しなければなりません。川崎市は、当該売上

実績について、市有財産の有効活用を推進するた

め必要とするときは、借受人の承諾なしに公開で

きるものとします。

　　イ 　川崎市は、借受人が上記の禁止事項に違反して

いる疑いがあるとき、債権の保全上必要があると

認めるときは、借受人に対してその参考となるべ

き資料の提出又は報告を求めることができるもの

とします。

　⑺ 　違約金

　　 　川崎市は、借受人が上記の禁止事項、資料の提出

等の条件に違反した場合には、違約金を請求する場

合があります。

５ 　入札案内書（入札参加申込書を含む。）の配布

　 　本件入札に参加を希望する者には、次により入札案

内書（入札参加申込書等）を配布します。

　⑴ 　配布場所　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　　　　　　（明治安田生命川崎ビル13階）

　　　　　　　　川崎市財政局資産管理部資産運用課

　　　　　　　　電話　044－200－2086

　⑵ 　配布期間　令和３年12月17日（金）から

　　　　　　　　令和４年１月13日（木）まで

６ 　入札参加申込みに必要な書類

　　入札参加申込みに必要な書類は、次のとおりです。

　⑴ 　申込者が法人の場合

　　ア 　入札参加申込書

　　イ 　自動販売機設置事業申告書

　　ウ 　川崎市暴力団排除条例に係る誓約書

　　エ 　商業登記簿（履歴事項全部証明書）

　　オ 　代表者の印鑑証明書（法務局に届け出たもの）

　　カ 　国税の納税証明書（その３の３「法人税」及び

「消費税及び地方消費税」について未納税額のな

い証明用）

　　キ 　市税の納税証明書（川崎市内に事務所又は事業

所を有している場合のみ）

　　（ア）法人市民税

　　　　 　申込み時点において終了している事業年度の

うち直近２事業年度分の納税証明書（未納がな

いもの）をそれぞれ１部提出してください。
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　　（イ ）固定資産税・都市計画税（川崎市内に固定資

産（償却資産を含む。）を有している場合のみ）

　　　　 　令和元年度及び令和２年度の納税証明書（未

納がないもの）をそれぞれ１部提出してくださ

い。

　　ク 　財務諸表の写し

　　　 　申込み時点において終了している事業年度のう

ち、直近２事業年度分の貸借対照表、損益計算書、

株主資本等変動計算書を提出してください。

　　　※ 　エ～キの書類は、発行後３か月以内に取得し

たもの（原本）を提出してください。

　⑵ 　申込者が個人の場合

　　ア 　入札参加申込書

　　イ 　自動販売機設置事業申告書

　　ウ 　川崎市暴力団排除条例にかかる誓約書

　　エ 　印鑑登録証明書

　　オ 　身分証明書

　　　 　破産者等でないことの証明書（本籍地の市区町

村長発行）を提出してください。

　　カ 　登記されていないことの証明書

　　　 　成年被後見人又は被保佐人とする記録がないこ

との証明書を提出してください。

　　キ 　国税の納税証明書（その３の２「申告所得税及

び復興特別所得税」及び「消費税及び地方消費税」

の未納税額のない証明用）

　　ク 　市税の納税証明書（川崎市内に住所等を有する

方のみ）

　　（ア）市民税・県民税

　　　　 　令和元年度及び令和２年度の納税証明書（未

納がないもの）をそれぞれ１部提出してくださ

い。

　　（イ ）固定資産税・都市計画税（川崎市内に固定資

産（償却資産を含む。）を有している場合のみ）

　　　　 　令和元年度及び令和２年度の納税証明書（未

納がないもの）をそれぞれ１部提出してくださ

い。

　　ケ 　確定申告の提出書類の写し（直前決算２年間分）

　　　※ 　エ～クの書類は、発行後３か月以内に取得し

たもの（原本）を提出してください。

７ 　入札参加申込書等の提出

　 　本件入札に参加を希望する者は、上記６に記載され

た書類を次により提出しなければなりません。

　⑴ 　提出場所　上記５⑴に同じ

　⑵ 　提出期間　令和４年１月７日（金）から

　　　　　　　　令和４年１月13日（木）まで

　　　　　　　　午前９時～午後４時

　　　　　　　　（正午～午後１時を除く。）

　⑶ 　提出方法　持参

８ 　入札の手続等

　　次により入札を執行します。

　⑴ 　入札の方法

　　 　入札は単価で行いますので、入札金額は月額貸付

料（消費税及び地方消費税の額を含まないもの）を

記入してください。入札書の提出は持参によるもの

とします。

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　令和４年１月27日（木）午前10時

　　イ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市役所第３庁舎15階　第１会議室

　　　　川崎市川崎区東田町５－４

　⑵ 　入札保証金　免除

　⑶ 　開札の日時　上記⑴アに同じ

　⑷ 　開札の場所　上記⑴イに同じ

　⑸ 　落札者の決定等

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格（最低貸付料）以上で最高の価格をもって

有効な入札を行った者について、最終的な一般競争

入札参加資格の審査を実施し、資格の有無を審査し

た上、落札者を決定します。資格審査の結果、その

者に資格がないと認めたときは、当該入札を無効と

し、順次、価格の高い入札者について同様の審査を

実施します。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札案内書及び川崎市競争入札参加者心得で無効

と定める入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約条項　　　　　　 入札案内書に記載してあり

ます。

　⑵ 　契約書等作成の要否　要

　⑶ 　契約保証金　　　　　 入札案内書に記載してあり

ます。

　⑷ 　契約の締結期限　　　令和４年２月25日（金）

　⑸ 　契約の締結　　　　　 本件契約を締結しない場

合、落札者の決定が取消し

となります。

　⑹ 　貸付料の支払い　　　 入札案内書に記載してあり

ます。

10 　その他

　⑴ 　事情により予告なく入札を変更し、又は取り止め

る場合等があります。

　⑵ 　詳細は入札案内書によります。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、以下のとおり

です。

　　　上記５⑴に同じ
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　別表

　物件番号　１

）1記別（機応対害災・所張出橘所役区津高

(高津区役所区民サービス部
橘出張所044-777-2355)

宮前区役所 2階

・災害対応機（別記1）
・電子マネー利用可（別記2）
・ユニバーサルデザイン（別記3）
・生田の天然水（別記4）

(宮前区役所まちづくり推進部
総務課044-856-3123)

３階（トイレ前）にウォーターサー
バーが設置されている

宮前区役所向丘出張所 1階

(宮前区役所区民サービス部
向丘出張所044-866-6461)

宮前区役所道路公園センター 1階

(宮前区役所道路公園センター

管理課044-877-1661)

高津消防署久地出張所 1階

(消防局総務部施設装備課
044-223-2550)

消防訓練センター 1階

(消防局総務部施設装備課
044-223-2550)

市民ミュージアム 3階

(市民文化振興室
044-754-4510)

※　令和２年度の売上数量は参考情報であり、事業者の申告に基くものである。

68,500

60,000

01-1目丁1平区前宮311
1.32（回収
箱含む）

課税
飲料(缶・ペット
ボトル)

293 500

112 20,797課税

3,000

2,148 1,000

一時貸付物件一覧表・個別条件仕様書

品売販営運・置設税費消地在所

令和２年
度の売上
数量

（本）

最低貸付料

（円／月）

（税抜）

財産名称・場所
（財産管理者・連絡先）

場所
番号

貸付面積
（㎡）

2,128 500

1,036

飲料(缶・ペット
ボトル)

109

1.16（回収
箱含む）

1.28（回収
箱含む）

高津区千年1362-1
飲料(缶・ペット
ボトル)

宮前区宮前平2丁目20-5

3,005

課税

500

4-6目丁2馬有区前宮411
1.36（回収
箱含む）

［別記３］
　ユニバーサルデザインの使用を施した自動販売機とすること。

［別記４］
　川崎市上下水道局において製造する生田の天然水恵水を１区画以上設置すること。販売目的が災害時における飲料水の備蓄啓発等であることを踏ま
え、その売価は、他のミネラルウォーターの売価と同程度の価格とすること。なお、販売事業者に販売するとき（川崎市上下水道局と販売契約を締結
していただきます）の価格は、８７円となります。

5,569 3,000

［別記１］
　市内に震度５強以上の地震又は同等以上の災害が発生若しくは発生するおそれがある場合において、財産管理者が物資の提供を必要と判断したと

き、自動販売機内の販売品を無料で提供できる機種とすること。なお、物資の提供に係る費用は借受人の負担とする。

［別記２］
　交通系ICカード(Suica,PASMO)の電子マネーが使用できる自動販売機とすること。

2-1力々等区原中246
2.46（回収
箱含む）

課税
飲料(缶・ペット
ボトル)

課税
飲料(缶・ペット
ボトル)

91-11目丁4地久区津高941
0.85（回収
箱含む）

課税
飲料(缶・ペット
ボトル)

宮前区犬蔵1丁目10-2
1.07（回収
箱含む）

課税170
飲料(缶・ペット
ボトル)
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別表

　物件番号　２

麻生区役所道路公園センター

(麻生区役所道路公園センター
管理課954-0505)

高津消防署 1階

(消防局総務部施設装備課
044-223-2550)

多摩消防署菅出張所 1階

(消防局総務部施設装備課
044-223-2550)

麻生消防署柿生出張所 1階

(消防局総務部施設装備課
044-223-2550)

高津市民館 12階

(高津区役所まちづくり推進部
生涯学習支援課044-814-7603)

麻生市民館・図書館 2階

(麻生区役所まちづくり推進部

生涯学習支援課951-1300)

一時貸付物件一覧表・個別条件仕様書

品売販営運・置設税費消地在所

令和２年
度の売上
数量

（本）

最低貸付料

（円／月）

（税抜）

場所
番号

財産名称・場所
（財産管理者・連絡先）

貸付面積
（㎡）

021沢古区生麻321
0.80（回収
箱含む）

課税
飲料(缶・ペット
ボトル)

2,157 1,000

1,000

161
多摩区菅馬場１丁目13－
1

1.23（回収
箱含む）

課税
飲料(缶・ペット
ボトル)

3,323 4,000

5-41目丁5子二区津高741
0.53

（別記1）
課税

飲料(缶・ペット
ボトル)

2,788

1,000

7-03目丁2平片区生麻761
1.12（回収
箱含む）

課税
飲料(缶・ペット
ボトル)

2,065

高津区溝口1丁目4-1
0.95（回収
箱含む）

課税
飲料(缶・ペット
ボトル)

2,498211

17,000

［別記１］
　場所番号１４７の回収箱については回収箱の設置スペースが確保できないため、場所番号１４６との共用とすることを条件とします。

※　令和２年度の売上数量は参考情報であり、事業者の申告に基くものである。
※　現在、高津消防署１階に３台の飲料自動販売機を設置しておりますが１台を今年度末で終了し、今契約から飲料自動販売機の集約を行う。
※　現在、麻生市民館・図書館２階に２台、３階に１台の飲料自動販売機を設置しておりますが３階の１台を今年度末で終了し、今契約から飲料自動

販売機の集約を行う。

9,0002-5目丁1寺福万区生麻912
0.77（回収
箱含む）

課税
飲料(缶・ペット
ボトル)

4,266

1,000
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別表

　物件番号　３

宮前生活環境事業所 3階

(環境局宮前生活環境事業所
044-866-9131)

）2記別（可用利ーネマ子電・階2所業事境環活生摩多

(環境局多摩生活環境事業所
044-933-4111)

）1記別（機応対害災・階4所役区原中

(中原区役所まちづくり推進部

総務課044-744-3124)

５階（市民活動コーナー前）に
ウォーターサーバーが設置されてい
る

）1記別（機応対害災・階1ータンセ園公路道所役区原中

(中原区役所道路公園センター
管理課７８８－２３１１)

）3記別（等事工気電・階1所張出宿苅署防消原中

(消防局総務部施設装備課
044-223-2550)

）3記別（等事工気電・階1所張出中田小署防消原中

(消防局総務部施設装備課
044-223-2550)

宮前消防署 4階

(消防局総務部施設装備課
044-223-2550)

多摩消防署 1階

(消防局総務部施設装備課
044-223-2550)

一時貸付物件一覧表・個別条件仕様書

品売販営運・置設税費消地在所

令和２年
度の売上
数量

（本）

最低貸付料

（円／月）

（税抜）

場所
番号

財産名称・場所
（財産管理者・連絡先）

貸付面積
（㎡）

271崎宮区前宮83
0.92（回収
箱含む）

課税
飲料(缶・ペット
ボトル)

144

3,968 5,000

1,000

542目丁3町杉小区原中401
1.50（回収
箱含む）

課税
飲料(缶・ペット
ボトル)

7,507 8,000

1-41目丁1形枡区摩多64
1.53（回収
箱含む）

課税
飲料(缶・ペット
ボトル)

1-9目丁2中田小下区原中601
1.10（回収
箱含む）

課税
飲料(缶・ペット
ボトル)

3-24宿苅区原中341
1.36（回収
箱含む）

課税
飲料(缶・ペット
ボトル)

中原区上小田中3丁目7-1
1.44（回収
箱含む）

課税
飲料(缶・ペット
ボトル)

44,500

17,0006,409

1,500

4,660 10,000

2,569

500

2,078 1,500

2,514

3,316

1-6目丁2形枡区摩多061
1.07（回収
箱含む）

課税
飲料(缶・ペット
ボトル)

4-02目丁2平前宮区前宮351
0.8（回収箱

含む）
課税

飲料(缶・ペット
ボトル)

［別記１］
　市内に震度５強以上の地震又は同等以上の災害が発生若しくは発生するおそれがある場合において、財産管理者が物資の提供を必要と判断したと
き、自動販売機内の販売品を無料で提供できる機種とすること。なお、物資の提供に係る費用は借受人の負担とする。

［別記２］
　交通系ICカード(Suica,PASMO)の電子マネーが使用できる自動販売機とすること。

［別記３］
　当該設置場所の電源設備は事業者が設置したものであり、継続使用の協議が整わず従前の自動販売機の撤去と同時に電源も撤去された場合は、新た

に電源工事を要する。

※　令和２年度の売上数量は参考情報であり、事業者の申告に基くものである。
※　現在、宮前生活環境事業所１階に３台、２階に４台、３階に１台、宮前生活環境事業所投入棟に１台の飲料自動販売機を設置しておりますが１階

の１台、投入棟の１台を今年度末で終了し、今契約から飲料自動販売機の集約を行う。また、２階の１台を食料自動販売機へ変更予定。
※　現在、多摩生活環境事業所１階に６台、２階に２台の飲料自動販売機を設置しておりますが１階の２台、２階の１台を今年度末で終了し、今契約

から飲料自動販売機の集約を行う。また、１階の１台を食料自動販売機へ変更予定。
※　現在、宮前消防署１階に１台、４階に２台の飲料自動販売機を設置しておりますが１階の１台を今年度末で終了し、今契約から飲料自動販売機の

集約を行う
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別表

　物件番号　４

宮前生活環境事業所 2階

(環境局宮前生活環境事業所
044-866-9131)

宮前区役所 1階
・災害対応機（別記1）
・電子マネー利用可（別記2）
・ユニバーサルデザイン（別記3）

(宮前区役所まちづくり推進部

総務課044-856-3123)
３階（トイレ前）にウォーターサー
バーが設置されている

高津消防署 1階

(消防局総務部施設装備課
044-223-2550)

宮前消防署野川出張所 1階

(消防局総務部施設装備課
044-223-2550)

宮前消防署菅生出張所 1階

(消防局総務部施設装備課
044-223-2550)

宮前市民館・図書館 2階

(宮前区役所まちづくり推進部

生 涯 学 習 支 援 課 044-888- 3911)

高津市民館 11階

・災害対応機（別記1）

(高津区役所まちづくり推進部
生 涯 学 習 支 援 課 044-814-7603)

一時貸付物件一覧表・個別条件仕様書

品売販営運・置設税費消地在所

令和２年
度の売上
数量

（本）

最低貸付料

（円／月）

（税抜）

場所
番号

財産名称・場所
（財産管理者・連絡先）

貸付面積
（㎡）

271崎宮区前宮43
0.87（回収
箱含む）

課税
飲料(缶・ペット
ボトル)

4,135 9,000

3,000

5-41目丁5子二区津高641
0.98（回収
箱含む）

課税
飲料(缶・ペット
ボトル)

5,034 12,000

5-02目丁2平前宮区前宮111
0.72（回収
箱含む）

課税
飲料(缶・ペット
ボトル)

6,001

1,925 500

155
宮前区西野川2丁目3417-
28

0.95（回収
箱含む）

課税
飲料(缶・ペット
ボトル)

1,723

32-34目丁3生菅区前宮851
0.92（回収
箱含む）

課税
飲料(缶・ペット
ボトル)

29,500

4,000

1-4目丁1口溝区津高992
0.88（回収
箱含む）

課税
飲料(缶・ペット
ボトル)

782 500

4-02目丁2平前宮区前宮412
0.57（回収
箱含む）

課税
飲料(缶・ペット
ボトル)

3,582

500

※　令和２年度の売上数量は参考情報であり、事業者の申告に基くものである。
※　現在、宮前生活環境事業所１階に３台、２階に４台、３階に１台、宮前生活環境事業所投入棟に１台の飲料自動販売機を設置しておりますが１階

の１台、投入棟の１台を今年度末で終了し、今契約から飲料自動販売機の集約を行う。また、２階の１台を食料自動販売機へ変更予定。
※　現在、高津消防署１階に３台の飲料自動販売機を設置しておりますが１台を今年度末で終了し、今契約から飲料自動販売機の集約を行う。
※　現在、宮前市民館・図書館２階に３台の飲料自動販売機を設置しておりますが１台を今年度末で終了し、今契約から飲料自動販売機の集約を行う。

［別記１］
　市内に震度５強以上の地震又は同等以上の災害が発生若しくは発生するおそれがある場合において、財産管理者が物資の提供を必要と判断したと
き、自動販売機内の販売品を無料で提供できる機種とすること。なお、物資の提供に係る費用は借受人の負担とする。

［別記２］
　交通系ICカード(Suica,PASMO)の電子マネーが使用できる自動販売機とすること。

［別記３］
　ユニバーサルデザインの使用を施した自動販売機とすること。
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別表

　物件番号　５

王禅寺処理センター

(環境局王禅寺処理センター
044-966-6135)

多摩区役所 1階

(多摩区役所まちづくり推進部

総務課044-935-3123)

）1記別（可用利ーネマ子電・階1所業事境環活生摩多

(環境局多摩生活環境事業所
044-933-4111)

多摩区役所道路公園センター 1階

(多摩区役所道路公園センター

管理課044-946-0044)

麻生消防署百合丘出張所 1階

(消防局総務部施設装備課
044-223-2550)

高津消防署梶ヶ谷出張所 1階

(消防局総務部施設装備課
044-223-2550)

5821寺禅王区生麻27
1.06（回収
箱含む）

課税

一時貸付物件一覧表・個別条件仕様書

品売販営運・置設税費消地在所

令和２年
度の売上
数量

（本）

最低貸付料

（円／月）

（税抜）

場所
番号

財産名称・場所
（財産管理者・連絡先）

飲料(缶・ペット
ボトル)

3,909 5,000

40,000

1-41目丁1形枡区摩多94
0.88（回収
箱含む）

課税
飲料(缶・ペット
ボトル)

5,681 2,500

1-5771戸登区摩多711
1.04（回収
箱含む）

課税
飲料(缶・ペット
ボトル)

8,240

0.68（回収
箱含む）

飲料(缶・ペット
ボトル)

1,101 500

02-11目丁4浦北菅区摩多021
0.7（回収箱

含む）
課税

飲料(缶・ペット
ボトル)

2,814

課税

貸付面積
（㎡）

１階ソーシャルデザインセンター内
にウォーターサーバーが設置されて
いる

※　令和２年度の売上数量は参考情報であり、事業者の申告に基くものである。
※　現在、多摩区役所１階に３台の飲料自動販売機を設置しておりますが１台を今年度末で終了し、今契約から飲料自動販売機の集約を行う。
※　現在、多摩生活環境事業所１階に６台、２階に２台の飲料自動販売機を設置しておりますが１階の２台、２階の１台を今年度末で終了し、今契約

から飲料自動販売機の集約を行う。また、１階の１台を食料自動販売機へ変更予定。

［別記１］
　交通系ICカード(Suica,PASMO)の電子マネーが使用できる自動販売機とすること。

49,500

50061-8丘ヶ向区津高051
1.11（回収
箱含む）

課税
飲料(缶・ペット
ボトル)

884

1,000

4-81目丁1丘合百区生麻661
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　別表

　物件番号　６

）1記別（機応対害災・階2所役区幸

(幸区役所まちづくり推進部
総務課044-556-6645)

１階（市民活動コーナー前）に
ウォーターサーバーが設置されてい
る

幸区役所日吉出張所 1階

(幸区役所区民サービス部
日吉出張所044-599-1121)

）1記別（機応対害災・階2館書図・館民市幸

(幸区役所まちづくり推進部
生 涯 学 習 支 援 課 044-541-3910)

高津市民館 11階

(高津区役所まちづくり推進部
生 涯 学 習 支 援 課 044-814-7603)

大川町産業会館

(経済労働局産業振興部
工業振興課044-200-2326)

こども家庭センター 1階
・災害対応（別記1）
・回収容器は設置しない（別記2）

(こども家庭センター
044-542-1788)

教育文化会館 1階

(川崎区役所まちづくり推進部
生 涯 学 習 支 援 課 044-233- 6361)

一時貸付物件一覧表・個別条件仕様書

品売販営運・置設税費消地在所

令和２年
度の売上
数量

（本）

最低貸付料

（円／月）

（税抜）

場所
番号

財産名称・場所
（財産管理者・連絡先）

貸付面積
（㎡）

2,143

1-11目丁1町本手戸区幸99
1.45（回収
箱含む）

課税
飲料(缶・ペット
ボトル)

飲料(缶・ペット
ボトル)

3,307 4,000

1,000

2-11目丁1町本手戸区幸602
0.75（回収
箱含む）

課税
飲料(缶・ペット
ボトル)

1,793 500

71-7目丁1瀬加南区幸201
0.9（回収箱

含む）
課税

飲料(缶・ペット
ボトル)

税課㎡05.19-12-1田島鹿区幸市崎川546
飲料(缶・ペット
ボトル)

新規 2,500

3,000

23,500

３－１－２見士富区崎川891
0.64（回収
箱含む）

課税
飲料(缶・ペット
ボトル)

1,508

新規

12,000

※　令和２年度の売上数量は参考情報であり、事業者の申告に基くものである。
※　現在、幸市民館・図書館１階に１台、２階に１台の飲料自動販売機を設置しておりますが１階の１台を今年度末で終了し、今契約から飲料自動販

売機の集約を行う。

［別記１］
　市内に震度５強以上の地震又は同等以上の災害が発生若しくは発生するおそれがある場合において、財産管理者が物資の提供を必要と判断したと

き、自動販売機内の販売品を無料で提供できる機種とすること。なお、物資の提供に係る費用は借受人の負担とする。

［別記２］
　飲料容器等の回収容器を設置しない。

500

1-4目丁1口溝区津高012
1.08（回収
箱含む）

課税
飲料(缶・ペット
ボトル)

5,010

2-9町川大区崎川892
0.80（回収
箱含む）

課税
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　別表

　物件番号　７

高津区役所道路公園センター 1階

(高津区役所道路公園センター
管理課044-833-1221)

麻生消防署 3階

(消防局総務部施設装備課
044-223-2550)

宮前市民館・図書館 2階

(宮前区役所まちづくり推進部
生 涯 学 習 支 援 課 044-888- 3911)

多摩市民館 2階

(多摩区役所まちづくり推進部

生涯学習支援課935-3333)

）1記別（機応対害災・階1館分橘・館民市津高

(高津区役所まちづくり推進部

生涯学習支援課橘地区担当
044-788-1531)

一時貸付物件一覧表・個別条件仕様書

品売販営運・置設税費消地在所

令和２年
度の売上
数量

（本）

最低貸付料

（円／月）

（税抜）

場所
番号

財産名称・場所
（財産管理者・連絡先）

貸付面積
（㎡）

1.56（回収
箱含む）

課税
飲料(缶・ペット
ボトル)

7-51目丁5口溝区津高011
1.25（回収
箱含む）

課税
飲料(缶・ペット
ボトル)

27,000

500

１－２１０２末久区津高003
0.89（回収
箱含む）

課税
飲料(缶・ペット
ボトル)

1,811 500

1-5771戸登区摩多612
0.90（回収
箱含む）

課税

4,503 10,000

飲料(缶・ペット
ボトル)

※　令和２年度の売上数量は参考情報であり、事業者の申告に基くものである。
※　現在、宮前市民館・図書館２階に３台の飲料自動販売機を設置しておりますが１台を今年度末で終了し、今契約から飲料自動販売機の集約を行う。

※ 現在 多摩市民館２階に３台の飲料自動販売機を設置しておりますが２台を今年度末で終了し 今契約から飲料自動販売機の集約を行う

［別記１］
　市内に震度５強以上の地震又は同等以上の災害が発生若しくは発生するおそれがある場合において、財産管理者が物資の提供を必要と判断したと
き、自動販売機内の販売品を無料で提供できる機種とすること。なお、物資の提供に係る費用は借受人の負担とする。

5,057

727

12,000

4-02目丁2平前宮区前宮312
0.74（回収
箱含む）

課税
飲料(缶・ペット
ボトル)

3,213 4,000

4-5目丁1寺福万区生麻461
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　別表

　物件番号　８

多摩生活環境事業所 1階

(環境局多摩生活環境事業所
044-933-4111)

高津消防署子母口出張所 1階

(消防局総務部施設装備課
044-223-2550)

宮前消防署 4階

(消防局総務部施設装備課
044-223-2550)

宮前消防署向丘出張所 1階

(消防局総務部施設装備課
044-223-2550)

宮前消防署犬蔵出張所 1階

(消防局総務部施設装備課
044-223-2550)

麻生消防署栗木出張所 1階

(消防局総務部施設装備課
044-223-2550)

宮前生活環境事業所 1階

(環境局宮前生活環境事業所
044-866-9131)

麻生区役所 3階

(麻生区役所まちづくり推進部
総務課044-965-5110)

一時貸付物件一覧表・個別条件仕様書

品売販営運・置設税費消地在所

令和２年
度の売上
数量

（本）

最低貸付料

（円／月）

（税抜）

場所
番号

財産名称・場所
（財産管理者・連絡先）

貸付面積
（㎡）

646 500

2-892口母子区津高151
0.85（回収
箱含む）

課税
飲料(缶・ペット
ボトル)

6,071 16,000

1-41目丁1形枡区摩多44
1.06（回収
箱含む）

課税
飲料(缶・ペット
ボトル)

12,000

71－4目丁１平区前宮451
0.69（回収
箱含む）

課税
飲料(缶・ペット
ボトル)

1,527 500

4-02目丁2平前宮区前宮251
0.85（回収
箱含む）

課税
飲料(缶・ペット
ボトル)

5,031

飲料(缶・ペット
ボトル)

4,077

10,000

1-2目丁4台木栗区生麻582
1.16（回収
箱含む）

課税
飲料(缶・ペット
ボトル)

2,997 1,000

2-01目丁1蔵犬区前宮751
1.15（回収
箱含む）

課税
飲料(缶・ペット
ボトル)

4,486

※　令和２年度の売上数量は参考情報であり、事業者の申告に基くものである。
※　現在、多摩生活環境事業所１階に６台、２階に２台の飲料自動販売機を設置しておりますが１階の２台、２階の１台を今年度末で終了し、今契約

から飲料自動販売機の集約を行う。また、１階の１台を食料自動販売機へ変更予定。
※　現在、宮前消防署１階に１台、４階に２台の飲料自動販売機を設置しておりますが１階の１台を今年度末で終了し、今契約から飲料自動販売機の

集約を行う。
※　現在、宮前生活環境事業所１階に３台、２階に４台、３階に１台、宮前生活環境事業所投入棟に１台の飲料自動販売機を設置しておりますが１階

の１台、投入棟の１台を今年度末で終了し、今契約から飲料自動販売機の集約を行う。また、２階の１台を食料自動販売機へ変更予定。
※　現在、麻生区役所４階に２台の飲料自動販売機を設置しておりますが１台を食料自動販売機へ変更し、飲料自動販売機１台を移設し設置予定。

52,000

9,000

646
麻生区万福寺１丁目５番
１号

2.0㎡（回収
箱含む）

課税
飲料(缶・ペット
ボトル)

移設 3,000

271崎宮区前宮203
0.78（回収
箱含む）

課税
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別表

　物件番号　９

宮前生活環境事業所 2階

(環境局宮前生活環境事業所
044-866-9131)

王禅寺処理センター
地下
１階

(環境局王禅寺処理センター
044-966-6135)

多摩区役所 1階

(多摩区役所まちづくり推進部

総務課044-935-3123)

宮前消防署宮崎出張所 1階

(消防局総務部施設装備課
044-223-2550)

）1記別（等事工気電・階1署防消生麻

(消防局総務部施設装備課
044-223-2550)

）2記別（水然天の田生・階2館書図・館民市生麻

(麻生区役所まちづくり推進部
生涯学習支援課951-1300)

一時貸付物件一覧表・個別条件仕様書

品売販営運・置設税費消地在所

令和２年
度の売上
数量

（本）

最低貸付料

（円／月）

（税抜）

場所
番号

財産名称・場所
（財産管理者・連絡先）

貸付面積
（㎡）

271崎宮区前宮53
0.85（回収
箱含む）

課税
飲料(缶・ペット
ボトル)

3,823 4,000

95,000

16,000

1-5771戸登区摩多511
1.27（回収
箱含む）

課税
飲料(缶・ペット
ボトル)

10,979 40,000

5821寺禅王区生麻47
1.09（回収
箱含む）

課税
飲料(缶・ペット
ボトル)

6,071

500

4-5目丁1寺福万区生麻561
1.92（回収
箱含む）

課税
飲料(缶・ペット
ボトル)

8,347 24,500

11-8目丁2馬有区前宮651
0.87（回収
箱含む）

課税
飲料(缶・ペット
ボトル)

1,737

１階ソーシャルデザインセンター内
にウォーターサーバーが設置されて
いる

10,0002-5目丁1寺福万区生麻812
0.97（回収
箱含む）

課税
飲料(缶・ペット
ボトル)

4,398

※　令和２年度の売上数量は参考情報であり、事業者の申告に基くものである。
※　現在、宮前生活環境事業所１階に３台、２階に４台、３階に１台、宮前生活環境事業所投入棟に１台の飲料自動販売機を設置しておりますが１階

の１台、投入棟の１台を今年度末で終了し、今契約から飲料自動販売機の集約を行う。また、２階の１台を食料自動販売機へ変更予定。
※　現在、多摩区役所１階に３台の飲料自動販売機を設置しておりますが１台を今年度末で終了し、今契約から飲料自動販売機の集約を行う。
※　現在、麻生市民館・図書館２階に２台、３階に１台の飲料自動販売機を設置しておりますが３階の１台を今年度末で終了し、今契約から飲料自動

販売機の集約をあ 行う
［別記１］
　当該設置場所の電源設備は事業者が設置したものであり、継続使用の協議が整わず従前の自動販売機の撤去と同時に電源も撤去された場合は、新た
に電源工事を要する。
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別表

　物件番号　１０

農業技術支援センター 2階
・電子マネー利用可（別記2）
・子メーター設置（別記5）

(農業技術支援センター
044-945-0153)

・電気工事等（別記6）

）5記別（置設ーターメ子・階2所業事境環活生前宮

(環境局宮前生活環境事業所
044-866-9131)

宮前生活環境事業所 2階

(環境局宮前生活環境事業所
044-866-9131)

多摩生活環境事業所 1階
・電子マネー利用可（別記2）
・子メーター設置（別記5）

(環境局多摩生活環境事業所
044-933-4111)

）2記別（可用利ーネマ子電・階1所業事境環活生摩多

(環境局多摩生活環境事業所
044-933-4111)

王禅寺処理センター
地下
１階

・子メーター設置（別記5）
・電気工事等（別記6）

(環境局王禅寺処理センター
044-966-6135)

王禅寺処理センター
地下
１階

(環境局王禅寺処理センター
044-966-6135)

看護短期大学
地下
２階

・電子マネー利用（別記2）
・子メーター設置（別記5）

）2記別（用利ーネマ子電・階2学大期短護看

高津区役所 5階
・ユニバーサルデザイン（別記3）
・子メーター設置（別記5）

(高津区役所まちづくり推進部
総務課044-861-3123)

）1記別（機応対害災・階5所役区津高

(高津区役所まちづくり推進部
総務課044-861-3123)

１階（総合庁舎案内横）にウォー
ターサーバーが設置されている

麻生区役所 4階
・電子マネー利用（別記2）
・子メーター設置（別記5）

(麻生区役所まちづくり推進部
総務課965-5110)

麻生区役所 4階
・災害対応機（別記1）
・生田の天然水（別記4）

(麻生区役所まちづくり推進部
総務課965-5110)

４階（給湯室）にウォーターサー
バーが設置されている

場所
番号

財産名称・場所
（財産管理者・連絡先）

(健康福祉局看護短期大学事務局
044-587-3534)

(健康福祉局看護短期大学事務局
044-587-3534)

5,261

10,500

1-5目丁1寺福万区生麻221
1.50

（別記7）
000,2規新品料食税課

延作下区津高801 2-8-1
1.38（回収
箱含む）

課税
飲料(缶・ペット
ボトル)

7,538

新規

7,000

3,000

76

4,389

倉小区幸946 4-30-1
2.0

（別記7）
規新品料食税課

※　令和２年度の売上数量は参考情報であり、事業者の申告に基くものである。
※　現在、宮前生活環境事業所１階に３台、２階に４台、３階に１台、宮前生活環境事業所投入棟に１台の飲料自動販売機を設置しておりますが

１階の１台、投入棟の１台を今年度末で終了し、今契約から飲料自動販売機の集約を行う。また、２階の１台を食料自動販売機へ変更予定。
※　現在、多摩生活環境事業所１階に６台、２階に２台の飲料自動販売機を設置しておりますが１階の２台、２階の１台を今年度末で終了し、今

契約から飲料自動販売機の集約を行う また １階の１台を食料自動販売機へ変更予定

※　現在、高津区役所５階に２台の飲料自動販売機を設置しておりますが１台を食料自動販売機へ変更予定。
※　現在、麻生区役所４階に２台の飲料自動販売機を設置しておりますが１台を食料自動販売機へ変更し、飲料自動販売機１台を移設し設置予定。

高津区下作延2-8-1
1.50

（別記7）
000,2規新品料食税課

倉小区幸446 4-30-1
1.38（回収
箱含む）

課税
飲料(缶・ペット
ボトル)

58,000飲料(缶・ペット
ボトル)

5,760 14,000

寺禅王区生麻846 1285
1.50

（別記7）
規新品料食税課

5,000

107

4,000

1-5目丁1寺福万区生麻121
2.00（回収
箱含む）

課税
飲料(缶・ペット
ボトル)

2,000

目丁1形枡区摩多24 14-1
1.17（回収
箱含む）

課税
飲料(缶・ペット
ボトル)

2,500

目丁1形枡区摩多34 14-1
1.60

（別記7）
規新品料食税課

1.09（回収
箱含む）

課税麻生区王禅寺1285

課税
飲料(缶・ペット
ボトル)

2,807 1,000

271崎宮区前宮63
1.50

（別記7）
規新品料食税課

貸付面積
（㎡）

一時貸付物件一覧表・個別条件仕様書

品売販営運・置設税費消地在所

令和２年
度の売上

数量
（本）

最低貸付料

（円／月）

（税抜）

谷仙菅区摩多056 3-17-1
1.50

（別記7）
000,2規新品料食税課

3,000

271崎宮区前宮73
0.85（回収
箱含む）
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［別記１］
　市内に震度５強以上の地震又は同等以上の災害が発生若しくは発生するおそれがある場合において、財産管理者が物資の提供を必要と判断した

とき、自動販売機内の販売品を無料で提供できる機種とすること。なお、物資の提供に係る費用は借受人の負担とする。
［別記２］
　交通系ICカード(Suica,PASMO)の電子マネーが使用できる自動販売機とすること。

［別記３］
　ユニバーサルデザインの使用を施した自動販売機とすること。

［別記４］
　川崎市上下水道局において製造する生田の天然水恵水を１区画以上設置すること。販売目的が災害時における飲料水の備蓄啓発等であることを
踏まえ、その売価は、他のミネラルウォーターの売価と同程度の価格とすること。なお、販売事業者に販売するとき（川崎市上下水道局と販売契
約を締結していただきます）の価格は、８７円となります。

［別記７］
　食料品等の回収容器等については財産管理者が設置し、使用済み容器等の廃棄は財産管理者が行う。

［別記５］
　子メーターを設置すること。なお、設置に係る費用は借受人の負担とする。

［別記６］
　当該設置場所の電源設備は入札決定後、財産管理者において整備する。

別表

　物件番号　１１

）3記別（可不式プッカ・外屋ータンセ援支術技業農

リハビリテーション福祉セン
ター体育館

1階
・ユニバーサルデザイン（別記2）
・災害対応（別記1）

(健康福祉局中部地域支援室
044-750-0686)

多摩消防署栗谷出張所 1階

(消防局総務部施設装備課
044-223-2550)

※　令和２年度の売上数量は参考情報であり、事業者の申告に基くものである。

［別記２］
　ユニバーサルデザインの使用を施した自動販売機とすること。

［別記３］
　カップ式の容器は不可

0.9（回収箱
含む）

非課税
飲料(缶・ペット
ボトル)

15,000

1-71目丁3谷仙菅区摩多21 5,072 12,000

(経済労働局農業技術支援センター
044-945-0153)

一時貸付物件一覧表・個別条件仕様書

品売販営運・置設税費消地在所

令和２年
度の売上
数量

（本）

最低貸付料

（円／月）

（税抜）

場所
番号

財産名称・場所
（財産管理者・連絡先）

貸付面積
（㎡）

2,500

8-03-3谷栗区摩多746
2.65（回収
箱含む）

非課税
飲料(缶・ペット
ボトル)

新規 500

号1番61目丁3田井区原中346
1.44（回収
箱含む）

非課税
飲料(缶・ペット
ボトル)

新規

［別記１］
　市内に震度５強以上の地震又は同等以上の災害が発生若しくは発生するおそれがある場合において、財産管理者が物資の提供を必要と判断したと

き、自動販売機内の販売品を無料で提供できる機種とすること。なお、物資の提供に係る費用は借受人の負担とする。

川崎市公告第1096号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年12月17日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 中原区内主要地方道幸多摩線道路詳細修正設計委託

履行場所 川崎市中原区宮内地内

履行期間 令和４年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」種目「道路部門」

で登録されている者。

⑷ 　管理技術者及び照査技術者は、技術士（建設部門：道路）又はＲＣＣＭの「道路」部門のいず

れかの資格を有する者。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097
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入札日時等 令和４年１月20日14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 生田住宅（１・２号棟）解体第１期工事家屋事前調査委託

履行場所 川崎市多摩区生田三丁目1064番１ほか

履行期間 令和４年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。

⑷ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業

者であること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「補償コンサルタント」で登録されてい

る者。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年１月20日14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第1097号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の

規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公

告します。

　　令和３年12月17日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市多摩区枡形六丁目4261番２

 ほか５筆の一部　　

 766平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　横浜市港北区高田東一丁目17番14号

　　株式会社ホームセンター

　　代表取締役　根岸　浩

３ 　予定建築物の用途

　　一戸建ての住宅

 計画戸数：４戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　令和３年６月７日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第21号

　　　───────────────────

川崎市公告第1098号

　農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第18

条第１項の規定により、次のように農用地利用集積計画

を定めましたので、同法第19条の規定により公告します。

　　令和３年12月17日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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２ 　共通事項

　 　この農用地利用集積計画の定めるところにより設定

される利用権は、１の各筆明細に定めるもののほか、

次に定めるところによる。

　⑴ 　利用権の設定

　　 　１の各筆明細に記載された土地（以下「当該土地」

という。）の利用権は、この農用地利用集積計画の

公告により設定される。

　⑵ 　借賃の増減額請求

　　 　利用権を設定する者（以下「甲」という。）及び

利用権の設定を受ける者（以下「乙」という。）は、

当該土地の１の各筆明細に記載された面積と実測面

積との間に差異があっても、異議を述べず、また、

借賃の増減を請求しない。

　⑶ 　借賃の改訂

　　 　この農用地利用集積計画を定めた後、借賃の改訂

に当たっては、農地法第52条の農業委員会が提供す

る借賃の動向を勘案して、甲、乙が協議して定める

額に改訂する。

　⑷ 　借賃の支払猶予

　　 　甲は、乙が災害その他やむを得ない事由のため、

１の各筆明細に記載された借賃の支払期限までに借

賃の支払をすることができない場合には、相当と認

められる期日までその支払を猶予する。

　⑸ 　転貸

　　 　乙は当該土地を、甲の同意を得ず第三者に転貸し

て当該転借人に使用及び収益させることができる。

　⑹ 　借賃の減額

　　 　利用権の目的物が農地である場合で、目的物の転

借人から乙に対して農地法（昭和27年法律第229号）

第20条の規定に基づく借賃の減額請求があり、乙が

当該借賃を減額する場合には、乙は甲に対して、借

賃の減額を請求することができる。減額されるべき

額は、甲及び乙が協議して定めるものとし、その協

議が調わないときは、農業委員会が認定した額とす

る。

　⑺ 　境界の明示

　　 　甲は、当該土地の引渡の時期までに、自己の費用

をもって現地において隣地との境界を明示する。

　⑻ 　負担の除去

　　 　甲は、当該土地の引渡の時期までに、乙の利用権

の行使を阻害する負担を除去するとともに、利用権

の存続期間中においても、利用権の行使の妨げとな

る行為を行ってはならない。

　⑼ 　修繕及び改良

　　ア 　甲は、乙及び転借人の責に帰すべき事由によら

ないで生じた当該土地の損耗について、自らの費

用と責任において当該土地を修繕する。ただし、
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緊急を要するときその他甲において修繕すること

ができない場合で甲の同意を得たときは、乙が修

繕し又は転借人に修繕させることができる。この

場合において、乙又は転借人が修繕の費用を支出

したときは、甲に対して、その費用の償還を請求

することができる。

　　イ 　乙は、甲の同意を得て当該土地の改良を行い又

は転借人に改良を行わせることができる。ただ

し、その改良が軽微である場合には甲の同意を要

しない。

　　ウ 　修繕費又は改良費の負担及び償還は、別表１に

定めたものを除き、民法、土地改良法等の法令に

従う。

　⑽ 　租税公課の負担

　　ア 　甲は、当該土地に係る固定資産税その他の租税

を負担する。

　　イ 　当該土地に係る農業災害補償法に基づく共済掛

金及び賦課金は、乙が転借人に負担させる。

　　ウ 　当該土地に係る土地改良区の賦課金等は、別表

２に定めるところによる。

　　エ 　その他当該土地の通常の維持管理に要する経費

は、乙が転借人に負担させる。

　⑾ 　賃貸借又は使用貸借の解除

　　 　乙は、「農地中間管理事業の推進に関する法律」（平

成25年法律第101号）第20条第１項又は第２項に該

当するときは、知事の承認を受けて、乙が取得した

賃貸借又は使用貸借を解除することができる。

　⑿ 　利用権の消滅

　　 　天災地変その他、甲及び乙並びに転借人の責に帰

すべからざる理由により当該土地の全部又は一部が

滅失し、その目的を達することができなくなったと

きは、この農用地利用集積計画の定めるところによ

り設定された利用権は消滅する。

　⒀ 　当該土地の返還

　　 　利用権の存続期間が満了したときは、乙は、その

満了の日から30日以内に、甲に対して、当該土地を

原状に回復して返還する。ただし、災害その他の不

可抗力、修繕若しくは改良行為又は当該土地の通常

の利用によって生じた形質の変更については、乙

は、原状回復の義務を負わない。

　⒁ 　利用権に関する事項の変更の禁止

　　 　甲及び乙は、この農用地利用集積計画の定めると

ころにより設定される利用権に関する事項は変更し

ないものとする。ただし、甲、乙及び市町村が協議

のうえ、真にやむを得ないと認められる場合は、こ

の限りでない。

　⒂ 　利用権取得者の責務

　　 　乙は、転借人に対し、この農用地利用集積計画に

定めるところに従い、当該土地を効率的かつ適正に

利用するよう指導するものとする。

　⒃ 　その他

　　 　この農用地利用集積計画に定めのない事項及びこ

の農用地利用集積計画に疑義が生じたときは、甲、

乙及び市町村が協議して定める。
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２ 　共通事項

　 　この農用地利用集積計画（以下「本計画」という。）

の定めるところにより設定される利用権は、１の各筆

明細に定めるもののほか、次に定めるところによる。

　⑴ 　利用権の設定

　　 　１の各筆明細に記載された土地（以下「当該土地」

という。）の利用権は、本計画の公告により設定さ

れる。

　⑵ 　借賃の増減額請求 

　　 　利用権を設定する者（以下「甲」という。）及び

利用権の設定を受ける者（以下「乙」という。）は、

当該土地の１の各筆明細に記載された面積と実測面

積との間に差異があっても、異議を述べず、また、

借賃の増減を請求しない。

　⑶ 　借賃の改訂

　　 　本計画を定めた後、借賃の改訂に当たっては、農

地法第52条の農業委員会が提供する借賃の動向や地

域関係者による協議結果等を勘案して、甲、乙が協

議して定める額に改訂する。

　⑷ 　借賃の支払猶予

　　 　甲は、乙が災害その他やむを得ない事由のため、

１の各筆明細に記載された借賃の支払期限までに借

賃の支払をすることができない場合には、相当と認

められる期日までその支払を猶予する。

　⑸ 　転貸

　　 　乙は当該土地を、甲の同意を得ず第三者に転貸し

て当該転借人に使用及び収益させることができる。

　⑹ 　借賃の減額

　　ア 　利用権の目的物が農地である場合で、目的物の

転借人から乙に対して農地法（昭和27年法律第

229号）第20条又は民法609条の規定に基づく借賃

の減額請求があり、乙が当該借賃を減額する場合

には、乙は甲に対して、借賃の減額を請求するこ

とができる。減額されるべき額は、甲及び乙が協

議して定める。

　　イ 　目的物の一部が滅失その他の事由により使用及

び収益をすることができなくなった場合で、乙又

は転借人の責めに帰することができない事由によ

るときは、賃料はその使用及び収益をすることが

できなくなった部分の割合に応じて減額され、目

的物が使用及び収益をすることが可能となったと

きは減額前の賃料に戻る。なお、賃料の減額の時

期及び減額前の賃料に戻る時期並びに減額の割合

については、作物の作付・収穫の状況を踏まえて

甲及び乙が協議して定める。

　⑺ 　境界の明示

　　 　甲は、当該土地に設定する利用権の始期までに、

自己の費用をもって現地において隣地との境界を明

示する。

　⑻ 　障害の除去等

　　 　甲は、地下埋設物、土壌汚染、軟弱地盤等、農地

としての利用に支障をきたすものを除去したうえ乙

に引き渡すとともに、利用権の存続期間中において

は、利用権の行使の妨げとなる行為を行ってはなら

ない。

　⑼ 　修繕及び改良

　　ア 　甲は、乙及び転借人の責に帰すべき事由によら

ないで生じた当該土地の損耗について、自らの費

用と責任において当該土地を修繕する。ただし、

緊急を要するときその他甲において修繕すること

ができない場合で甲の同意を得たときは、乙が修

繕し又は転借人に修繕させることができる。この

場合において、乙又は転借人が修繕の費用を支出

したときは、甲に対して、その費用の償還を請求

することができる。

　　イ 　乙は、甲の同意を得て当該土地の改良を行い又

は転借人に改良を行わせることができる。ただ

し、その改良が軽微である場合には甲の同意を要

しない。

　　ウ 　修繕費又は改良費の負担及び償還は、別表１に

定めたものを除き、民法、土地改良法等の法令に

従う。

　⑽ 　附属物の設置等

　　ア 　乙が、当該土地に果樹等の永年性作物、ハウス

等の農業用施設（以下「附属物」という。）の設

置を行う場合には、乙は市町村及び農業委員会に

事前に相談を行い、甲の同意を得る。また、乙が

附属物の設置をした場合において、賃貸借又は使

用貸借が終了したときは、当該附属物を収去する

義務を負う。

　　イ 　転借人が当該土地に附属物の設置を行うことに

ついて、乙が同意しようとする場合には、乙は事

前に設置について甲の同意を得る。また、転借人

が甲及び乙の同意を得て附属物を設置した場合に

おいて、賃貸借又は使用貸借が終了したときは、

転借人は甲に対して直接当該附属物を収去する義

務を負い、乙は甲に対して収去の義務を負わない。

　　ウ 　ア及びイの規定にかかわらず、甲が附属物を収

去しないことに同意しているときに限り、乙及び

転借人は収去の義務を負わない。この場合、乙及

び転借人が支出した費用については、甲が費用償

還に同意している場合に限り、乙及び転借人は甲

に対して償還の請求をすることができる。

　⑾ 　租税公課等の負担

　　ア 　甲は、当該土地に係る固定資産税その他の租税

を負担する。



（第1,834号）令和４年(2022年)１月11日 川 崎 市 公 報

－52－

　　イ 　当該土地に係る農業保険法に基づく共済掛金及

び賦課金は、転借人が負担する。

　　ウ 　当該土地に係る土地改良区の賦課金等は、別表

２に定めるところによるほかは、転借人が負担す

る。

　　エ 　その他当該土地の通常の維持管理に要する経費

は、転借人が負担する。

　⑿ 　賃貸借又は使用貸借の解除

　　 　乙は、「農地中間管理事業の推進に関する法律」（平

成25年法律第101号）第20条第１号又は第２号に該

当するときは、知事の承認を受けて、利用権に係る

賃貸借又は使用貸借を解除することができる。

　⒀ 　賃貸借又は使用貸借の終了

　　 　天災地変その他、甲及び乙並びに転借人の責に帰

すべからざる理由により当該土地の全部が滅失その

他の事由により使用及び収益をすることができなく

なった場合には、本計画の定めるところにより設定

された利用権に係る賃貸借又は使用貸借は終了する。

　⒁ 　目的物の返還

　　 　賃貸借又は使用貸借が終了したときは、乙は、そ

の終了の日から30日以内に、甲に対して、当該土地

を原状に回復して返還する（附属物の取扱いについ

ては⑽による。）。ただし、災害その他の不可抗力、

修繕若しくは改良行為又は当該土地の通常の利用に

よって生じた形質の変更については、乙は、原状回

復の義務を負わない。

　⒂ 　利用権に関する事項の変更の禁止

　　 　甲及び乙は、本計画の定めるところにより設定さ

れる利用権に関する事項は変更しないものとする。

ただし、甲、乙及び市町村が協議のうえ、真にやむ

を得ないと認められる場合は、この限りでない。

　⒃ 　利用権取得者の責務

　　 　乙は、転借人に対し、本計画に定めるところに従

い、当該土地を効率的かつ適正に利用するよう指導

するものとする。

　⒄ 　機構関連基盤整備事業の実施

　　 　乙が15年以上の借受け期間を設定した農用地等に

ついては、土地改良法（昭和24年法律第195号）第

87条の３第１項の土地改良事業が行われることがあ

る。

　⒅ 　その他

　　 　本計画に定めのない事項及び本計画に疑義が生じ

たときは、甲、乙及び市町村が協議して定める。
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２ 　共通事項

　 　この農用地利用集積計画の定めるところにより設定

される利用権は、１の各筆明細に定めるもののほか、

次に定めるところによる。

　⑴ 　借賃の支払猶予

　　 　利用権を設定する者（以下「甲」という。）は、

利用権の設定を受ける者（以下「乙」という。）が

災害その他やむを得ない事由のため、借賃の支払期

限までに借賃の支払をすることができない場合に

は、相当と認められる期日までにその支払を猶予す

る。

　⑵ 　借賃の減額

　　 　利用権の目的物（以下「目的物」という。）が農

地である場合で、１の各筆明細に定められた借賃の

額が、災害その他の不可抗力により借賃より少ない

収益となったときは、民法第609条（明治29年法律

第89号）によりその収益の額に至るまで、乙は甲に

対し借賃の減額を請求することができる。減額され

るべき額は、甲及び乙が協議して定めるものとし、

その協議が調わないときは、川崎市農業委員会が認

定した額とする。

　⑶ 　解約に当たっての相手方の同意

　　 　甲及び乙は、１の各筆明細に定める利用権の存続

期間の中途において解約しようとする場合は、相手

方の同意を得るものとする。

　⑷ 　転貸又は譲渡

　　 　乙はあらかじめ市に協議した上、甲の承諾を得な

ければ目的物を転貸し、又は利用権を譲渡してはな

らない。

　⑸ 　修繕及び改良

　　ア 　甲は、乙の責に帰すべき事由によらないで生じ

た目的物の損耗について、自らの費用と責任にお

いて修繕する。ただし、緊急を要するときその他

甲において修繕することができない場合で甲の同

意があったときは、乙が修繕することができる。

この場合において乙が修繕の費用を支出したとき

は、甲に対してその償還を請求することができる。

　　イ 　乙は、甲の同意を得て目的物の改良を行うこと

ができる。ただし、その改良が軽微である場合に

は甲の同意を要しない。

　⑹ 　租税公課の負担

　　ア 　甲は、目的物に対する固定資産税その他の租税

を負担する。

　　イ 　乙は、目的物に係る農業災害補償法（昭和22年

法律第185号）に基づく共済掛金及び賦課金を負

担する。

　　ウ 　目的物に係る土地改良区の賦課金については、

甲及び乙が別途協議するところにより負担する。

　⑺ 　目的物の返還

　　ア 　利用権の存続期間が満了したときは、乙は、そ

の満了の日から30日以内に、甲に対して目的物を

原状に回復して返還する。ただし、災害その他の

不可抗力、修繕又は改良行為による形質の変更又

は目的物の通常の利用によって生ずる形質の変更

については、乙は、原状回復の義務を負わない。

　　イ 　乙は、目的物の改良のために支出した有益費に

ついては、その返還時に増価額が現存している場

合に限り、甲の選択に従い、その支出した額又は

増価額（土地改良法（昭和24年法律第195号）に

基づく土地改良事業により支出した有益費につい

ては、増価額）の償還を請求することができる。

　　ウ 　イにより有益費の償還請求があった場合におい

て甲及び乙の間で有益費の額について協議が調わ

ないときは、甲及び乙双方の申出に基づき市が認

定した額を、その費やした金額又は増価額とする。

　　エ 　乙は、イによる場合その他法令による権利の行

使である場合を除き、目的物の返還に際し、名目

のいかんを問わず返還の代償を請求してはならな

い。

　⑻ 　利用権に関する事項の変更の禁止

　　 　甲及び乙は、この農用地利用集積計画に定めると

ころにより設定される利用権に関する事項は変更し

ないものとする。ただし、甲、乙、川崎市農業委員

会及び市が協議のうえ、真にやむを得ないと認めら

れる場合は、この限りでない。

　⑼ 　利用権取得者の責務

　　 　乙は、この農用地利用集積計画の定めるところに

従い、目的物を効率的かつ適正に利用しなければな

らない。

　⑽ 　その他

　　 　この農用地利用集積計画の定めのない事項及び農

用地利用集積計画に関し疑義が生じたときは、甲、

乙、川崎市農業委員会及び市が協議して定める。

２－２ 　特記事項

　⑴ 　解除条件

　　 　利用権の設定等を受ける者が利用権の設定等を受

けた後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農

作業に常時従事（平成12年６月１日付け農林水産事

務次官通知（12構改Ｂ第404号）、農地法関係事務に

係る処理基準第３の５の⑵に規定する年間150日以

上）と認められない者になった場合に、農用地を適

正に利用していないと認められるときは賃貸借又は

使用貸借を解除する。

　　 　上記により解除するときは、農業経営基盤の強化

の促進に関する基本的な構想（平成26年９月、川崎

市）第５―３―⑶農用地利用集積計画の取消し等に
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よるものとする。

　⑵ 　農用地の利用状況についての報告義務

　　 　利用権の設定等を受ける者が利用権の設定等を受

けた後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農

作業に常時従事と認められない者になった場合に、

農業経営基盤強化促進法第18条第２項第７号及び同

法施行規則第16条の２に規定する農用地の利用状況

についての報告を市長にしなければならない。

　　　───────────────────

川崎市公告第1099号

　　　小杉町３丁目東地区第一種市街地再開発事

　　　業に係る事後調査報告書（供用時その１）

　　　について

　川崎市環境影響評価に関する条例（平成11年川崎市条

例第48号）第34条第１項の規定に基づく事後調査報告書

の提出がありましたので、同条例第35条の規定に基づ

き、その旨及び川崎市環境影響評価に関する条例施行規

則（平成12年川崎市規則第106号）第39条に定める事項

について次のとおり公告します。

　　令和３年12月20日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

事後調査報告書（供用時その１）について

１ 　事後調査実施者

　　名　称：コスギサードアヴェニュー全体管理組合

　　住　所：川崎市中原区小杉町三丁目600番

　　代表者：理事長　新小杉開発株式会社

　　　　　　代表取締役社長　原　正人

２ 　指定開発行為の名称及び種類

　⑴ 　名称　 小杉町３丁目東地区第一種市街地再開発事

業

　⑵ 　種類　 都市計画法第４条第12項に規定する開発行

為（第３種行為）

　　　　　　高層建築物の新設（第１種行為）

　　　　　　住宅団地の新設（第２種行為）

　　　　　　大規模建築物の新設（第２種行為）

３ 　事後調査報告書（供用時その１）の要旨

　　第１章　指定開発行為の概要

　　　⑴ 　指定開発行為者

　　　⑵ 　指定開発行為の名称及び種類

　　　⑶ 　指定開発行為を実施する区域

　　　⑷ 　 指定開発行為の目的、事業立案の経緯等及び

内容

　　　⑸ 　指定開発行為の実施状況

　　　⑹ 　環境保全のための措置の実施状況

　　第２章　 条例環境影響評価書に掲げる事後調査計画

の概要

　　　⑴ 　事後調査の目的及び項目

　　　⑵ 　事後調査の内容

　　　⑶ 　調査実施者（業務受託者）

第３章　事後調査結果

　　　⑴ 　風害

　　　　　資料編

　　　⑴ 　風環境データの詳細

４ 　事後調査報告書の写しの縦覧期間、場所及び時間

　⑴ 　期　間

　　　 令和３年12月20日（月）から令和４年１月18日

（火）まで

　⑵ 　場　所

　　　中原区役所及び市役所第３庁舎15階

　　　（環境局環境対策部環境評価課）

　⑶ 　時　間

　　　午前８時30分から午後５時まで

　　　 ただし、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から

１月３日までは除きます。

　　　───────────────────

川崎市公告第1100号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年12月20日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　 　新型コロナウイルスワクチン接種予約に係る端末

操作等支援窓口業務委託

　⑵ 　履行場所

　　 　川崎市健康福祉局保健所新型コロナウイルスワク

チン調整室指定場所

　⑶ 　履行期間

　　　令和４年１月20日から令和４年３月31日まで

　⑷ 　委託概要

　　 　新型コロナウイルスワクチンの接種予約に係るス

マートフォンの操作支援や予約代行入力などを行う

窓口業務を委託する。

２ 　競争参加資格者に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当する資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「その他業務」種目「その

他」に登載されていること。

　⑷ 　過去５年間に本市又はその他官公庁で、委託契約

の履行実績があること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出
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　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次のとおり競

争参加の申込をしなければなりません。

　⑴ 　配付・提出場所及び問合せ先

　　　〒212－0013

　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエア西館12階

　　　健康福祉局保健所

　　　新型コロナウイルスワクチン調整室

　　　担当　清田（セイタ）

　　　電　話　044－200－1086

　　　ＦＡＸ　044－200－1065

　　　E-mail　40vaccine@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配付・提出期間

　　 　令和３年12月20日（月）から令和３年12月24日

（金）まで

　　　午前９時から正午及び午後１時から午後５時

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　契約実績を確認できる契約書等の写し

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書の

交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出し、入札参加資格が

あると認められた者には、次のとおり一般競争入札参

加資格確認通知書を交付します。ただし、川崎市業務

委託有資格業者名簿へ登載した際に電子メールのアド

レスを登載している場合は、一般競争入札参加確認通

知書を電子メールで送付します。

　⑴ 　交付場所及び問合せ先

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　交付日時

　　　令和３年12月27日（月）午後５時まで

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　競争入札参加資格確認通知書の交付に併せて、無

償で入札説明書を交付します。また、入札説明書は

３⑴の場所において、３⑵の期間において縦覧に供

する他、川崎市のホームページで閲覧することがで

きます。

５ 　仕様又は入札説明書に関する問合せ

　 　仕様等、入札説明書の内容に関する質問は、次のと

おり行います。

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、指定する電子メールアドレス宛て送付し

てください。

　⑶ 　受付期間

　　　３⑵と同じ

　⑷ 　回答方法

　　 　令和３年12月28日（火）午後５時までに、確認通

知書を交付した全社宛てに、電子メールで送付しま

す。

６ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　上記２に定めるいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類に

ついて虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　入札書の提出方法

　　　　持参とします。

　　イ 　入札日時

　　　　令和４年１月６日（木）　午後１時30分

　　ウ 　入札場所

　　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　　ソリッドスクエア西館12階　12Ｄ会議室

　　エ 　入札金額は、総価を記載してください。入札に

際しては、「川崎市競争入札参加者心得」第３条

第２項の規定に関わらず消費税及び地方消費税を

除いた税抜金額を入札書に記載してください。消

費税額及び地方消費税額は、代金支払の際に加算

しますので、入札書に記載する総額には含まれな

いものとします。

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴イと同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴ウと同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得第７条で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。
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　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページの「入札情報かわさき」の

「契約関係規定」で閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書のとおりとなります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じ

　　　───────────────────

川崎市公告第1101号

　一般競争入札について、次の通り公告します。

　　令和３年12月20日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 子育て世帯への臨時特別給付金事務処

理センター業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市役所第３庁舎

　⑶ 　履行期間　契約締結日から令和４年５月31日まで

　⑷ 　調達概要　 令和３年度子育てへの臨時特別給付金

の支給にあたり必要な給付金のお知ら

せの発送業務、コールセンター業務、

申請書の審査・入力業務、支給決定通

知の発送業務等を行う。

２ 　競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「22電算業務」種目「０２データ入力」で登録

されていること。

　⑷ 　本件公告の日から３年以内に、本市又は国、他の

市町村若しくは民間企業が発注した、次の業務を受

託した実績（再委託による受託を除く。）があるこ

と。（両業務を同時に処理する事務処理センター等

業務を受託した実績又は両業務をそれぞれ別個の業

務として受託した実績のいずれかを問わない。）

　　ア 　概ね16,000件以上の申請の審査並びにデータ入

力業務

　　イ 　概ね1,700件以上の受電を取り扱うコールセン

ター業務

３ 　入札参加申込書の配付及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配付及び提出場所

　　　〒210－8577　川崎市川崎区東田町４－７

　　　第３庁舎13階

　　　こども未来局こども支援部こども家庭課

　　　電話　044－200－2674

　⑵ 　配付及び提出期間

　　 　令和３年12月20日（月）から令和３年12月24日

（金）まで

　　　（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

　　 　午前８時30分から午後５時まで（ただし正午から

午後１時までを除く。）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　入札参加申込書

　　イ 　上記２⑷を証明する契約書等の写し

　⑷ 　提出方法

　　 　持参又は郵送（郵送による場合は、簡易書留等の

配達記録が残る方法によること。また、提出期間内

に必着のこと。）

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　入札参加申込書を提出した者には、令和３・４年度

川崎市競争入札参加資格審査申請書の「委託」の委任

先メールアドレスに、確認通知書を令和３年12月27日

までに送付します。なお、当該委任先メールアドレス

を登録していない者にはＦＡＸで送付します。

５ 　仕様書等に関する質問及び回答

　⑴ 　質問

　　 　次により、仕様書等の内容に関し、質問すること

ができます。なお、仕様書等以外に関する質問は受

け付けません。また、入札参加申込者以外の質問に

は回答しませんので御注意ください。

　　ア 　質問書の配付場所

　　　　３⑴と同じ

　　イ 　質問書の配付及び提出期間

　　　 　令和３年12月20日（月）から令和３年12月27日

（月）まで

　　　（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

　　　 　午前８時30分から午後５時まで（ただし正午か

ら午後１時までを除く。）

　　ウ 　質問書の提出方法

　　　 　持参又は郵送若しくは電子メール（郵送による

場合は、提出期間内に必着のこと。）

　　　　電子メールの送信先
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　　　　45kodoka@city.kawasaki.jp

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日

　　　　令和３年12月28日（火）

　　イ 　回答方法

　　　 　入札参加者から質問が提出された場合には、す

べての質問及び回答を一覧表にした質問回答書

を、又は入札参加者から質問が提出されなかった

場合にはその旨を、令和３・４年度川崎市競争入

札参加資格審査申請書の「委託」の委任先メール

アドレスに送付します。なお、当該委任先メール

アドレスを登録していない者にはＦＡＸで送付し

ます。また、回答についての再質問は受け付けま

せん。

６ 　入札参加資格の喪失

　 　入札参加資格があると認められた者が、開札前に上

記２の各号のいずれかの条件を欠いた場合には、入札

参加資格を喪失します。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　　持参

　⑵ 　入札書の提出日時及び提出場所

　　　提出日時　令和４年１月11日（火）午前10時30分

　　　提出場所　川崎市役所第３庁舎13階

　　　　　　　　こども未来局会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　開札の日時及び場所

　　７⑵と同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券の提供、又は金融機

関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金

の納付に代えることができます。また、川崎市契約

規則第33条各号に該当する場合は、契約保証金の納

付を免除します。

　⑵ 　前払金　　　　　　無

　⑶ 　契約書作成の要否　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口　３⑴と同じ

　　　───────────────────

川崎市公告第1102号

　　　入　　札　　公　　告

　業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和３年12月21日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 令和４～６年度川崎市立上丸子小学校給食調理等

業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市立上丸子小学校

　⑶ 　履行期間

　　　令和４年４月１日から令和７年３月24日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　給食調理、配缶、各教室前までの運搬、食器等の

回収・洗浄保管並びに使用設備・備品の清掃及び点

検等の一連の給食業務を委託する。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において令和３・４年度川崎市の業務委

託有資格業者名簿に業種「給食調理業務」・種目「給

食サービス」で登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　神奈川県又は東京都内に本社、支社又は営業所が

あること。

　⑸ 　資本金もしくは出資金が1,000万円以上であるこ

と。

　⑹ 　次のうち、いずれかの条件を満たすこと。また、

これと同等のものも含む。

　　ア 　令和３年12月１日現在、本市が発注する小学

校、特別支援学校又は自校調理場方式による中学

校の給食調理業務を受託しており、令和３年12月
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１日現在において不履行のないこと。

　　イ 　平成30、令和元、２年度のいずれにおいても自

校調理場方式による公立の小学校、中学校、義務

教育学校、中等教育学校前期課程又は特別支援学

校の給食調理業務を受託した実績があって不履行

がなく、かつ、令和３年度の受託実績が３校以上

あって令和３年12月１日現在において不履行のな

いこと。

　⑺ 　神奈川県、東京都、千葉県及び埼玉県内の小学校、

中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程又は

特別支援学校において、平成28年４月１日以降に食

中毒等の事故等により、保健所等の公的機関から営

業停止等の処分を受けていないこと。 

　⑻ 　国、地方自治体、独立行政法人、国立大学法人等

の公的機関から受託している給食調理業務又は食堂

運営業務において、平成28年４月１日以降に受注者

の契約不履行、契約条項違反又は不誠実な履行等を

理由として、契約解除を受けていないこと。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参

加の申込みをしなければなりません。競争参加申込

書等は、３⑴の場所で配布しています。また、川

崎市教育委員会ホームページの「令和４～６年度

川崎市立学校給食調理等業務委託受託事業者募集

に つ い て 」（https://www.city.kawasaki.jp/880/

page/0000135728.html）において、本件の「入札公表

情報詳細」のページからダウンロードすることができ

ます。ただし、競争参加申込書の提出は持参または書

留郵便によるものとします。

　⑴ 　配布、提出場所及び問合せ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命川崎ビル10階

　　　川崎市教育委員会事務局健康給食推進室

　　　桧垣、井上、千葉担当

　　　電　話：044－200－3299・3894（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－1810

　　　電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布、提出期間

　　 　令和３年12月21日（火）から令和４年１月５日

（水）までの午前８時30分から正午まで及び午後１

時から午後５時までとします。ただし、土曜日、日

曜日、祝日及び令和３年12月29日（水）から令和４

年１月３日（月）までの本市閉庁日を除きます。な

お、書留郵便による場合は、令和４年１月５日（水）

まで必着とします。

４ 　資料の縦覧

　　３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５ 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　上記３により、競争参加申込書を提出した者には、

令和４年１月12日（水）午後５時までに競争参加資格

確認通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有

資格者名簿へ登録した際に電子メールアドレスを登録

している場合は、自動的に電子メールで配信します。

　 　また、競争参加資格があると認めた者には、仕様書

も併せて交付します。

６ 　仕様に関する問合せ先

　⑴ 　問合せ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命川崎ビル10階

　　　川崎市教育委員会事務局健康給食推進室

　　　桧垣、井上、千葉担当

　　　電　話：044－200－3299・3894（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－1810

　　　電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵ 　問合せ期間

　　　令和４年１月12日（水）

　　　午前８時30分～令和４年１月17日（月）午後５時

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の質問書にて受付けます。ま

た、ＦＡＸ・メールで質問する場合は、質問書を送

信した旨を担当まで御連絡ください。

　⑷ 　回答方法

　　 　令和４年１月21日（金）午後５時までに、競争入

札参加資格があると認めた者からの質問に対する回

答について、競争参加資格があると認められた者全

社宛てにＦＡＸまたは電子メールにて送付します。

なお、電話等による問合せには一切応じません。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求める場合があるので必

ず持参すること。

　　イ 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に

立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立

ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する

委任状を入札前に提出すること。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参すること。郵
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送は認めない。

　　エ 　入札金額は、契約金額の総額（消費税等を含ま

ない複数年（契約の全期間））の金額を記載する

こと。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。

ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加者

心得第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者は除く。

　⑵ 　入札、開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和４年１月28日（金）午前10時00分

　　イ 　場所　川崎区宮本町３番地３

　　　　　　　川崎市役所第４庁舎　４階

　　　　　　　第４、第５、第６会議室

　⑶ 　入札保証金

　　 　川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも関わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

９条第１項第２号の「その者が契約を締結しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の

２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ

なりません。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも関わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

33条第１項第５号の「契約者が契約を履行しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の

10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、３⑴の場所及び川崎市のホー

ムページ「入札情報かわさき」（https://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）の「契約関係規

定」において閲覧することができます。

　⑷ 　特定業務委託契約（公契約）

　　 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

（公契約）に該当します。

　　 　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第

８条各号に掲げる事項を定めます。下請も含め、市

の定める基準（作業報酬下限額）を下回らない賃金

を労働者に支払っていただくことが契約条項に加わ

ります。

　　 　また、本案件は、履行期間が複数年度にわたる特

定業務委託契約のため、年度ごとに定める最新の作

業報酬下限額を適用することとなります。

　　 　下請も含めて契約に違反した場合には受注者の責

任となり、場合によっては契約解除となる可能性も

ありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意

ください。

　　 　詳しくは、川崎市のホームページ「入札情報かわ

さき」の川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「特

定工事請負契約及び特定業務委託契約に関する手

引」を御確認ください。

10 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑶ 　問合せ窓口は３⑴に同じです。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、令和４年第１回川崎市議

会定例会における本調達に係る予算の議決を要しま

す。

　⑸ 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第６条の規定に該当する長期継続契約です。本市

は翌年度以降における所要の予算の該当金額につい

て減額又は削除があった場合は、この契約を変更又

は解除することができます。

　　　───────────────────

川崎市公告第1103号

　　　入　　札　　公　　告

　業務委託契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和３年12月21日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 令和４～６年度川崎市立南原小学校及び長尾小学

校給食調理等業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市立南原小学校及び長尾小学校

　⑶ 　履行期間

　　　令和４年４月１日から令和７年３月24日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　給食調理、配缶、各教室前までの運搬、食器等の

回収・洗浄保管並びに使用設備・備品の清掃及び点

検等の一連の給食業務を委託する。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において令和３・４年度川崎市の業務委

託有資格業者名簿に業種「給食調理業務」・種目「給

食サービス」で登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　神奈川県又は東京都内に本社、支社又は営業所が

あること。

　⑸ 　資本金もしくは出資金が1,000万円以上であるこ

と。

　⑹ 　次のうち、いずれかの条件を満たすこと。また、

これと同等のものも含む。

　　ア 　令和３年12月１日現在、本市が発注する小学

校、特別支援学校又は自校調理場方式による中学

校の給食調理業務を受託しており、令和３年12月

１日現在において不履行のないこと。

　　イ 　平成30、令和元、２年度のいずれにおいても自

校調理場方式による公立の小学校、中学校、義務

教育学校、中等教育学校前期課程又は特別支援学

校の給食調理業務を受託した実績があって不履行

がなく、かつ、令和３年度の受託実績が３校以上

あって令和３年12月１日現在において不履行のな

いこと。

　⑺ 　神奈川県、東京都、千葉県及び埼玉県内の小学校、

中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程又は

特別支援学校において、平成28年４月１日以降に食

中毒等の事故等により、保健所等の公的機関から営

業停止等の処分を受けていないこと。 

　⑻ 　国、地方自治体、独立行政法人、国立大学法人等

の公的機関から受託している給食調理業務又は食堂

運営業務において、平成28年４月１日以降に受注者

の契約不履行、契約条項違反又は不誠実な履行等を

理由として、契約解除を受けていないこと。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参

加の申込みをしなければなりません。競争参加申込

書等は、３⑴の場所で配布しています。また、川

崎市教育委員会ホームページの「令和４～６年度

川崎市立学校給食調理等業務委託受託事業者募集

に つ い て 」（https://www.city.kawasaki.jp/880/

page/0000135728.html）において、本件の「入札公表

情報詳細」のページからダウンロードすることができ

ます。ただし、競争参加申込書の提出は持参または書

留郵便によるものとします。

　⑴ 　配布、提出場所及び問合せ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命川崎ビル10階

　　　川崎市教育委員会事務局健康給食推進室

　　　桧垣、井上、千葉担当

　　　電　話：044－200－3299・3894（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－1810

　　　電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布、提出期間

　　 　令和３年12月21日（火）から令和４年１月５日

（水）までの午前８時30分から正午まで及び午後１

時から午後５時までとします。ただし、土曜日、日

曜日、祝日及び令和３年12月29日（水）から令和４

年１月３日（月）までの本市閉庁日を除きます。な

お、書留郵便による場合は、令和４年１月５日（水）

まで必着とします。

４ 　資料の縦覧

　　３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５ 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　上記３により、競争参加申込書を提出した者には、

令和４年１月12日（水）午後５時までに競争参加資格

確認通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有

資格者名簿へ登録した際に電子メールアドレスを登録

している場合は、自動的に電子メールで配信します。

　 　また、競争参加資格があると認めた者には、仕様書

も併せて交付します。

６ 　仕様に関する問合せ先

　⑴ 　問合せ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命川崎ビル10階

　　　川崎市教育委員会事務局健康給食推進室

　　　桧垣、井上、千葉担当

　　　電　話：044－200－3299・3894（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－1810

　　　電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵ 　問合せ期間
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　　 　令和４年１月12日（水）午前８時30分～令和４年

１月17日（月）午後５時

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の質問書にて受付けます。ま

た、ＦＡＸ・メールで質問する場合は、質問書を送

信した旨を担当まで御連絡ください。

　⑷ 　回答方法

　　 　令和４年１月21日（金）午後５時までに、競争入

札参加資格があると認めた者からの質問に対する回

答について、競争参加資格があると認められた者全

社宛てにＦＡＸまたは電子メールにて送付します。

なお、電話等による問合せには一切応じません。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求める場合があるので必

ず持参すること。

　　イ 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に

立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立

ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する

委任状を入札前に提出すること。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入

札件名が記載された封筒に入れ持参すること。郵

送は認めない。

　　エ 　入札金額は、契約金額の総額（消費税等を含ま

ない複数年（契約の全期間））の金額を記載する

こと。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。

ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加者

心得第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者は除く。

　⑵ 　入札、開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和４年１月28日（金）午前10時30分

　　イ 　場所　川崎区宮本町３番地３

　　　　　　　川崎市役所第４庁舎　４階

　　　　　　　第４、第５、第６会議室

　⑶ 　入札保証金

　　 　川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも関わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

９条第１項第２号の「その者が契約を締結しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の

２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ

なりません。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも関わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

33条第１項第５号の「契約者が契約を履行しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の

10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、３⑴の場所及び川崎市のホー

ムページ「入札情報かわさき」（https://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）の「契約関係規

定」において閲覧することができます。

　⑷ 　特定業務委託契約（公契約）

　　 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

（公契約）に該当します。

　　 　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第

８条各号に掲げる事項を定めます。下請も含め、市

の定める基準（作業報酬下限額）を下回らない賃金

を労働者に支払っていただくことが契約条項に加わ

ります。

　　 　また、本案件は、履行期間が複数年度にわたる特

定業務委託契約のため、年度ごとに定める最新の作
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業報酬下限額を適用することとなります。

　　 　下請も含めて契約に違反した場合には受注者の責

任となり、場合によっては契約解除となる可能性も

ありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意

ください。

　　 　詳しくは、川崎市のホームページ「入札情報かわ

さき」の川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「特

定工事請負契約及び特定業務委託契約に関する手

引」を御確認ください。

10 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑶ 　問合せ窓口は３⑴に同じです。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、令和４年第１回川崎市議

会定例会における本調達に係る予算の議決を要しま

す。

　⑸ 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第６条の規定に該当する長期継続契約です。本市

は翌年度以降における所要の予算の該当金額につい

て減額又は削除があった場合は、この契約を変更又

は解除することができます。

　　　───────────────────

川崎市公告第1104号

　都市公園法（昭和31年法律第79号）第２条の２の規定

に基づき、次の公園の供用を開始します。

　　令和３年12月21日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

公園の名称 所在地 区域
面積

（㎡）

主な公園

施設

百
ゆりがおか

合丘やまぼうし

ポケットパーク

麻生区百合丘

１丁目７番９
別図 95

修景施設

ほか

※　公告日をもって供用開始日とします。

（別図省略）

　　　───────────────────

川崎市公告第1105号

　都市公園法（昭和31年法律第79号）第２条の２の規定

に基づき、次の公園の供用を開始します。

　　令和３年12月21日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

公園の名称 所在地 区域
面積

（㎡）

主な公園

施設

西
にしぐち

口さんかく公園
幸区大宮町

28－７
別図 1000

修景施設

ほか

西
にしぐち

口さくら緑地
幸区大宮町

31－５
別図 1166

修景施設

ほか

葉
は つ み

積の風
かぜ

公園
麻生区片平

１丁目３
別図 349

修景施設

ほか

古
ふるさわ

沢公園
麻生区古沢

474－６
別図 72

修景施設

ほか

※　公告日をもって供用開始日とします。

（別図省略）

　　　───────────────────

川崎市公告第1106号

　　　道路位置の指定について

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第

５号の規定により道路の位置を次のとおり指定します。

　なお、関係図書は、川崎市まちづくり局指導部建築審

査課に備えて縦覧に供します。

　　令和３年12月23日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

築 造 主

住所・氏名 　

道路位置の

地名・地番

川崎市多摩区宿河原六丁目615番２、

616番３、無地番の一部 別図省略

幅 　 　 員

5.00メートル

延　長

29.94メートル

以下余白 以下余白

川崎市指令ま建指

第210号

指　定

年月日

令和３年

12月23日

　　　───────────────────

川崎市公告第1107号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年12月23日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　福祉製品性能評価等カメラ設置等業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区日進町５－１

　　　（川崎市複合福祉センター「ふくふく」）

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から令和４年３月18日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　市内事業者等が開発した福祉製品・サービスのリ

スク要因・安全性・性能等の評価を行うため、川崎

市複合福祉センター「ふくふく」６～７階の高齢者
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施設において、福祉製品等を使用した高齢者等の行

動を記録するための動画撮影用カメラ等を設置し、

同施設１階の「ウェルテック」において、動画撮影

用カメラにて記録したデータを加工・分析等するた

めのデータ収集用システムを構築するもの。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市「令和３・４年度業務委託有資格業者名

簿」の業種「その他」、［種目「その他」］に登載さ

れていること。

　⑶ 　「令和３・４年度業務委託有資格業者名簿」の地

域区分で「市内」に登録されていること。

　⑷ 　官公需についての中小企業の受注の確保に関する

法律第２条第１項による中小企業者であること。

　⑸ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止要綱による指

名停止期間中でないこと。

　⑹ 　過去５年間に本市その他官公庁において類似する

契約を締結し、誠実に履行した実績を有し、かつ、

この業務委託について確実に遂行できること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般

競争入札参加資格確認申請書、実績を証する書類（契

約書の写しや類似実績一覧表等）を提出してください。

　⑴ 　配布、提出場所及び問合せ先

　　　〒210－0007　川崎市川崎区駅前本町11－２

　　　川崎フロンティアビル10階

　　　［担当課］経済労働局イノベーション推進室

　　　電　話　044－200－2513

　　　ＦＡＸ　044－200－3920

　　　E-mail　28innova@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年12月23日（木）から令和４年１月13日

（木）までの午前９時から正午及び午後１時から午

後５時まで（土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末

年始の休業期間（令和３年12月29日から令和４年１

月３日まで）を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　郵送又は電子メール

　　 　郵送の場合は、封筒に本入札の参加資格確認申請

である旨を明記し、必ず書留郵便により、提出期間

内必着で送付してください。

　　 　電子メールの場合は、メール送信後に担当部局に

到達したことを確認してください。

４ 　入札説明会及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書及

び質問書の様式が添付されている入札説明書は、「３

⑴配布、提出場所及び問合せ先」において、「⑵配

布・提出期間」で縦覧に供するとともに、希望者に

は印刷物を配布します。また、本件の公表情報詳細

については、川崎市のホームページにおいて、本件

の公表情報詳細のページからダウンロードできます。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により、一般競争入札参加資格確認通知書を交

付します。

　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に電

子メールのアドレスを登録している場合は、電子メー

ルにて配信します。

　⑴ 　日時

　　　令和４年１月14日（金）

　⑵ 　場所

　　　「３　⑴ 　配布、提出場所及び問合せ先」に同じ

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　「３⑴配布、提出場所及び問合せ先」に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和４年１月14日（金）から令和４年１月18日

（火）15時まで

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　電子メールまたはＦＡＸによります。いずれの場

合も、送信後に担当部局に到達したことを確認して

ください。

　　ア 　メール：28innova@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ：044－200－3920

　⑸ 　回答方法

　　 　令和４年１月19日（水）午後５時までに、一般競

争入札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子

メール又はＦＡＸにて回答書を送付します。なお、

この入札の参加資格を満たしていない者からの質問

に対しては回答しません。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に
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ついて、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続き等

　⑴ 　入札方法

　　 　入札は総価で行います。消費税等を含まない金額

により入札することとします。

　⑵ 　郵送による入札書の受領期限及び宛先

　　ア 　日時

　　　　令和４年１月24日（月）15時

　　イ 　宛先

　　　　「３⑴配布、提出場所及び問合せ先」に同じ

　　　 　送付の際は、封筒に所定の入札書を入れて封印

し、当該封筒に１⑴の件名及び「入札書在中」と

明記し、必ず書留郵便により送付してください。

また、当該送付を行った際は３⑴の場所に電話で

お知らせください。

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入

札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情

報かわさき」及び「３⑴配布・提出場所及び問合せ

先」の場所で閲覧することができます。

10 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑵ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

質問書の様式が添付されている入札説明書は、川崎

市のホームページにおいて、本件の公表情報詳細の

ページからダウンロードできます

　　　───────────────────

川崎市公告第1108号

　川崎市の認知・魅力向上に向けたデジタルマーケティ

ング用ＰＲ動画制作業務委託の業者選定に関する公募型

企画提案の実施について、次のとおり公告します。

　　令和３年12月24日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　公募型プロポーザルに関する事項

　⑴ 　件　　名　 川崎市の認知・魅力向上に向けたデジ

タルマーケティング用ＰＲ動画制作業

務委託

　⑵ 　業務事項

　　ア 　ナイトタイムエコノミーＰＲ動画（３分程度）

　　イ 　アのＣＭ用動画（15秒及び30秒）

　⑶ 　委託期間　契約日～令和４年３月31日

２ 　提案書の提出者の資格

　　次の条件をすべて満たしていること。

　⑴ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿

に、業種を「その他」、種目を「映画制作」で登録

申請している者

　　※ 　ただし、参加意向申出書提出時に川崎市業務委

託有資格業者名簿の登録申請に係る所定の書類を

提出し、同等の資格を有すると認められた場合

は、落札後に登録することを前提として登録申請

している者と同等に扱うものとする。

　⑵ 　本業務を実施する体制には、官公庁等のＰＲ動画

の制作実績を有する者を含むこと

　⑶ 　法人格を有する者

　⑷ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に基づ

く指名停止期間中でない者

　⑸ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でない者

　⑹ 　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更

正手続開始の申立がなされていない者又は民事再生

法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始

の申立がなされていない者

　⑺ 　川崎市暴力団排除条例（平成24年川崎市条例第５

号）第７条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配

法人等又は暴力団員等と密接な関係を有することの

ない者

　⑻ 　神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例

第75条）第23条第１項又は第２項の規定に違反しな

い者

　⑼ 　団体又はその代表者が川崎市税、法人税、消費税

及び地方消費税を滞納していない者

３ 　提案者を特定するための選定基準

　⑴ 　企画提案の視点・内容

　⑵ 　提案内容の工夫

　⑶ 　事業実施体制
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　⑷ 　取組意欲・積極性

　⑸ 　提案内容の実行可能性

　⑹ 　経済性・効率性

４ 　担当部局

　　川崎市経済労働局産業振興部

　　観光プロモーション推進課

　　〒210－0007　神奈川県川崎市川崎区駅前本町11－２

　　川崎フロンティアビル10階

　　電　話（直通）044－200－0509

　　ＦＡＸ　044－200－3920

　　メールアドレス　28kankou@city.kawasaki.jp

５ 　公募型企画提案実施要領の交付の期間、場所

　⑴ 　配付期間　令和３年12月24日（金）～

　　　　　　　　令和４年１月７日（金）

　　　　　　　　 （土曜日・日曜日及び年末年始休暇を

除く）

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

６ 　参加意向申出書の受付期間、場所及び方法

　⑴ 　受付期間　令和３年12月24日（金）～

　　　　　　　　令和４年１月７日（金）

　　　　　　　　 （土曜日・日曜日及び年末年始休暇を

除く）

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出方法　 持参又は郵送（郵送の場合は、書留郵

便等の配達記録が残る方法に限る）

７ 　企画提案書の受付期間、場所及び方法

　⑴ 　受付期間　令和４年１月14日（金）

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出書類　 企画提案書（７部）、見積書（１部）、

見積書の写し（７部）、業務実施体制・

主な事業実績（７部）、予定技術スタ

ッフ体制及び経歴（７部）、会社概要

（７部）

　⑷ 　提出方法　 持参又は郵送（郵送の場合は、書留郵

便等の配達記録が残る方法に限る）

　　 　持参による提出については、午前８時30分から午

後５時まで（正午から午後１時を除く）とする。（事

前に電話にて連絡をすること。）

　　 　郵送による提出については、受付期間開始前に到

着した場合でも受付を行う。

８ 　企画提案書に使用する言語及び通貨

　⑴ 　言語　日本語

　⑵ 　通貨　日本国通貨

９ 　契約書作成の要否

　　要する

10 　関連情報を入手するための照会窓口

　　４の担当部局と同じ

11 　その他必要と認める事項

　⑴ 　業務規模概算額　3,000,000円（消費税及び地方

消費税を含む）

　⑵ 　提案書の作成及び提出に関する提出者の費用負担

の有無

　　 　企画提案書の作成及び提出に係る一切の費用は、

公募型企画提案参加者の負担とする

　⑶ 　その他

　　ア 　審査結果の発表は令和４年１月20日（木）を予

定しています

　　イ 　詳細については、川崎市の認知・魅力向上に向

けたデジタルマーケティング用ＰＲ動画制作業務

委託企画提案実施要領、仕様書を参照すること

　　　───────────────────

川崎市公告第1109号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年12月24日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎港外郭施設調査・設計委託

履行場所 川崎市川崎区水江町１－45

履行期間 令和４年３月22日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」種目「港湾及び

空港部門」で登録されている者。

⑷ 　管理技術者及び照査技術者は、技術士（建設部門：港湾及び空港又は土質及び基礎）、技術士（総

合技術監理部門：港湾及び空港又は土質及び基礎）又はＲＣＣＭの「港湾及び空港又は土質及び

基礎」部門のいずれかの資格を有する者を配置すること。なお、管理技術者と照査技術者は兼務

できない。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2097
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入札日時等 令和４年１月27日14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 ・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

公 告（ 調 達 ）

川崎市公告（調達）第１号

　　　入　　札　　公　　告

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　令和４年１月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　契約名

　　　就学援助費申請書等作成及び封入封緘業務委託

　⑵ 　履行期間

　　　契約締結日から令和４年３月31日まで

　⑶ 　履行場所

　　ア 　本市との申請書等の書式の調整等に係る業務

　　　　川崎市川崎区宮本町６　明治安田生命ビル３階

　　　　教育委員会事務局総務部学事課

　　イ 　就学援助費申請書（以下「申請書」という。）

及び同封する書類、封筒等の作成並びに封入封緘

　　　　受託者の事業所等

　⑷ 　委託業務の概要

　　 　「就学援助費申請書等作成及び封入封緘業務委託

契約　仕様書」（以下「仕様書」という。）及び「就

学援助費申請書等作成及び封入封緘業務委託契約　

入札説明書」（以下「入札説明書」という。）により

ます。

２ 　入札参加資格

　 　本件入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たしている必要があります。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　令和３・４年度川崎市委託有資格業者名簿の業種

「その他」に登載されていること。

　⑶ 　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更

生手続開始の申立て又は民事再生法（平成11年法律

第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされ

ていない者であること。

　⑷ 　川崎市競争入札参加資格指名停止等要綱による指

名停止の措置を受けていないこと。

３ 　入札参加資格確認申請書等の配布・提出場所及び問

合せ先

　 　本件入札に参加を希望する者は、次により「入札参

加資格確認申請書（様式１）」を提出してください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６

　　　明治安田生命ビル３階

　　　川崎市教育委員会事務局総務部学事課

　　　担当：奥村、池田

　　　電話　044－200－3736（直通）

　　　電子メール：88gakuzi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和４年１月11日（火）から令和４年１月17日

（月）まで

　　　 休庁日を除く毎日９時から12時まで及び13時から

17時まで

　⑶ 　提出物

　　　入札参加資格確認申請書

　⑷ 　入札参加資格確認申請書の提出方法

　　　持参とします。

　⑸ 　仕様書等の縦覧

　　 　本件入札に係る仕様書は、３⑴の場所において、

入札参加資格確認申請書の配布・提出期間中、縦覧

に供します。

４ 　入札の手続

　⑴ 　日程の概要

　　　入札手続の日程概要は次のとおりです。

　　ア 　入札参加資格確認結果通知書の送付及び仕様書

等の配布

　　　　令和４年１月18日（火）

　　イ 　仕様等に関する質問の提出期限

　　　　令和４年１月25日（火）

　　ウ 　仕様等に関する質問への回答

　　　　令和４年１月28日（金）

　　エ 　入札及び開札

　　　　令和４年２月４日（金）

　⑵ 　日程の詳細

　　　日程の詳細は次のとおりです。

　　ア 　入札参加資格確認結果通知書の送付及び仕様書

等の配布
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　　　 　入札参加資格確認申請書を提出し、書面審査に

よって入札参加資格があると確認できた参加希望

者には、次のとおり「入札参加資格確認結果通知

書（様式２）」を送付し、併せて仕様書等を配布

します。

　　（ア）入札参加資格確認結果通知書について

　　　　ａ　送付日

　　　　　　令和４年１月18日（火）

　　　　ｂ　送付方法

　　　　　　電子メールにより送付します。

　　（イ）仕様書等について

　　　　ａ　配布する資料

　　　　（ａ）入札説明書

　　　　（ｂ）仕様書

　　　　ｂ　配布の場所

　　　　　　３⑴に同じ。

　　　　ｃ　配布日及び時間

　　　　　 　令和４年１月18日（火）から令和４年２月

３日（木）まで

　　　　　 　休庁日を除く毎日９時から12時まで及び13

時から17時まで

　　　　ｄ　注意事項

　　　　　 　仕様書等を受領する際は、必ず入札参加資

格確認結果通知書を持参してください。

　　イ 　仕様等に関する質問

　　（ア）質問の方法

　　　　 　入札説明書及び仕様書等の配布書類の内容に

疑義がある場合は、「質問書（様式３）」に必要

事項を記入の上、３⑴の問合せ先のアドレス宛

てに電子メールで送付してください。

　　　　 　なお、送付の際は、必ず受信確認を要求して

ください。

　　（イ）質問の受付期間

　　　　 　令和４年１月18日（火）９時から令和４年１

月25日（火）17時まで（必着）

　　（ウ）回答

　　　　 　令和４年１月28日（金）17時までに、全参加

者宛てに電子メールで送付します。

　　ウ 　入札及び開札

　　（ア）入札の方法等

　　　　ａ　入札は総価で行います。

　　　　ｂ 　入札書に記載する金額には、法令所定の消

費税額及び地方消費税額を含まないものとし

ます。消費税額及び地方消費税額は、契約の

際に加算します。

　　　　ｃ 　入札は所定の入札書をもって行います。入

札書は入札件名を記載した封筒に入れ、封印

して提出してください。

　　　　ｄ　入札書の提出方法は、持参とします。

　　（イ）入札及び開札の日時等

　　　　ａ　日時

　　　　　　令和４年２月４日（金）10時

　　　　ｂ　場所

　　　　　　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　　　　明治安田生命ビル４階第２会議室

　　（ウ）入札保証金

　　　　　入札保証金は、免除とします。

　　（エ）入札及び開札に立ち会う者に関する事項

　　　　 　入札及び開札に立ち会う者は、入札参加資格

確認通知書を必ず持参してください。

　　　　 　また、入札及び開札に立ち会う者は、入札者

又はその代理人とします。代理人が入札及び開

札に立ち会う場合は、入札に関する権限及び開

札の立会いに関する権限を委任されたことを示

す委任状を入札前に提出してください。

　　（オ）落札者の決定方法

　　　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成

した予定価格の範囲内で、最低の価格をもって

有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことが

あります。

　　（カ）再度入札の実施

　　　　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行

います。ただし、その入札が川崎市競争入札参

加者心得第７条の規定により無効とされた者及

び開札に立ち会わない者は除きます。

　　（キ）入札の無効

　　　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及

び川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入

札は、これを無効とします。

５ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　契約保証金は、免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　契約書の作成を要します。

　⑶ 　入札及び契約に関する条例等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報」（https://

www.city.kawasaki.jp/233300/）の契約関係規程に

おいて閲覧することができます。

６ 　その他

　⑴ 　言語及び通貨

　　 　本件入札及び契約において使用する言語及び通貨

は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　本入札説明書に定めのない事項

　　 　本入札説明書に定めるもののほかは、川崎市契約
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条例、川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心

得の定めるところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第２号

　　　入　　札　　公　　告（調達）

　駅前等公衆トイレ14施設で使用する電力の供給契約に

関する一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　令和４年１月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　駅前等公衆トイレ14施設で使用する電力の

　　　供給に関する契約

　⑵ 　履行場所及び調達見込数量

番号 施設名
履行場所

（川崎市）

調達見込

数量

（kWh）

調達見込

数量

（定額制）

１
小島新田駅前

公衆トイレ

川崎区田町

２－13
1,150 －

２
大師駅前

公衆トイレ

川崎区大師駅前

１－18
－

100Ｗ

３灯

３
川崎駅前東口

公衆トイレ

川崎区駅前本町

26
8,390 －

４
川崎駅西口

公衆トイレ
幸区堀川町72 7,400 －

５
新丸子駅前

公衆トイレ

中原区新丸子町

766
3,130 －

６
武蔵中原駅前

公衆トイレ

中原区上小田中

５－２
1,590 －

７
武蔵新城駅前

公衆トイレ

中原区上新城

２－１
3,970 －

８
溝口駅前広場

公衆トイレ

高津区溝口

１－２
4,840 －

９
溝口駅前南口

公衆トイレ

高津区溝口

２－１
6,590 －

10
登戸駅前

公衆トイレ

多摩区登戸

3406－９
2,920 －

11
登戸公衆

トイレ

多摩区登戸

3508
　430 －

12
上河原公衆

トイレ
多摩区布田35 　950 －

13
新百合ヶ丘駅前

公衆トイレ

麻生区上麻生

１－21
9,160 －

14

新百合ヶ丘駅前

公衆トイレ換気

設備

麻生区上麻生

１－21
6,420 －

　⑶ 　履行期間

　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　　上記期間内における単価納入契約の締結

　　　調達見込数量

　　　約56,940キロワット時及び電灯100W　３灯使用時

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　電気事業法（昭和39年７月11日法律第170号）第

２条の２の規定に基づき、小売電気事業者として登

録を受けている者であること。

　⑵ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条に規定する資格停止期間中でないこと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市製造の

請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「その他

物品販売」種目「電気供給」の申請をしていること。

　⑸ 　調達される電気の品質及び数量について、仕様書

の内容を遵守し、確実に納入することができるとと

もに、アフターサービスを本市の求めに応じて、速

やかに提供できること。

　⑹ 　川崎市環境配慮電力入札実施要綱（平成20年10月

１日制定）第４条第２項に基づき、Ａランク又はＢ

ランクに格付けされている者であること。

３ 　仕様書等の閲覧及び競争入札参加申込書の配布、提

出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

入札参加の申し込みをしてください。

　⑴ 　仕様書等の閲覧及び競争入札参加申込書の配布、

提出場所

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎16階

　　　川崎市環境局生活環境部収集計画課

　　　担当　財原、小宮

　　　電　話　044－200－2585

　　　ＦＡＸ　044－200－3923

　⑵ 　仕様書等の閲覧及び競争入札参加申込書の配布、

提出期間

　　 　令和４年１月11日（火）から令和４年１月17日

（月）までの下記の時間

　　 　９時00分から12時00分まで及び13時00分から17時

00分まで

　　　ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。

　⑶ 　提出方法

　　　持参に限ります。

４ 　確認通知書、入札説明書、質問書及び仕様書等の交付

　 　競争入札参加申込書を提出し、参加資格があると認

めた者には、次により確認通知書、入札説明書、質問

書及び仕様書等を交付します。なお、「川崎市製造の

請負・物件の供給等有資格業者名簿」へ登録した際に
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電子メールアドレスを登録している場合は、次の交付

日時と同日に電子メールで送付します。電子メールア

ドレスを登録していない場合は、次により交付します。

　⑴ 　交付場所

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　交付日時

　　　令和４年１月21日（金）

　　 　９時00分から12時00分まで及び13時00分から17時

00分まで

５ 　委託内容に関する質問

　⑴ 　質問受付期間

　　 　令和４年１月21日（金）から令和４年１月27日

（木）までの下記の時間

　　 　９時00分から12時00分まで及び13時00分から17時

00分まで

　　　ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。

　⑵ 　質問の様式

　　 　確認通知書交付時に配布する「質問書」により提

出してください。

　⑶ 　質問受付方法

　　 　電子メール及びＦＡＸとします。なお、送信後は

確認のため電話連絡してください。

　　　電子メールアドレス　30syusyu@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ番号　044－200－3923

　　　電話番号　　044－200－2585

　⑷ 　回答方法

　　 　令和４年２月１日（火）までに全社へ文書（電子

メールまたはＦＡＸ）にて送付します。

６ 　参加資格の喪失

　 　参加資格があると認められた者が、次のいずれかに

該当するときは、この入札に参加することができません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法等

　　　持参による入札

　⑵ 　入札日時

　　　令和４年２月９日（水）　14時00分

　⑶ 　入札場所

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎16階　環境局会議室

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　開札の日時

　　　７⑵と同じ

　⑹ 　開札の場所

　　　７⑶と同じ

　⑺ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑻ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条第１項各号に該当する場

合は、免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、ウェブサイト「入札情報かわさき」の「契約関

係規定」から閲覧できます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるもののほか川崎市契約条例、川崎市

契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第３号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和４年１月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　川崎市動物愛護センター飼養管理等業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市動物愛護センター

　　　川崎市中原区上平間1700番地８

　⑶ 　履行期間
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　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　収容動物の給餌、哺乳、給水等の飼養、飼育室等

の洗浄消毒、食器・布類の洗浄消毒・滅菌につい

て、感染症予防に対応した飼養管理業務等を実施し

ます。

２ 　競争参加資格者に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当する資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「その他業務」種目「その

他」に登載されていること。なお、有資格業者名簿

に登載のない者（入札参加業種・種目に搭載のない

者を含む。）は、財政局資産管理部契約課に所定の

様式により、資格審査申請を令和４年１月24日まで

に行ってください。

　⑷ 　平成29年度以降で官公庁又は民間において、動物

飼養管理業務委託で同規模の契約実績があること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒211－0013

　　　川崎市中原区上平間1700番地８

　　　川崎市動物愛護センター　庶務担当　梅田

　　　電　話　044－589－7137

　　　ＦＡＸ　044－589－7138

　　　E-mail　40dobutu@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和４年１月11日（火）から令和４年１月24日

（月）までの下記の時間。

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで。

　　　ただし、金曜日、土曜日及び休日を除く。

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　実績調書及び契約実績を確認できる契約書等の

写し

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　入札説明書等の交付

　 　上記３により一般競争入札参加資格確認申請書を提

出した者に、無償で入札説明書及び仕様書を交付しま

す。

　 　また、入札説明書及び仕様書は上記３⑴の場所にお

いて、令和４年１月11日（火）から令和４年１月24日

（月）午後５時まで縦覧に供します。ただし、金曜日、

土曜日及び休日を除く。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、令和３・４年度川崎市競争入札参加資格審査申請

書の委任先メールアドレスに令和４年２月３日（木）

までに送付します。

６ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　上記２に定める入札参加資格を満たさなくなった

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類に

ついて虚偽の記載をしたとき。

７ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和４年１月11日（火）から令和４年２月８日

（火）までの下記の時間。

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで。

　⑶ 　問合せ方法

　　 　「質問書」の様式に必要事項を記入し、上記３⑴

まで持参（午前９時から正午まで及び午後１時から

午後５時まで。ただし、金曜日、土曜日及び休日を

除く）、あるいはＦＡＸ番号又は電子メールアドレ

ス宛て送付してください。

　　 　また、「質問書」送付後、送付した旨を上記３⑴

の担当宛てに電話にて速やかに連絡してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、令和４年２月16日（水）ま

でに、競争参加者全てにＦＡＸ又は電子メールにて

回答します。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　持参による入札の場合

　　（ア）入札書の提出日時

　　　　　令和４年２月28日（月）午後２時30分

　　（イ）入札書の提出場所

　　　　　川崎市動物愛護センター　３階　研修室

　　　　　川崎市中原区上平間1700番地８

　　イ 　郵送による入札の場合

　　（ア）入札書の提出期限

　　　　　令和４年２月27日（日）午後５時　必着
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　　（イ）入札書の提出先

　　　　　〒211－0013

　　　　　川崎市中原区上平間1700番地８

　　　　　川崎市動物愛護センター　庶務担当　梅田

　　　　　電　話　044－589－7137

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　上記８⑴ア（ア）と同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　上記８⑴ア（イ）と同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得第７条で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

入しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

については、上記３⑴の場所及び川崎市ホームペ

ージの「入札情報かわさき」の「契約関係規定」

で閲覧することができます。（http://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）

10 　その他

　⑴ 　この特定調達契約において使用する言語及び通貨

は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口は、上記３⑴

と同じです。

　⑷ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

11 　Summary

　⑴ 　 The Nature and quantity of the services to 

be required

　　　 The contract for the consignment of Animal 

breeding management.

　⑵ 　Time-limit for tender

　　　14:30 P.M. February 28,2022 (Monday)

　⑶ 　Time-limit for tender by mail:

　　　17:00 P.M. February 27,2022 (Sunday)

　⑷ 　 Language and currency used in the contract 

formalities:

　　　Japanese language and currency

　⑸ 　Contact point for the notice: 

　　　Animal Protect Center

　　　Public Health Centers

　　　Health and Welfare Bureau

　　　Kawasaki City

　　　 1700-8 Kamihirama, Nakahara-Ku, Kawasaki 

City

　　　Kanagawa Prefecture, 211-0013, Japan

　　　TEL:044-589-7137

　　　FAX:044-589-7138

　　　E-mail: 40dobutu@city.kawasaki.jp

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第４号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年１月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　動物愛護センター施設維持管理業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市動物愛護センター

　　　川崎市中原区上平間1700番地８

　⑶ 　履行期間

　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　動物愛護センターの設備機器の保守点検及び管

理、衛生設備の保守点検及び管理、並びに敷地内の

植栽管理について、仕様書に基づき適切に実施し、

良好な施設機能を維持する。業務の概要は次のア～

オによる。

　　ア 　エレベーター保守点検

　　イ 　衛生設備保守点検

　　ウ 　空調換気設備等保守点検等

　　エ 　消防設備保守点検

　　オ 　植栽管理
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２ 　競争参加資格者に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」で登録されている者。

　⑵ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関

する法律」第２条第１項各号による中小企業者であ

ること。

　⑶ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当する資格停止期間中でないこと。

　⑷ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑸ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の以下の業務・種目に全て搭載さ

れていること。

　　ア 　業種「施設維持管理」

　　　　種目「エレベーター保守点検」

　　イ 　業種「施設維持管理」

　　　　種目「空調・衛生設備保守点検」

　　ウ 　業種「施設維持管理」

　　　　種目「消火設備保守点検」

　　エ 　業種「施設維持管理」

　　　　種目「その他の施設維持管理」

　　オ 　業種「樹木管理」

　　　　種目「除草、せんてい等樹木管理」

　⑹ 　平成29年度以降で官公庁又は民間において、類似

の契約実績があること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込をしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒211－0013

　　　川崎市中原区上平間1700番地８

　　　川崎市動物愛護センター　庶務担当　梅田

　　　電　話　044－589－7137

　　　ＦＡＸ　044－589－7138

　　　E-mail　40dobutu@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和４年１月11日（火）から令和４年１月24日

（月）までの下記の時間。

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで。

　　　ただし、金曜日、土曜日及び休日を除く。

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　実績調書及び契約実績を確認できる契約書等の

写し

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　入札説明書等の交付

　 　上記３により一般競争入札参加資格確認申請書を提

出した者に、無償で入札説明書及び仕様書を交付しま

す。

　 　また、入札説明書及び仕様書は上記３⑴の場所にお

いて、令和４年１月11日（火）から令和４年１月24日

（月）午後５時まで縦覧に供します。ただし、金曜日、

土曜日及び休日を除く。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、令和３・４年度川崎市競争入札参加資格審査申請

書の委任先メールアドレスに令和４年２月３日（木）

までに送付します。

６ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　上記２に定める入札参加資格を満たさなくなった

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類に

ついて虚偽の記載をしたとき。

７ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和４年１月11日（火）から令和４年２月８日

（火）までの下記の時間。

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで。

　⑶ 　問合せ方法

　　 　「質問書」の様式に必要事項を記入し、上記３⑴

まで持参（午前９時から正午まで及び午後１時から

午後５時まで。ただし、金曜日、土曜日及び休日を

除く）、あるいはＦＡＸ番号又は電子メールアドレ

ス宛て送付してください。また、「質問書」送付後、

送付した旨を上記３⑴の担当宛て電話にて速やかに

連絡してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、令和４年２月16日（水）ま

でに、競争参加者全てにＦＡＸ又は電子メールにて

回答します。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　入札書の提出方法

　　　　持参とします。

　　イ 　入札日時

　　　　令和４年２月28日（月）午後２時
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　　ウ 　入札場所

　　　　川崎市中原区上平間1700番地８

　　　　川崎市動物愛護センター　３階研修室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　上記８⑴イと同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　上記８⑴ウと同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価

格をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価

格をもって入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあり

ます。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得第７条で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

入しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

については、上記３⑴の場所及び川崎市ホームペ

ージの「入札情報かわさき」の「契約関係規定」

で閲覧することができます。（http://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）

10 　その他

　⑴ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑵ 　関連情報を入手するための照会窓口は、上記３⑴

と同じです。

　⑶ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第５号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年１月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　保護収容動物運搬等業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　指定場所

　⑶ 　履行期間

　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　川崎市が保護収容した動物（犬、猫、いえうさぎ、

いえばと、あひる、にわとり等）の運搬業務、収容

動物に関連する運搬業務及び犬の捕獲の補助業務、

並びに飼養管理の補助業務を行うもの。

２ 　競争参加資格者に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当する資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「倉庫・運送業務」種目

「運送業務」に登載されていること。

　⑷ 　平成29年度以降で官公庁又は民間において、動物

収容運搬業務委託又は動物由来感染症に対応した運

搬業務委託で同規模の契約実績があること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込をしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒211－0013

　　　川崎市中原区上平間1700番地８

　　　川崎市動物愛護センター　庶務担当　梅田

　　　電　話　044－589－7137

　　　ＦＡＸ　044－589－7138

　　　E-mail　40dobutu@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和４年１月11日（火）から令和４年１月24日

（月）までの下記の時間。

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで。

　　　ただし、金曜日、土曜日及び休日を除く。

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　実績調書及び契約実績を確認できる契約書等の
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写し

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　入札説明書等の交付

　 　上記３により一般競争入札参加資格確認申請書を提

出した者に、無償で入札説明書及び仕様書を交付しま

す。

　 　また、入札説明書及び仕様書は上記３⑴の場所にお

いて、令和４年１月11日（火）から令和４年１月24日

（月）午後５時まで縦覧に供します。ただし、金曜日、

土曜日及び休日を除く。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、令和３・４年度川崎市競争入札参加資格審査申請

書の委任先メールアドレスに令和４年２月３日（木）

までに送付します。

６ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　上記２に定める入札参加資格を満たさなくなった

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類に

ついて虚偽の記載をしたとき。

７ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和４年１月11日（火）から令和４年２月８日

（火）までの下記の時間。

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで。

　⑶ 　問合せ方法

　　 　「質問書」の様式に必要事項を記入し、上記３⑴

まで持参（午前９時から正午まで及び午後１時から

午後５時まで。ただし、金曜日、土曜日及び休日を

除く）、あるいはＦＡＸ番号又は電子メールアドレ

ス宛て送付してください。また、「質問書」送付後、

送付した旨を上記３⑴の担当宛て電話にて速やかに

連絡してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、令和４年２月16日（水）ま

でに、競争参加者全てにＦＡＸ又は電子メールにて

回答します。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　入札書の提出方法

　　　　持参とします。

　　イ 　入札日時

　　　　令和４年２月28日（月）午後３時00分

　　ウ 　入札場所

　　　　川崎市中原区上平間1700番地８

　　　　川崎市動物愛護センター　３階研修室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　上記８⑴イと同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　上記８⑴ウと同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得第７条で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

入しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

については、上記３⑴の場所及び川崎市ホームペ

ージの「入札情報かわさき」の「契約関係規定」

で閲覧することができます。（http://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）

10 　その他

　⑴ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑵ 　関連情報を入手するための照会窓口は、上記３⑴

と同じです。

　⑶ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　　　───────────────────
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川崎市公告（調達）第６号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年１月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　有害鳥獣捕獲等業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市内全域

　⑶ 　履行期間

　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　市内に出没するアライグマ（カニクイアライグマ

を含む。以下、同様）、ハクビシン及びカラスの巣

立ちビナ等の捕獲等により、生活被害の低減を図り

安全な市民生活を確保することを目的とする。

２ 　競争参加資格者に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当する資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」種目「建築

物ねずみこん虫等防除」に登載されていること。

　⑷ 　捕獲檻、処分機等器具、及び車両を所有し、速や

かに被害現場で対応することが可能であること。

　⑸ 　平成29年度以降で官公庁又は民間において、有害

鳥獣捕獲等業務委託で同規模の契約実績があること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込をしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒211－0013

　　　川崎市中原区上平間1700番地８

　　　川崎市動物愛護センター　庶務担当　梅田

　　　電　話　044－589－7137

　　　ＦＡＸ　044－589－7138

　　　E-mail　40dobutu@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和４年１月11日（火）から令和４年１月24日

（月）までの下記の時間

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで。

　　　ただし、金曜日、土曜日及び休日を除く。

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　実績調書及び契約実績を確認できる契約書等の

写し

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　入札説明書等の交付

　 　上記３により一般競争入札参加資格確認申請書を提

出した者に、無償で入札説明書及び仕様書を交付しま

す。

　 　また、入札説明書及び仕様書は上記３⑴の場所にお

いて、令和４年１月11日（火）から令和４年１月24日

（月）午後５時まで縦覧に供します。ただし、金曜日、

土曜日及び休日を除く。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、令和３・４年度川崎市競争入札参加資格審査申請

書の委任先メールアドレスに令和４年２月３日（木）

までに送付します。

６ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　上記２に定める入札参加資格を満たさなくなった

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類に

ついて虚偽の記載をしたとき。

７ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和４年１月11日（火）から令和４年２月８日

（火）までの下記の時間。

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで。

　⑶ 　問合せ方法

　　 　「質問書」の様式に必要事項を記入し、上記３⑴

まで持参（午前９時から正午まで及び午後１時から

午後５時まで。ただし、金曜日、土曜日及び休日を

除く）、あるいはＦＡＸ番号又は電子メールアドレ

ス宛て送付してください。また、「質問書」送付後、

送付した旨を上記３⑴の担当宛て電話にて速やかに

連絡してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、令和４年２月16日（水）ま

でに、競争参加者全てにＦＡＸ又は電子メールにて

回答します。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　入札書の提出方法
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　　　　持参とします。

　　イ 　入札日時

　　　　令和４年２月28日（月）午後３時30分

　　ウ 　入札場所

　　　　川崎市中原区上平間1700番地８

　　　　川崎市動物愛護センター　３階研修室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　上記８⑴イと同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　上記８⑴ウと同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得第７条で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　川崎市契約規則第33条第５号の適用により免除し

ます。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

については、上記３⑴の場所及び川崎市ホームペ

ージの「入札情報かわさき」の「契約関係規定」

で閲覧することができます。（http://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）

10 　その他

　⑴ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑵ 　関連情報を入手するための照会窓口は、上記３⑴

と同じです。

　⑶ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第７号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和４年１月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 新型コロナウイルスワクチン接種券再発行等業務

委託

　⑵ 　履行場所

　　　 川崎市役所健康福祉局保健所新型コロナウイルス

ワクチン調整室ほか

　⑶ 　履行期間

　　　令和４年４月１日から令和４年９月30日まで

　⑷ 　委託概要

　　 　新型コロナワクチン予約管理システムにおいて、

予約管理システムを使用する医療機関のうち依頼の

あった医療機関に係る予約設定の入力業務や、川崎

市新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業負

担金等申請書の記載内容の確認業務等、ワクチンの

出庫状況のシステム登録、接種券の再発行業務等に

ついて業務委託するものです。

２ 　競争参加資格者に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「電算関連業務」に登載されていること。

　　 　なお、有資格業者名簿に登載のない者（入札参加

業種に登載のない者も含む。）は、財政局資産管理

部契約課に所定の様式により資格審査申請を令和４

年１月24日までに行ってください。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次のとおり一

般競争入札参加資格確認申請書の提出をしなければな

りません。

　⑴ 　配布場所

　　 　川崎市のホームページ「入札情報かわさき」にお

いて、本件の公表情報詳細ページからダウンロード

してください。

　⑵ 　配布・提出期間

　　　令和４年１月11日から令和４年１月24日まで

　　 　午前９時から正午及び午後１時から午後５時（土

曜日、日曜日及び祝日を除く）

　⑶ 　提出場所及び問合せ先
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　　　〒212－0013

　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　ソリッドスクエア西館12階

　　　川崎市役所健康福祉局保健所

　　　新型コロナウイルスワクチン調整室　担当　佐瀬

　　　電　話　044－200－1175

　　　ＦＡＸ　044－200－1065

　　　E-mail　40vaccine@city.kawasaki.jp

　⑷ 　提出方法

　　 　事前連絡の上、原則として郵送（書留郵便等の配

達記録が残る場合に限る。）又は持参とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出し、入札参加資格が

あると認められた者には、次のとおり一般競争入札参

加資格確認通知書を交付します。ただし、令和３・４

年度川崎市業務委託有資格業者名簿へ登載した際に電

子メールのアドレスを登載している場合は、一般競争

入札参加資格確認通知書を電子メールで送付します。

メールアドレスの登録がない場合には、郵送します。

　⑴ 　交付場所及び問合せ先

　　　３⑶と同じ

　⑵ 　交付日時

　　 　令和４年２月２日　午前９時から正午及び午後１

時から午後５時まで

５ 　入札説明書の交付

　 　競争入札参加資格があると認めた者には、入札説明

書を無料交付します。

　 　また、入札説明書は３⑶の場所において３⑵の期間

で縦覧に供します。

６ 　仕様等に関する問合せ

　　仕様等の内容に関する質問は、次のとおり行います。

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑶と同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　「質問書」の様式に必要事項を記入し、３⑶の電

子メールアドレス宛て送付してください。

　⑶ 　受付期間

　　　令和４年１月11日から令和４年２月７日まで

　　 　午前９時から正午及び午後１時から午後５時（土

曜日、日曜日及び祝日を除く）

　⑷ 　回答方法

　　 　令和４年２月８日までに、確認通知書を交付した

全ての者宛てに、電子メールで送付します。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　上記２に定めるいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について虚偽の

記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　持参による入札の場合

　　　　入札書の提出日時　令和４年２月21日

　　　　　　　　　　　　　午後２時00分

　　　　入札書の提出場所　川崎市幸区堀川町580番地

　　　　　　　　　　　　　ソリッドスクエア西館12階

　　　　　　　　　　　　　12Ｄ会議室

　　イ 　郵送による入札の場合

　　　　入札書の提出日時　令和４年２月18日　必着

　　　　入札書の提出場所　３⑶に同じ

　　　 　郵送による入札を行う場合は、封筒に所定の入

札書を入れて封印し、当該封筒に１⑴の件名及び

「入札書在中」と明記し、必ず書留郵便により送

付してください。

　　　 　また、当該送付を行ったら速やかに、３⑶の場

所に必ず電話をしてください。

　　ウ 　入札金額は、総価を記載してください。入札に

際しては、「川崎市競争入札参加者心得」第３条

第２項の規定に関わらず消費税及び地方消費税額

を除いた税抜金額を入札書に記載してください。

消費税及び地方消費税額は、代金支払の際に加算

しますので、入札書に記載する総額には含まれな

いものとします。

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時・場所

　　　８⑴アと同じ

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得第７条で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金
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　　　否

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページの「入札情報かわさき」の

「契約関係規定」で閲覧することができます。

10 　その他

　⑴ 　この特定調達契約において使用する言語及び通貨

は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑷ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑸ 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑶と同

じです。

　⑹ 　当該落札決定の効果は、令和４年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

11 　Summary

　⑴ 　 Nature and quantity of the products to be 

purchased :

　　　 COVID-19 Vaccine related services including 

Reissue of COVID-19 Vaccination Voucher

　⑵ 　Time-limit for tender : 

　　　2:00 P.M. ,February,18,2022

　⑶ 　Time-limit for tender by mail:

　　　February,18,2022

　⑷ 　Contact point for the notice :

　　　KAWASAKI CITY OFFICE 

　　　COVID-19 Vaccine Coordination Office 

　　　Public Health Centers 

　　　Health and Welfare Bureau 

　　　1, Miyamoto-cho, Kawasaki-ku 

　　　Kawasaki, Kanagawa 210-8577, Japan 

　　　TEL : 044-200-1175

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第８号

　　　落札者等の公示

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

　　令和４年１月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称

　　西高津中学校ほか１校ＬＥＤ照明器具賃貸借契約

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地

　　環境局地球環境推進室

　　川崎市川崎区宮本町１番地

３ 　落札者を決定した日

　　令和３年11月８日

４ 　落札者の氏名及び住所

　　東京センチュリー　株式会社

　　代表取締役　野上　誠

　　東京都千代田区神田練塀町３番地

５ 　落札金額（消費税額及び地方消費税額を除く。）

　　17,076,000円

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７ 　入札の公告（及び公示）を行った日

　　令和３年９月27日

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第９号

　　　落札者等の公示

　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい

て公示します。

　　令和４年１月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称

　　稗原小学校ほか１校ＬＥＤ照明器具賃貸借契約

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地

　　環境局地球環境推進室

　　川崎市川崎区宮本町１番地

３ 　落札者を決定した日

　　令和３年11月８日

４ 　落札者の氏名及び住所

　　東京センチュリー　株式会社

　　代表取締役　野上　誠

　　東京都千代田区神田練塀町３番地

５ 　落札金額（消費税額及び地方消費税額を除く。）

　　16,068,000円

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７ 　入札の公告（及び公示）を行った日

　　令和３年９月27日

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第10号

　公募型プロポーザルの実施について次のとおり公告し

ます

　　令和４年１月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　業務名

　　王禅寺四ツ田緑地利活用運営業務委託

２ 　履行期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
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３ 　履行場所

　　王禅寺四ツ田緑地

　　（川崎市麻生区王禅寺字四ツ田1028－２）

４ 　業務概要

　⑴ 　業務目的

　　 　保全緑地の利活用と健全な樹林地環境の保全の好

循環を創出する取組のモデル地区となっている王禅

寺四ツ田緑地において、貴重な自然環境の中で、

様々な野外活動体験を通して元気な川崎の子どもを

育む、冒険心に満ちた「（仮称）四ツ田わんぱくの

森」づくりを進めて緑地の利活用を推進し、緑地の

保全へとつなげていくため、本業務を実施する。

　⑵ 　業務内容

　　ア 　緑地の利活用運営

　　イ 　緑地の管理

　　ウ 　運営結果の報告

　⑶ 　事業委託料（参考）

　　　事業委託料は、次の金額を上限とする。

　　　17,130,300円（消費税額及び地方消費税額を含む。）

５ 　参加資格

　 　参加を希望する者は、次の条件を全て満たさなけれ

ばならない。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格指名停止等要綱による指

名停止期間中でないこと

　⑶ 　令和３・４年度の川崎市業務委託有資格者名簿の

業種「その他」、種目「イベント」に登録されてい

ること（参加申込時点で業者登録中であり、かつ審

査時点で業者登録されていれば、資格要件は満たし

ているものとする。）

　⑷ 　川崎市暴力団排除条例（平成24年川崎市条例第５

号）第７条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配

法人等又は暴力団員等と密接な関係を有しない者で

あること

　⑸ 　神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例

第75号）第23条第１項又は第２項の規定に違反しな

い者であること

６ 　担当部局

　　川崎市建設緑政局総務部企画課みどり活用担当

　　栗林、丸山

　　〒210－0007　川崎市川崎区駅前本町12番１号

　　川崎駅前タワーリバーク17階

　　電　話　044－200－0232（直通）

　　ＦＡＸ　044－200－3973

　　電子メール　53kikaku@city.kawasaki.jp

７ 　プロポーザル実施要領及び仕様書等の公表

　⑴ 　公表方法

　　 　プロポーザル実施要領及び仕様書の公表について

は、「入札情報かわさき」へ掲載する。なお、プロ

ポーザル参加意向申出書（様式１）及び質問書（様

式２）の様式についても併せて掲載する。

　⑵ 　公表開始日

　　　令和４年１月11日（火）

８ 　参加意向申出書等の提出

　 　本プロポーザルに参加を希望する者は、「５　参加

資格」を確認のうえ、次の書類を提出期限までに、持

参又は郵送（書留郵便等の配達記録が残る場合に限

る。）により各１部を提出

　⑴ 　提出期間

　　 　令和４年１月11日（火）から令和４年１月25日

（火）午後５時まで

　　　ただし閉庁日（土曜日、日曜日及び休日）を除く。

　⑵ 　提出場所

　　　「６　担当部局」のとおり

　⑶ 　提出書類

　　　プロポーザル参加意向申出書（様式１）

　⑷ 　その他

　　 　参加意向申出書の提出を受け、参加資格を確認し

た後、参加資格確認結果通知書を送付する。なお、

参加資格を有する場合には、企画提案書等の様式を

令和４年１月28日（金）に、原則として電子メール

により送付する。

９ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　受付方法

　　 　質問書（様式２）に質問内容を記載し、「６　担当

部局」の電子メールアドレス宛に電子メールで送付

　⑵ 　受付期間

　　 　令和４年１月28日（金）から令和４年２月４日

（金）午後５時まで

　⑶ 　回答方法

　　 　令和４年２月10日（木）までに、全ての参加者に

対して電子メールにて回答する。

10 　企画提案書等の提出

　 　参加資格を有する場合には、令和４年１月28日（金）

に企画提案書等の様式を原則として電子メールで送付

する。次の期日までに、必要書類を持参又は郵送（書

留郵便等の配達記録が残る場合に限る。）により提出

　⑴ 　提出期限

　　　令和４年２月22日（火）午後５時まで

　　　（郵送の場合は令和４年２月22日（火）までに必着）

　⑵ 　提出場所

　　　「６　担当部局」のとおり

　⑶ 　提出書類

　　ア 　企画提案書

　　イ 　会社（団体）概要書
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　　ウ 　業務計画書

　　エ 　見積書

　　オ 　法人の定款、役員名簿（任意帳票）

　⑷ 　留意点

　　ア 　提出書類は、正本１部と副本９部をそれぞれ製

本し、提出

　　イ 　要旨はＡ４判横書きとし、左上１か所でとじと

すること。ページ番号を記載の上、片面印刷で提

出すること。

　　ウ 　提出された提案書類は返却しない。

　　エ 　提出後、提案書類の差し替え及び追加はできな

い。

　　オ 　提案書類は、あくまでも業務を委託する者を選

定するための資料であり、企画提案書の内容すべ

てが契約に反映されるとは限らない。

　　カ 　提案書類の提出後、本市が必要と判断した場合

は、追加資料の提出を求めることがある。

11 　審査方法

　⑴ 　審査方法

　　 　審査・評価は、公正かつ客観的に行うため、王禅

寺四ツ田緑地利活用運営業務委託プロポーザル評価

選考委員会（以下、「評価選考委員会」という。）を

設置し、書類及びプレゼンテーションによる審査を

行う。

　⑵ 　審査日及び場所等

　　ア 　審査日時（予定）

　　　　令和４年３月１日（火）

　　　　※　時間は調整の上、個別に連絡する。

　　イ 　審査場所（予定）

　　　　川崎駅前タワーリバーク17階　建設緑政局会議室

　　ウ 　審査環境

　　　 　プレゼンテーション等に必要な機材のうち、ス

クリーン、プロジェクタ以外は、全て提案者が用

意すること

　　エ 　出席者

　　　 　ヒアリング審査への出席者は３名以内とし、説

明はいずれかの者が行うこととする。

　⑶ 　審査基準

　　 　本業務の受託候補者の選考については、参加者か

ら提出された提案書に基づき、次の選考基準により

審査する。

　　ア 　事業目的の理解度

　　イ 　事業執行体制の整備

　　（ア）業務内容

　　（イ）人的配置・サポート体制

　　（ウ）安全確保に対する責任・配慮

　　（エ）スケジュール管理能力・実現可能性

　　ウ 　事業の運営力

　　　　広報・コーディネート能力

　　エ 　同種・類似業務の実績

　　オ 　業務に対する費用の妥当性

　⑷ 　受託候補者の特定

　　 　評価選考委員会での審査の結果、最も高い合計点

を獲得した者を受託候補者として選定する。なお、

基準点を総合得点の60％とし、提案者が１者のみの

場合については、基準点を満たした場合に受託候補

者とする。

　⑸ 　受託候補者選定結果通知（予定）

　　　令和４年３月中旬

12 　プロポーザル参加資格の喪失

　 　次のいずれかに該当するときは、プロポーザル参加

資格を喪失する。

　⑴ 　契約日前に「５　参加資格」のいずれかの条件を

欠いたとき

　⑵ 　プロポーザル参加意向申出書及び提出書類等に虚

偽の記載をしたとき

　⑶ 　提出期限、提出先、提出方法に適合しないとき

　⑷ 　記載すべき事項の全部又は一部が記載されていな

いとき

13 　その他留意事項

　⑴ 　書類作成及び提出に係る一切の費用は、参加者の

負担とする。

　⑵ 　提出書類及び契約手続きにおいて使用する言語及

び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　市指定の契約書により、必要とする。

　⑷ 　契約保証金

　　 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

33条各号に該当する場合は免除となるが、それ以外

の場合は契約金額の10パーセントを納付する必要が

ある。

　⑸ 　その他詳細について

　　 　詳細については、「王禅寺四ツ田緑地利活用運営

業務委託プロポーザル実施要領」を参照すること

　⑹ 　選定の効果

　　 　当該選定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定

例会における、本調達に係る予算の議決を要する。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第11号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和４年１月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　購入物品及び納入予定数量

　　　重金属安定剤　約218トン
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　⑵ 　購入物品の特質等

　　　仕様書によります。

　⑶ 　納入場所

　　　仕様書によります。

　⑷ 　納入期間

　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

　⑸ 　本案件は、紙入札方式により行います（電子入札

はできません）。

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に該当する資格停止

期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において令和３・４年度川崎市製造の請

負・物件の買入れ等有資格業者名簿の業種「薬品」

種目「化学工業薬品」に登載されており、Ａ又はＢ

の等級に格付けされていること。

　　 　なお、有資格業者名簿に登載のない者（入札参加

業種・種目に登載のない者も含む。）は、財政局資

産管理部契約課に所定の様式により、資格審査申請

を令和４年１月21日までに行ってください。

　⑷ 　この購入物品及び数量について、仕様書の内容を

遵守し確実に納入することができること。

　⑸ 　この購入物品の納入後、アフターサービスを本市

の求めに応じて、速やかに提供できること。

３ 　仕様書等の閲覧

　　次により仕様書等を閲覧することができます。

　⑴ 　窓口での閲覧の場合

　　ア 　閲覧場所　川崎市役所財政局資産管理部契約課

　　　　　　　　　担当　田口

　　　　　　　　　 〒210－8577　川崎市川崎区宮本町

１番地

　　　　　　　　　明治安田生命ビル13階

　　　　　　　　　電　　話　044－200－2092

　　イ 　閲覧期間　 令和４年１月11日～令和４年１月21日

　　　　　　　　　 （土曜日、日曜日及び国民の祝日を

除く。）午前８時30分～正午、午後

１時～午後５時

　⑵ 　インターネットでの閲覧の場合

　　ア 　閲覧場所　 川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の「入札情報」の物品の欄の

「入札公表」

　　イ 　閲覧期間　 令和４年１月11日～令和４年１月21日

　　　　　　　　　午前８時～午後８時

４ 　一般競争入札参加申込書の配布、提出及び問い合わ

せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加申込書を提出しなければなりません。ただ

し、一般競争入札参加申込書の郵送による提出は認め

ません。

　⑴ 　配布、提出及び問い合わせ先

　　　上記３⑴アに同じ。

　　 　なお、上記３⑵のとおり、インターネットからも

一般競争入札参加申込書をダウンロードすることが

できます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　　上記３⑴イに同じ。

５ 　入札説明書の交付

　 　上記４により一般競争入札参加申込書を提出した者

に無償で入札説明書を交付します。

　 　また、入札説明書は上記３のとおり縦覧に供します。

６ 　一般競争入札参加者に求められる義務

　⑴ 　この入札の参加者は、次により仕様についての説

明を受けなければなりません。

　　ア 　日時　令和４年１月27日又は28日

　　　　　　　 時間については、別途入札参加者にお知

らせします。

　　イ 　場所　川崎市川崎区浮島町509番地１

　　　　　　　川崎市浮島処理センター４階

　　　　　　　第１会議室

　⑵ 　この入札の参加者は、仕様書に定められた条件を

満たす購入物品を納入できることを証するため、次

のとおり書類を提出しなければなりません。

　　 　また、提出された書類等に関し説明を求められた

ときは、これに応じなければなりません。提出され

た書類等を審査した結果、当該物品を納入すること

ができると認められた者に限り、入札に参加するこ

とができます。

　　ア 　提出書類

　　（ア ）上記１⑴の購入物品の性状等に関する証明書

類（仕様書によります。） 

　　（イ ）上記１⑴の購入物品を安定して供給できるこ

とを証明する書類（代理店証明書等）

　　イ 　提出場所　上記３⑴アに同じ。

　　ウ 　提出期間　令和４年１月28日～令和４年２月22日

　　　　　　　　　 （土曜日、日曜日及び国民の祝日を

除く。）午前８時30分～正午、午後

１時～午後５時

７ 　仕様書作成担当部署及び担当者

　　環境局施設部処理計画課　　担当　竹田

　　電話　044－200－2589

８ 　仕様書に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　 　次により、仕様書の内容に関して質問することが



川 崎 市 公 報 （第1,834号）令和４年(2022年)１月11日

－83－

できます。

　　 　なお、仕様書の内容以外についての質問は受け付

けません。

　　 　質問することができる方は、入札参加申込を済ま

せた方に限ります。

　　 　また、入札参加者以外へは回答しませんので御注

意ください。

　　ア 　質問書の取得方法

　　　　質問書の配布は、上記３⑴アの場所で行います。

　　　 　また、質問書は、川崎市ホームページ（「入札

情報かわさき」の「共通ダウンロードコーナー」

の「入札参加手続関係」）に掲載している「質問

書（一般競争入札用）」からもダウンロードでき

ます。

　　イ 　提出場所、期間及び方法

　　　 　次の期間に上記３⑴アの場所に質問書を持参す

るか、指定の電子メールアドレスあてにＷｏｒｄ

形式のまま送付してください。なお、質問書をメ

ールにて送付した場合は、その旨を上記３⑴アの

担当まで御連絡ください。

　　　　配布・提出期間

　　　　 令和４年１月11日～令和４年２月22日

　　　　（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）

　　　　 午前８時30分～正午、午後１時～午後５時

　　　　電子メールアドレス

　　　　23keiyak@city.kawasaki.jp

　　　 　また、質問書を提出する場合には、紙の質問書

と併せて、電子媒体（ＣＤ－Ｒ）にＷｏｒｄ形式

のまま保存した質問書を提出してください。（ど

ちらか一方の場合には、質問を受け付けません。）

　⑵ 　回答

　　ア 　回答予定日　令和４年３月９日　午後５時まで

　　イ 　回答方法

　　　 　入札参加者から質問があった場合、すべての質

問及び回答を一覧表にした質問回答書を電子ファ

イルにし、入札参加申込者に対して、回答予定日

までに９の入札参加資格確認通知書等に添付して

交付します。

　　　　なお、回答後に再質問は受け付けません。

９ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、令和

３・４年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の「物

品」の委任先メールアドレスに令和４年３月９日まで

に一般競争入札参加資格確認通知書等を送付します。

　 　また、当該委任先のメールアドレスを登録していな

い者には、令和４年３月９日の午前９時～正午、午後

１時～午後５時に上記３⑴アの場所において一般競争

入札参加資格確認通知書等を交付します。

10 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

11 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　　薬品１トンあたりの単価で行います。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和４年３月18日

　　　　　　　午前11時00分

　　イ 　場所　砂子平沼ビル７階入札室

　　　　　　　（川崎市川崎区砂子１－７－４）

　⑶ 　郵送による場合の入札書の受領期限及びあて先

　　ア 　期　限　令和４年３月16日　必着

　　イ 　あて先　上記３⑴アに同じ

　⑷ 　入札保証金

　　 　川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにもかかわらず契約を締結し

なかった者、または、本市と契約を締結したにもか

かわらず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規

則第９条第２号の「その者が契約を締結しないこと

となるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、入札案件ご

とにそれぞれ入札単価に予定数量を乗じて得た額の

２パーセントを入札書提出前に納付しなければなり

ません。なお、郵便をもって入札する場合は、入札

書と同時に納付することができます。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。ただし、著し

く低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

12 　契約の手続等

　 　次により契約を締結します。ただし、令和４年第２

回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議

決を条件とします。

　⑴ 　契約保証金

　　 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免

除します。
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　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにもかかわらず契約を締結し

なかった者、または、本市と契約を締結したにもか

かわらず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規

則第33条第５号の「契約者が契約を履行しないこと

となるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、契約単価に

予定数量を乗じて得た額の10パーセントを納付しな

ければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、３⑴アの場所において閲覧で

きます。

13 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑷ 　落札者の決定後、苦情申立てが行われた場合、委

員会申立ての検討期間中、契約締結等の手続を一時

停止することがあります。

14 　Summary

　⑴ 　 Nature and quantity of the products to be 

purchased:

　　　Heavy metal stabilizer, approximately 218t

　⑵ 　 Time-limit for tender : 11:00 AM,18 March 

2022 

　　ａ　Direct delivery

　　　　11:00 AM. 18 March 2022

　　ｂ　By mail

　　　　16 March 2022

　⑶ 　Contact point for the notice : 

　　　KAWASAKI CITY OFFICE 

　　　Contract Section 

　　　Property Administration Department 

　　　Finance Bureau 

　　　 1,Miyamoto-cho,Kawasaki-ku,Kawasaki-city, 

Kanagawa 

　　　210-8577,Japan 

　　　TEL : 044-200-2091

　⑷ 　Language: 

　　　 Japanese is the only language used in all 

the contract procedures

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第12号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年１月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 浮島処理センターが保有する供給力の

価値売却に関する契約

　⑵ 　履行場所　川崎市環境局施設部処理計画課：

　　　　　　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　⑶ 　引渡期間　契約日から令和７年３月31日まで

　⑷ 　概　　要　 容量市場の創設に伴い、令和６年度に

浮島処理センターが保有する余剰電力

の容量価値を売却する。なお、当該価

値は容量市場における発動指令電源の

構成電源とする。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日までに令和３・４年度川崎市製造の請

負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「その他物

品販売」種目「電気供給」に登載するための申請を

していること。

　⑷ 　令和６年度容量市場において電力広域的推進機関

と直接契約を締結していること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出、仕様書閲覧及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望するものは、次により競争入

札参加申込書及び上記２⑷を証明出来る書類を提出し

てください。

　⑴ 　配布・提出・仕様書閲覧場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎16階

　　　環境局施設部処理計画課　向原

　　　電話　044－200－2587（直通）

　⑵ 　配布・提出・仕様書閲覧期間

　　 　令和４年１月11日（火）から令和４年１月17日

（月）９時から17時まで（土、日曜日、12時から13

時は除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

　⑷ 　提出書類

　　ア 　上記２⑷の令和６年度容量市場において電力広

域的推進機関と直接契約を締結していることの証

明可能な書類
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４ 　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の

交付

　 　競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が

あると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等

を令和４年１月21日（金）までに交付します。

　 　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際

に電子メールアドレスを登録している場合は、電子メ

ールで配信します。電子メールアドレスを登録してい

ない場合は、次のとおり受け取りに来てください。

　⑴ 　交付場所　上記３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時　 令和４年１月21日（金）９時から17時

まで（12時から13時の間は除く。）

５ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　質問受付日

　　 　令和４年１月24日（月）から令和４年１月26日

（水）９時から17時まで（12時から13時の間は除く。）

　⑵ 　質問書の様式

　　　配布する「質問書」の様式により提出すること。

　⑶ 　質問受付方法

　　ア 　電子メール　30syori@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3923

　　ウ 　持参　　　　上記３⑴に同じ

　⑷ 　回答方法

　　 　令和４年１月31日（月）に文書（電子メールまた

はＦＡＸ）にて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加

資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載をし

たとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時

　　　令和４年２月２日（水）11時45分

　⑶ 　入札・開札の場所

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎16階

　　　環境局会議室

　⑷ 　入札書の提出方法

　　 　持参又は郵送。ただし、郵送については、令和４

年２月１日（火）必着とする。有効札の最高価格が

同額の場合は、後日くじ引きを行い、落札者を決定

するため、最高価格の入札を行った者は出席するこ

と。

　⑸ 　入札保証金　　　　免除

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格以上で、最高の価格をもって有効な入札を

行った者を落札者とします。入札においては想定報

酬金額の総額を入札書（見積書）に記載すること。

　⑺ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金　　　　免除

　⑵ 　契約書の作成　　　要

　⑶ 　契約規則等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、入札情報かわさきの「契約関係規定」から閲覧

できます。

　　（https://www.city.kawasaki.jp/233300/）

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑵ 　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで

す。

税 公 告

川崎市税公告第209号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年12月17日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

 （別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第210号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年12月17日
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 川崎市長　福　田　紀　彦　　

 （別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第211号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年12月17日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

 （別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第212号

　次の市税に係る納税通知書を別紙記載の者に送達すべ

きところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不

明のため送達することができないので、地方税法（昭和

25年法律第226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭

和25年川崎市条例第26号）第10条の規定により公告しま

す。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年12月17日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市税公告第213号

　次の市税に係る課税額変更（取消）通知書を別紙記載

の者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所

及び事業所が不明のため送達することができないので、

地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２及び川崎

市市税条例（昭和25年川崎市条例第26号）第10条の規定

により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年12月17日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

年　度 税　目 期　別

この公告に

より変更する

納期限

件数・備考

令和

３年度

市民税・県民税

（普通徴収）

第１期

分以降
計１件

 （別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第214号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年12月20日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

 （別紙省略）

上 下 水 道 局 告 示

川崎市上下水道局告示第60号

　　　川崎市排水設備指定工事店の指定について

　川崎市排水設備指定工事店の指定等に関する規程（平

成22年川崎市水道局規程第64号）第５条の規定に基づ

き、川崎市排水設備指定工事店として指定したので、同

規程第12条第１号の規定により告示します。

　　令和３年12月17日

 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

１ 　指定有効期間

　　令和４年１月１日から

　　令和８年10月31日まで

年　度 税　目 期　別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

令和３年度
市民税・県民税

（普通徴収）
11月随時分以降

令和４年１月４日

（11月随時分）
計49件

令和３年度

（令和２年度課税分）

市民税・県民税

（普通徴収）
11月随時分

令和４年１月４日

（11月随時分）
計５件

令和３年度

固定資産税

都市計画税

（土地・家屋）

11月随時分以降 令和４年１月４日 計５件

 （別紙省略）

　　　　　　　　　　────────────────────────────────



川 崎 市 公 報 （第1,834号）令和４年(2022年)１月11日

－87－

２ 　指定工事店

　　指 定 番 号　1188

　　商号又は名称　岩崎設備

　　営業所所在地　横浜市磯子区氷取沢町150番地４

　　　　　　　　　14棟402号

　　代表者氏名　岩﨑　伸幸

　　　───────────────────

川崎市上下水道局告示第61号

　　　川崎市排水設備指定工事店の更新について

　川崎市排水設備指定工事店の指定等に関する規程（平

成22年川崎市水道局規程第64号）第９条の規定に基づ

き、川崎市排水設備指定工事店として指定を更新したの

で、同規程第12条第１号の規定により告示します。

　　令和３年12月20日

 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

１ 　指定有効期間

　　令和４年２月１日から

　　令和９年１月31日まで

２ 　指定工事店

　　指 定 番 号　1021

　　商号又は名称　Ｅ－ＷＯＲＫＳ

　　営業所所在地　神奈川県厚木市中依知67番地22

　　代表者氏名　前田　瑞樹

　　指 定 番 号　1020

　　商号又は名称　正宗産業株式会社

　　営業所所在地　川崎市川崎区大島５丁目８番13号

　　代表者氏名　市川　洋治

　　指 定 番 号　859

　　商号又は名称　株式会社幸栄工業

　　営業所所在地　川崎市中原区木月３丁目７番１号

　　代表者氏名　濵田　淳子

　　指 定 番 号　1016

　　商号又は名称　東京ガス横浜中央エネルギー株式会社

　　営業所所在地　横浜市西区伊勢町３丁目148番地

　　代表者氏名　原　文比古

　　指 定 番 号　680

　　商号又は名称　有限会社さかい設備

　　営業所所在地　相模原市南区磯部180番地７

　　代表者氏名　坂井　泰雄

　　指 定 番 号　468

　　商号又は名称　有限会社小川水道

　　営業所所在地　川崎市麻生区片平２丁目24番11号

　　　　　　　　　よしみハイツ101

　　代表者氏名　小川　正敏

　　　───────────────────

川崎市上下水道局告示第62号

　　　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者

　　　の指定について

　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成

10年川崎市水道局規程第３号）第４条の規定に基づき、

川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者として次の者

を指定したので、同規程第９条第１号の規定により告示

します。

　　令和３年12月22日

 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

１ 　指 定 番 号　第1825号

　　氏名又は名称　株式会社ザイマックス

　　住　　　　所　東京都港区赤坂一丁目１番１号

　　代表者氏名　吉本　健二

　　指定年月日　令和４年１月１日

　　有 効 期 限　令和８年12月31日

２ 　指 定 番 号　第1826号

　　氏名又は名称　三不二設備

　　住　　　　所　相模原市中央区淵野辺本町三丁目

　　　　　　　　　16番８－２号

　　代表者氏名　佐藤　翼

　　指定年月日　令和４年１月１日

　　有 効 期 限　令和８年12月31日

３ 　指 定 番 号　第1827号

　　氏名又は名称　株式会社野口組

　　住　　　　所　茨城県坂東市逆井1820番地の60

　　代表者氏名　野口　惠夫

　　指定年月日　令和４年１月１日

　　有 効 期 限　令和８年12月31日

４ 　指 定 番 号　第1828号

　　氏名又は名称　株式会社ミナミ住設

　　住　　　　所　東京都世田谷区尾山台一丁目２番17号

　　代表者氏名　國生　重治

　　指定年月日　令和４年１月１日

　　有 効 期 限　令和８年12月31日

５ 　指 定 番 号　第1829号

　　氏名又は名称　ＮＳリノベーション株式会社

　　住　　　　所　大阪市中央区高麗橋四丁目４番６号

　　代表者氏名　齊藤　太嘉志

　　指定年月日　令和４年１月１日

　　有 効 期 限　令和８年12月31日

６ 　指 定 番 号　第1830号

　　氏名又は名称　株式会社タテイシ

　　住　　　　所　東京都中野区野方二丁目２番８号

　　　　　　　　　コンフォート101
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　　代表者氏名　立石　健二

　　指定年月日　令和４年１月１日

　　有 効 期 限　令和８年12月31日

　　　───────────────────

川崎市上下水道局告示第63号

　　　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者

　　　の指定事項の変更について

　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成

10年川崎市水道局規程第３号）第６条の規定に基づき、

次の指定給水装置工事事業者の指定事項の変更を行いま

したので、同規程第９条第３号の規定により告示します。

　　令和３年12月22日

 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

１ 　指 定 番 号　第765号

　　氏名又は名称　有限会社松大設備

　　住　　　　所　（新） 神奈川県相模原市南区南台一

丁目９番29号

　　　　　　　　　（旧） 神奈川県相模原市南台一丁目

９番29号

　　代表者氏名　松本　茂

　　変更年月日　平成22年４月１日

２ 　指 定 番 号　第774号

　　氏名又は名称　株式会社折本設備

　　住　　　　所　（新） 神奈川県相模原市南区御園四

丁目12番12号

　　　　　　　　　（旧） 神奈川県相模原市南区御園四

丁目５番25号

　　代表者氏名　髙橋　幸男

　　変更年月日　令和３年７月13日

３ 　指 定 番 号 　第782号

　　氏名又は名称　株式会社共栄技研

　　住　　　　所　横浜市南区別所五丁目９番13号

　　代表者氏名　（新）金子　篤志

　　　　　　　　　（旧）金子　昌代

　　変更年月日　令和元年11月10日

４ 　指 定 番 号　第802号

　　氏名又は名称　株式会社サカエテック

　　住　　　　所　横浜市磯子区栗木二丁目31番12号

　　代表者氏名　（新）木村　和幸

　　　　　　　　　（旧）小野　和彦

　　変更年月日　令和３年11月25日

５ 　指 定 番 号　第810号

　　氏名又は名称　株式会社友和建設

　　住　　　　所　（新） 川崎市宮前区馬絹二丁目２番

11号

　　　　　　　　　（旧）川崎市宮前区馬絹1631番地３

　　代表者氏名　西野　敏雄

　　変更年月日　平成28年10月17日

６ 　指 定 番 号　第818号

　　氏名又は名称　株式会社スズキ

　　住　　　　所　東京都世田谷区等々力五丁目15番15号

　　代表者氏名　（新）岡野　道正

　　　　　　　　　（旧）岡野　道弘

　　変更年月日　平成30年７月１日

７ 　指 定 番 号　第834号

　　氏名又は名称　株式会社オーエム住研

　　住　　　　所　横浜市港南区日野六丁目１番13号

　　代表者氏名　（新）坪﨑　誠

　　　　　　　　　（旧）大井　孝之

　　変更年月日　平成３年11月30日

８ 　指 定 番 号　第869号

　　氏名又は名称　有限会社一由設備

　　住　　　　所　横浜市南区井土ケ谷上町21番11号

　　代表者氏名　（新）伊東　利之

　　　　　　　　　（旧）小豆澤　一

　　変更年月日　令和元年11月23日

９ 　指 定 番 号　第947号

　　氏名又は名称　有限会社さかい設備

　　住　　　　所　（新） 神奈川県相模原市南区磯部

180番地７

　　　　　　　　　（旧） 神奈川県相模原市磯部180番

地７

　　代表者氏名　坂井　泰雄

　　変更年月日　平成22年４月１日

10 　指 定 番 号　第980号

　　氏名又は名称　あずま設備工業

　　住　　　　所　（新） 川崎市宮前区南野川一丁目２

番22号

　　　　　　　　　（旧）川崎市宮前区野川2964番地８

　　代表者氏名　東　靖士

　　変更年月日　令和２年11月９日

11 　指 定 番 号　第1513号

　　氏名又は名称　株式会社双管

　　住　　　　所　（新） 東京都調布市下石原一丁目32

番地１

　　　　　　　　　（旧） 東京都調布市佐須町二丁目１

番地６

　　代表者氏名　吉田　寿美雄

　　変更年月日　令和３年11月25日

　　　───────────────────
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川崎市上下水道局告示第64号

　　　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者

　　　の廃止について

　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成

10年川崎市水道局規程第３号）第６条の規定に基づき、

次の指定給水装置工事事業者の指定の廃止を行いました

ので、同規程第９条第３号の規定により告示します。

　　令和３年12月22日

 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

１ 　指 定 番 号　第832号

　　氏名又は名称　日本水理株式会社東京本部

　　住　　　　所　東京都中央区八丁堀一丁目９番６号

　　代表者氏名　小久保　圭子

　　廃止年月日　令和３年９月29日

２ 　指 定 番 号　第1054号

　　氏名又は名称　喜丸工業有限会社

　　住　　　　所　横浜市戸塚区戸塚町4577番地

　　代表者氏名　松澤　静江

　　廃止年月日　令和３年８月13日

３ 　指 定 番 号　第1675号

　　氏名又は名称　株式会社ザイマックスアルファ

　　住　　　　所　東京都中央区築地一丁目13番10号

　　代表者氏名　吉本　健二

　　廃止年月日　令和３年10月31日

上 下 水 道 局 公 告

川崎市上下水道局公告第103号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年12月21日

 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和３年度マンホールポンプ所整備工事

履行場所 川崎市中原区井田２－３－３地先ほか

履行期間 契約の日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　機械器具設置工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「機械器具設置」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和４年１月20日午後２時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和３年度入江崎余熱利用プール設備整備工事

履行場所 川崎市川崎区塩浜３－24－12

履行期間 契約の日から令和４年３月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　機械器具設置工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「機械器具設置」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和４年１月20日　午後２時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 上小田中７丁目150mm・100mm配水管布設替工事

履行場所
自：中原区上小田中７－６－19先

至：中原区上小田中７－８－１先　ほか４件

履行期間 契約の日から275日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　川崎市川崎区、幸区又は中原区内に本社を有すること。

⑹ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク「Ａ」

で登録されていること。
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参 加 資 格

⑺ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑽ 　監理技術者資格者証（業種「水道施設」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　※ 　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません。

　　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000

万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　 　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理

技術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）

未満となった場合は専任を要しません。

　　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞ

れの現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年１月24日　午後１時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 菅北浦地区下水枝線第58号工事

履行場所 川崎市多摩区菅北浦２丁目地内

履行期間 契約の日から285日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※ 　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システ

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」種目「下水道開削」ラン

ク「Ａ」で登録されていること。

⑹ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
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参 加 資 格

⑻ 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は

特定建設業の許可を要しません。

⑼ 　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

　※ 　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなり

ません。

　 　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　 　本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は監理技

術者を要しません。また、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未

満となった場合は専任を要しません。

　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年１月24日　午後１時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市上下水道局公告第104号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年12月21日

 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和３年度入江崎水処理センターほか脱臭設備点検整備業務委託

履行場所 川崎市川崎区塩浜３－17－１ほか

履行期間 令和４年３月18日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「施設維持管理」、種目「電気・機械設備

保守点検」で登録されている者

⑷ 　平成18年４月１日以降に、国、地方公共団体又は地方公共法人が発注した下水道施設における

脱臭設備点検整備（脱臭剤交換業務を含む）、又は脱臭設備製作・据付（脱臭剤納入を含む）の元

請けとしての履行完了実績を有すること。

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年１月18日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要
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入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託

契約（公契約）に該当します。

特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定めます。

　詳しくは、川崎市契約条例、川崎市上下水道局契約規程及び川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の「入札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和３年度　多摩区下水幹枝線実施設計委託第11号

履行場所 川崎市多摩区地内

履行期間 令和５年３月15日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」種目「下水道部門」

で登録されている者

⑷ 　平成18年度以降に契約した、次の実施設計業務委託について、元請けとしての履行完了実績を

ＴＥＣＲＩＳにより確認できること。

　ア 　国、地方公共団体又は地方公共法人が発注した、耐震実施設計（レベル1, ２）業務を含む、

下水道管きょのシールド工法に係わる実施設計（詳細設計）業務委託

　イ 　国、地方公共団体又は地方公共法人が発注した、下水道施設（ポンプ場又は処理場）に係わ

る実施設計業務委託

⑸ 　次の要件を満たす者を配置できること。なお、エとオは兼務できない。また、ア～オは、受注

者との間で直接的かつ恒常的に３箇月以上の雇用関係（在籍出向者、派遣社員、契約社員は、直

接的かつ恒常的な雇用関係にあるとはいえません。）があることが必要。

　ア　技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）の資格を有する者

　イ　技術士（建設部門：トンネル）又はＲＣＣＭ（トンネル部門）の資格を有する者

　ウ 　技術士（建設部門：鋼構造及びコンクリート）又はＲＣＣＭ（鋼構造及びコンクリート部門）

の資格を有する者

　エ 　業務責任者は、技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）の資格、技術士（上下水道

部門：下水道）の資格又は下水道法に規定された資格のいずれかを有する者

　オ 　照査技術者は、技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）、技術士（上下水道部門：下

水道）又はＲＣＣＭ（下水道部門）のいずれかの資格を有する者

契約条項を

示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）

電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年１月20日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。



（第1,834号）令和４年(2022年)１月11日 川 崎 市 公 報

－94－

上 下 水 道 局 公 告（ 調 達 ）

川崎市上下水道局公告（調達）第１号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和４年１月11日

 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　購入物品及び数量

　　ア 　長沢浄水場で使用する電気（単価契約）

　　　　予定使用電力量　4,278,063キロワット時

　　イ 　潮見台配水所で使用する電気（単価契約）

　　　　予定使用電力量　2,974,612キロワット時

　　ウ 　生田浄水場で使用する電気（単価契約）

　　　　予定使用電力量　9,831,420キロワット時

　　エ 　平間配水所で使用する電気（単価契約）

　　　　予定使用電力量　2,370,530キロワット時

　　オ 　鷺沼配水所で使用する電気（単価契約）

　　　　予定使用電力量　3,240,519キロワット時

　　カ 　 入江崎総合スラッジセンターで使用する電気

（単価契約）

　　　　予定使用電力量　23,628,130キロワット時

　　キ 　入江崎水処理センターで使用する電気

　　　　（単価契約）

　　　　予定使用電力量　22,519,400キロワット時

　　ク 　加瀬水処理センターで使用する電気（単価契約）

　　　　予定使用電力量　12,204,996キロワット時

　　ケ 　等々力水処理センターで使用する電気

　　　　（単価契約）

　　　　予定使用電力量　25,903,008キロワット時

　　コ 　麻生水処理センターで使用する電気（単価契約）

　　　　予定使用電力量　5,825,937キロワット時

　　サ 　戸手ポンプ場ほかで使用する電気（単価契約）

　　　　予定使用電力量　4,604,572キロワット時

　　シ　小向ポンプ場ほかで使用する電気（単価契約）

　　　　予定使用電力量　2,857,416キロワット時

　⑵ 　購入物品の特質等

　　　仕様書によります。

　⑶ 　納入場所

　　　仕様書によります。

　⑷ 　納入期間

　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

　⑸ 　本案件は、紙入札方式で行います。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　電気事業法第２条の２の規定に基づき小売電気事

業者として登録を受けた者であること。

　⑵ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく

資格停止期間中でないこと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市製造の

請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「その他

の物品販売」のうち種目「電気供給」に登載されて

おり、ランク「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付けされ

ていること。

　　 　なお、有資格業者名簿に登載のない者（入札参加

業種・種目に登載のない者を含む。）は、財政局資

産管理部契約課で所定の様式により、資格審査申請

を令和４年１月25日までに行ってください。

　⑸ 　川崎市環境配慮電力入札実施要綱（平成20年10月

１日制定）第４条第２項に基づき、Ａランク又はＢ

ランクに格付けされていること。

３ 　入札説明書等の閲覧及び交付

　　次により入札説明書等を閲覧することができます。

　　また、希望者には無償で交付します。

　⑴ 　場所　川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

　　　　　　〒210－8577

　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　明治安田生命ビル13階

　　　　　　電話　044－200－2093

　⑵ 　期間　 令和４年１月11日（公告日）から令和４年

１月25日（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　　　　　　 午前８時30分から正午、午後１時から午後

５時

４ 　競争入札参加申込書等の配布、提出及び問い合わせ

先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により１⑴の購

入物品ごとにそれぞれ競争入札参加の申込みをしなけ

ればなりません。

　⑴ 　配布

　　 　競争入札参加申込書等は、インターネットからダ

ウンロードすることができます（「入札情報かわさ

き」の「入札情報」物品の欄の「上下水道局入札公

表」の中にあります。）。ダウンロードができない場

合には、３⑵の期間に、３⑴の場所で配布します。

　⑵ 　提出期間及び場所

　　 　競争入札参加申込書及び５の書類は、３⑴の場所

に、３⑵の期間中に提出してください。

　　 　なお、競争入札参加申込書及び５の書類の郵送に

よる提出は認めません。

　⑶ 　問い合わせ先

　　　川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係
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　　　担当　下山

　　　電話　044－200－2093

５ 　競争入札参加希望者に求められる義務

　 　この入札に参加を希望する者は、仕様書に定められ

た条件を満たす購入物品を確実に納入できることを証

明する書類（小売電気事業の登録の通知の写し）を提

出しなければなりません。

　 　また、提出された書類に関し、説明を求められたと

きはこれに応じなければなりません。提出された書類

を審査した結果、この購入物品を確実に納入すること

ができると認められた者に限り入札に参加することが

できます。

６ 　仕様書作成担当者

　⑴ 　長沢浄水場で使用する電気（単価契約）

　　　川崎市上下水道局長沢浄水場浄水課　担当　大槻

　　　電話　044－911－2022

　⑵ 　潮見台配水所で使用する電気（単価契約）

　　　川崎市上下水道局水管理センター水道施設管理課

　　　担当　小串

　　　電話　044－900－9710

　⑶ 　生田浄水場で使用する電気（単価契約）

　　　川崎市上下水道局長沢浄水場生田浄水場

　　　担当　土方

　　　電話　044－944－2131

　⑷ 　平間配水所で使用する電気（単価契約）

　　　川崎市上下水道局水管理センター水道施設管理課

　　　担当　小串

　　　電話　044－900－9710

　⑸ 　鷺沼配水所で使用する電気（単価契約）

　　　川崎市上下水道局水管理センター水運用センター

　　　担当　長田

　　　電話　044－866－0335

　⑹ 　入江崎総合スラッジセンターで使用する電気

　　　（単価契約）

　　　川崎市上下水道局下水道部下水道管理課

　　　担当　島田

　　　電話　044－200－0351

　⑺ 　入江崎水処理センターで使用する電気（単価契約）

　　　川崎市上下水道局下水道部下水道管理課

　　　担当　島田

　　　電話　044－200－0351

　⑻ 　加瀬水処理センターで使用する電気（単価契約）

　　　川崎市上下水道局下水道部下水道管理課

　　　担当　島田

　　　電話　044－200－0351

　⑼ 　等々力水処理センターで使用する電気（単価契約）

　　　川崎市上下水道局下水道部下水道管理課

　　　担当　島田

　　　電話　044－200－0351

　⑽ 　麻生水処理センターで使用する電気（単価契約）

　　　川崎市上下水道局下水道部下水道管理課

　　　担当　島田

　　　電話　044－200－0351

　⑾ 　戸手ポンプ場ほかで使用する電気（単価契約）

　　　川崎市上下水道局下水道部下水道管理課

　　　担当　島田

　　　電話　044－200－0351

　⑿ 　小向ポンプ場ほかで使用する電気（単価契約）

　　　川崎市上下水道局下水道部下水道管理課

　　　担当　島田

　　　電話　044－200－0351

７ 　仕様書に関する質問、回答

　⑴ 　質問

　　 　次により仕様書の内容に関し、質問することがで

きます。

　　 　なお、仕様書以外の質問は受け付けません。質問

することができる方は、入札参加申込を済ませた方

に限ります。また、入札参加者以外へは回答しませ

んので御注意ください。

　　ア 　質問書の取得方法

　　　 　質問書は、４⑴と同様の方法により取得できま

す。

　　イ 　質問書の提出方法

　　　 　次の期間に上記３⑴の場所に質問書を持参する

か、指定の電子メールアドレスあてにＷｏｒｄ形

式のまま送付してください。

　　　 　なお、質問書をメールにて送付した場合は、そ

の旨を上記４⑶の担当まで御連絡ください。

　　　　提出期間

　　　　令和４年１月11日（公告日）～令和４年１月25日

　　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　　　　午前８時30分～正午、午後１時～午後５時

　　　　電子メールアドレス

　　　　23keiyak@city.kawasaki.jp

　　　 　質問書は、川崎市ホームページ（「入札情報か

わさき」の「共通ダウンロードコーナー」の「入

札参加手続関係」）に掲載している「質問書（一

般競争入札用）」からもダウンロードできます。

　　　 　また、持参により質問書を提出する場合には、

紙の質問書と併せて、電子媒体（ＣＤ－Ｒ）にＷ

ｏｒｄ形式のまま保存した質問書を提出してくだ

さい。（どちらか一方の場合には、質問を受け付

けません。）

　　　 　また、質問書の郵送による提出は認めません。

　⑵ 　質問に対する回答

　　 　回答については、入札参加者から質問が提出され
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た場合にのみ、全ての質問及び回答を一覧表にした

質問回答書（ＰＤＦファイル）を、入札参加資格が

あると認められた入札参加者に対して、８の確認通

知書の交付日に確認通知書と一緒に添付して交付し

ます。

　　 　なお、回答後の再質問は受付をいたしません。

８ 　確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、令和３・４

年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の「物品」の

委任先メールアドレスに、令和４年２月９日までに確

認通知書を送付します。

　 　また、当該メールアドレスを登録していない者に

は、令和４年２月９日の午前９時から正午までの間に

３⑴の場所において確認通知書を交付します。

９ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、開札前

に次のいずれかに該当するときは、この入札に参加す

ることができません。

　⑴ 　この公告に定める資格要件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽の記

載をしたとき。

10 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　１⑴の購入物品ごとにそれぞれ入札に付すことと

し、入札金額は予定使用電力量に対する総価で行い

ます。

　　 　なお、契約は、総価の基礎となった明細内訳書の

各単価で締結します。

　　ア 　持参による入札の場合

　　（ア）入札書の提出日時

　　　　　令和４年２月24日　午前10時30分

　　（イ）入札書の提出場所

　　　　　砂子平沼ビル７階入札室

　　　　　（川崎市川崎区砂子１－７－４）

　　イ 　郵送（書留郵便に限る。）による入札の場合

　　（ア）入札書の提出期限　令和４年２月21日　必着

　　（イ）入札書の提出先　　３⑴に同じ。

　⑵ 　開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和４年２月24日　午前10時30分

　　　　　　　 １⑴アからシまでの購入物品の開札を同

時に行います。

　　イ 　場所　砂子平沼ビル７階入札室

　　　　　　　（川崎市川崎区砂子１－７－４）

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市上下水道局契約規程第14条の規定に基づい

て作成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格を

もって有効な入札を行った者を落札者とします。た

だし、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあ

ります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行

った入札及び川崎市上下水道局において定める川崎

市上下水道局競争入札参加者心得で無効と定める入

札は、これを無効とします。

11 　契約の手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10パーセントとします。ただし、川崎

市上下水道局契約規程第33条各号のいずれかに該当

する場合は、免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市上下水道局契約規程、川

崎市上下水道局競争入札参加者心得等は、３⑴の場

所において閲覧できます。

12 　契約締結後の提出書類

　 　この契約締結後、一般送配電事業者と「接続供給契

約」、「事故時補給契約」等の電力バックアップ契約を

締結し、契約書の写しを提出してください。ただし、

東京電力エナジーパートナー株式会社がこの契約の相

手方となった場合には、不要とします。

13 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、

川崎市上下水道局契約規程、川崎市上下水道局競争

入札参加者心得等の定めるところによります。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

会定例会における本調達に係る予算の可決により生

じます。

14 　Summary

　⑴ 　 Nature and quantity of the products to be 

purchased:

　　ａ　Electricity 4,278,063kWh to use

　　　　at Nagasawa Purification Plant

　　ｂ　Electricity 2,974,612kWh to use

　　　　at Shiomidai Regulating Reservoir

　　ｃ　 Electricity 9,831,420kWh to use at Ikuta 

Purification Plant

　　ｄ　Electricity 2,370,530kWh to use

　　　　at Hirama Regulating Reservoir
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　　ｅ　Electricity 3,240,519kWh to use

　　　　at Saginuma Regulating Reservoir

　　ｆ　 Electricity 23,628,130kWh to use at 

Iriezaki Sludge Treatment Center

　　ｇ　 Electricity 22,519,400kWh to use at 

Iriezaki Wastewater Treatment Center

　　ｈ　 Electricity 12,204,996kWh to use at Kase 

Wastewater Treatment Center

　　ｉ　 Electricity 25,903,008kWh to use at 

Todoroki Wastewater Treatment Center

　　ｊ　 Electricity 5,825,937kWh to use at Asao 

Wastewater Treatment Center

　　ｋ　 Electricity 4,604,572kWh to use at Tode 

Pumping Station and others

　　ｌ　 Electricity 2,857,416kWh to use at Komukai 

Pumping Station and others

　⑵ 　Time limit for tender:

　　ａ　Direct delivery

　　　　10:30A.M. 24 February,2022

　　ｂ　By mail

　　　　21 February,2022

　⑶ 　Contact point for the notice:

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　Contract Section

　　　Property Administration

　　　Department

　　　Finance Bureau

　　　1 Miyamoto-cho,Kawasaki-ku

　　　Kawasaki,Kanagawa

　　　210-8577,Japan

　　　TEL:044-200-2093

　⑷ 　Language: 

　　　Japanese is the only language 

　　　used in all the contract 

　　　procedures

　　　───────────────────

川崎市上下水道局公告（調達）第２号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和４年１月11日

 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　購入物品及び数量

　　　自動車賃貸借14台一式（Ｗキャブ）

　⑵ 　購入物品の特質等

　　　仕様書によります。

　⑶ 　納入場所

　　　仕様書によります。

　⑷ 　賃貸借期間

　　　令和４年12月１日～令和11年11月30日

　⑸ 　本案件は、電子入札案件です。競争入札参加希望

者は本市の電子入札システムにより競争入札参加申

込みを行ってください。ただし、提出期限までに本

市の電子入札システムの利用者登録ができない場合

は、紙入札方式に代えることができます。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく

資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市製造の

請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「リー

ス」のうち種目「車両」に登載されており、かつ、

ランク「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付けされている

こと。

　　 　なお、有資格業者名簿に登載のない者（入札参加

業種・種目に登載のない者を含む。）は、財政局資

産管理部契約課で所定の様式により、資格審査申請

を令和４年１月25日までに行ってください。

３ 　入札説明書等の閲覧及び交付

　 　入札説明書等は、インターネットからダウンロード

することができます（「入札情報かわさき」の「入札

情報」物品の欄の「上下水道局入札公表」の中にあり

ます。）。

　 　また、次により入札説明書等を閲覧することができ

ます。

　　なお、希望者には次により無償で交付します。

　⑴ 　場所　川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

　　　　　　〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　明治安田生命ビル13階

　　　　　　電話　044－200－2093

　⑵ 　期間　 令和４年１月11日（公告日）～令和４年１

月25日

　　　　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　　　　　　午前８時30分～正午、午後１時～午後５時

４ 　競争入札参加申込書等の配布、提出及び問い合わせ

先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布

　　 　競争入札参加申込書等は、インターネットからダ

ウンロードすることができます（「入札情報かわさ

き」の「入札情報」物品の欄の「上下水道局入札公

表」の中にあります。）。ダウンロードができない場
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合には、３⑵の期間に、３⑴の場所で配布します。

　⑵ 　提出期間及び場所

　　 　競争入札参加申込書及び５の書類は、電子入札シ

ステムにより次の期間に提出してください。

　　　提出期間

　　　令和４年１月11日（公告日）～令和４年１月25日

　　　午前８時から午後８時まで

　　 　競争入札参加申込手順の詳細については、川崎市

ホームページ（「入札情報かわさき」の「共通ダウ

ンロードコーナー」の上下水道局「入札参加手続関

係」）に掲載している「電子入札操作説明書（入札

システム操作方法）」を御覧ください。

　　 　ただし、電子入札システムによりがたい者は、３

⑴の場所に３⑵の期間中に競争入札参加申込書を提

出してください。

　　 　なお、競争入札参加申込書の郵送による提出は認

めません。

　⑶ 　問い合せ先

　　　川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

　　　担当　下山

　　　電話　044－200－2093

５ 　競争入札参加希望者に求められる義務

　 　この入札に参加を希望する者は、仕様書に定められ

た条件を満たす購入物品を確実に納入できることを証

明する次の書類を、競争入札参加の申込時に提出しな

ければなりません。

　・納入物品のカタログ等

　　（調達予定車種がわかるように目印等を入れること。）

　　 　また、提出された書類に関し、説明を求められた

ときはこれに応じなければなりません。提出された

書類を審査した結果、この物品のリース及び役務を

確実に履行することができると認められた者に限

り、入札に参加することができます。（ただし、仕

様書に定められた条件を満たす物品のリース及び役

務を確実に履行できることを証明する書類等の提出

後に納入予定のリース物品に変更が生じる場合は、

４⑶の場所に事前連絡の上、令和４年２月16日まで

に６の担当課の承認を得ることとします。その結

果、担当課の承認を得られなかった者の入札は無効

とします。）

６ 　仕様書作成担当者

　　川崎市上下水道局総務部管財課　担当　三浦

　　電話　044－200－2875

７ 　仕様書に関する質問、回答

　⑴ 　質問

　　 　次により仕様書の内容に関し、質問することがで

きます。

　　　なお、仕様書以外の質問は受け付けません。

　　 　質問することができる方は、入札参加申込を済ま

せた方に限ります。

　　 　また、入札参加者以外からの質問には回答しませ

んので御注意ください。

　　ア 　電子入札システムによる質問方法

　　　 　電子入札システムによる質問は、次の期間に提

出（入力）してください。

　　　　提出（入力）期間

　　　　令和４年１月11日（公告日）～令和４年１月25日

　　　　午前８時～午後８時

　　　 　質問の入力方法の詳細については、「入札情報

かわさき」の「共通ダウンロードコーナー」の上

下水道局「入札参加手続関係」に掲げる「電子入

札システム質問回答機能操作方法」を参照してく

ださい。

　　イ 　質問書の提出方法

　　　 　電子入札システムによりがたい者は、次の期間

に上記３⑴の場所に質問書を持参するか、指定の

電子メールアドレスあてにＷｏｒｄ形式のまま送

付してください。

　　　 　なお、質問書をメールにて送付した場合は、そ

の旨を上記４⑶の担当まで御連絡ください。

　　　　提出期間

　　　　令和４年１月11日（公告日）～令和４年１月25日

　　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　　　　午前８時30分～正午、午後１時～午後５時

　　　　電子メールアドレス

　　　　23keiyak@city.kawasaki.jp

　　　 　質問書は、川崎市ホームページ（「入札情報か

わさき」の「共通ダウンロードコーナー」の上下

水道局「入札参加手続関係」）に掲載している「質

問書（一般競争入札用）」からもダウンロードで

きます。

　　　 　また、持参により質問書を提出する場合には、

紙の質問書と併せて、電子媒体（ＣＤ－Ｒ）にＷ

ｏｒｄ形式のまま保存した質問書を提出してくだ

さい。（どちらか一方の場合には、質問を受け付

けません。）

　　　　なお、質問書の郵送による提出は認めません。

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日時

　　　　令和４年２月９日　午前９時まで

　　イ 　回答方法

　　　 　回答については、入札参加者から質問が提出さ

れた場合にのみ、全ての質問及び回答を一覧表に

した質問回答書（ＰＤＦファイル）を「入札情報

かわさき」の「仕様書等ダウンロード」に掲載し

ます。
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　　　 　なお、質問がなかった場合には、通知・掲載は

いたしません。

　　　 　質問回答書は、入札参加資格があると認められ

た入札参加者が確認通知書を受信後に閲覧又は取

得できます。取得方法については、「入札情報か

わさき」の「共通ダウンロードコーナー」の上下

水道局「入札参加手続関係」の欄の「電子入札シ

ステム質問回答機能操作方法」を御覧ください。

　　　 　また、回答後に再質問は受け付けません。

８ 　確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、令和３・４

年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の「物品」の

委任先メールアドレスに、令和４年２月９日までに確

認通知書を送付します。

　 　また、当該委任先のメールアドレスを登録していな

い者には、令和４年２月９日の正午までの間に、３⑴

の場所において確認通知書を交付します。

９ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、開札前

に次のいずれかに該当するときは、この入札に参加す

ることができません。

　⑴ 　この公告に定める資格要件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽の記

載をしたとき。

10 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　　入札金額は総価で行います。

　　ア 　電子入札システムによる入札の場合

　　　　令和４年２月22日　午前９時30分

　　イ 　持参による入札の場合

　　（ア）入札書の提出日時

　　　　　令和４年２月22日　午前10時30分

　　（イ）入札書の提出場所

　　　　　砂子平沼ビル７階入札室

　　　　　（川崎市川崎区砂子１－７－４）

　　ウ 　郵送（書留郵便に限る。）による入札の場合

　　（ア）入札書の提出期限　令和４年２月17日必着

　　（イ）入札書の提出先　　３⑴に同じ。

　⑵ 　開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和４年２月22日　午前10時30分

　　イ 　場所　砂子平沼ビル７階入札室

　　　　　　　（川崎市川崎区砂子１－７－４）

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市上下水道局契約規程第14条の規定に基づい

て作成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格を

もって有効な入札を行った者を落札者とします。た

だし、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあ

ります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行

った入札及び川崎市上下水道局において定める川崎

市上下水道局競争入札参加者心得で無効と定める入

札は、これを無効とします。

11 　契約の手続等

　　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10パーセントとします。ただし、川崎

市上下水道局契約規程第33条各号のいずれかに該当

する場合は、免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市上下水道局契約規程、川

崎市上下水道局競争入札参加者心得等は、３⑴の場

所において閲覧できます。

12 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、

川崎市上下水道局契約規程、川崎市上下水道局競争

入札参加者心得等の定めるところによります。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

会定例会における本調達に係る予算の議決を要しま

す。

13 　Summary

　⑴ 　Nature of the products to be leased:

　　　 14 Cars leasing contract complete set 

(Double Cabin)

　⑵ 　Time limit for tender:

　　ａ　By electronic bidding system

　　　　9:30A.M. 22 February 2022

　　ｂ　Direct delivery

　　　　10:30A.M.  22 February 2022

　　ｃ　By mail

　　　17 February 2022

　⑶ 　Contract point for the notice:

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　Contract Section

　　　Property Administration Department

　　　Finance Bureau

　　　 1 Miyamoto-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki-city, 

Kanagawa
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　　　210-8577,Japan

　　　TEL:044-200-2093

　⑷ 　Language: 

　　　 Japanese is the only language used in all 

the contract procedures.

　　　───────────────────

川崎市上下水道局公告（調達）第３号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　　令和４年１月11日

 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　購入物品及び数量

　　　令和４年度仮想化統合基盤賃貸借一式

　⑵ 　購入物品の特質等

　　　仕様書によります。

　⑶ 　納入場所

　　　仕様書によります。

　⑷ 　納入期間

　　　仕様書によります。

　⑸ 　本案件は、電子入札案件です。競争入札参加希望

者は本市の電子入札システムにより競争入札参加申

込みを行ってください。ただし、提出期限までに本

市の電子入札システムの利用者登録ができない場合

は、紙入札方式に代えることができます。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく

資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿の業種「リース」のうち種目「事務

用機器」に登載されており、かつ、ランク「Ａ」又

は「Ｂ」の等級に格付けされていること。

　　 　なお、有資格業者名簿に登載のない者（入札参加

業種・種目に登載のない者を含む。）は、財政局資

産管理部契約課で所定の様式により、資格審査申請

を令和４年１月25日までに行ってください。

３ 　入札説明書等の閲覧及び交付

　 　入札説明書等は、インターネットからダウンロード

することができます（「入札情報かわさき」の「入札

情報」物品の欄の「上下水道局入札公表」の中にあり

ます。）。

　 　また、次により入札説明書等を閲覧することができ

ます。

　　なお、希望者には次により無償で交付します。

　⑴ 　場所　川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

　　　　　　〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　明治安田生命ビル13階

　　　　　　電話　044－200－2093

　⑵ 　期間　 令和４年１月11日（公告日）～令和４年１

月25日

　　　　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　　　　　　午前８時30分～正午、午後１時～午後５時

４ 　競争入札参加申込書等の配布、提出及び問い合わせ

先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布

　　 　競争入札参加申込書等は、インターネットからダ

ウンロードすることができます（「入札情報かわさ

き」の「入札情報」物品の欄の「上下水道局入札公

表」の中にあります。）。ダウンロードができない場

合には、３⑵の期間に、３⑴の場所で配布します。

　⑵ 　提出期間及び場所

　　 　競争入札参加申込書及び５の書類は、電子入札シ

ステムにより次の期間に提出してください。

　　　提出期間

　　　令和４年１月11日（公告日）～令和４年１月25日

　　　午前８時から午後８時まで

　　 　競争入札参加申込手順の詳細については、川崎市

ホームページ（「入札情報かわさき」の「共通ダウ

ンロードコーナー」の上下水道局「入札参加手続関

係」）に掲載している「電子入札操作説明書（入札

システム操作方法）」を御覧ください。

　　 　ただし、電子入札システムによりがたい者は、３

⑴の場所に３⑵の期間中に競争入札参加申込書を提

出してください。

　　 　なお、競争入札参加申込書の郵送による提出は認

めません。

　⑶ 　問い合わせ先

　　　川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

　　　担当　下山

　　　電話　044－200－2093

５ 　競争入札参加希望者に求められる義務

　 　この入札に参加を希望する者は、仕様書に定められ

た条件を満たす購入物品を確実に納入できることを証

明する次の書類を、競争入札参加の申込時に提出しな

ければなりません。

　⑴ 　カタログ

　⑵ 　システム機器構成概要図

　⑶ 　納入機器等明細一覧表

　　 　また、提出された書類に関し、説明を求められた

ときはこれに応じなければなりません。提出された
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書類を審査した結果、この物品のリース及び役務を

確実に履行することができると認められた者に限

り、入札に参加することができます。（ただし、仕

様書に定められた条件を満たす物品のリース及び役

務を確実に履行できることを証明する書類等の提出

後に納入予定のリース物品に変更が生じる場合は、

４⑶の問い合わせ先に事前連絡の上、２月16日まで

に６の担当課の承認を得ることとします。その結

果、担当課の承認を得られなかった者の入札は無効

とします。）

６ 　仕様書作成担当者

　　川崎市上下水道局総務部情報管理課　担当　田中

　　電話　044－200－3183

７ 　仕様書に関する質問、回答

　⑴ 　質問

　　 　次により仕様書の内容に関し、質問することがで

きます。

　　 　なお、仕様書以外の質問は受け付けません。

　　 　質問することができる方は、入札参加申込を済ま

せた方に限ります。

　　 　また、入札参加者以外からの質問には回答しませ

んので御注意ください。

　　ア 　電子入札システムによる質問方法

　　　 　電子入札システムによる質問は、次の期間に提

出（入力）してください。

　　　　提出（入力）期間

　　　 　令和４年１月11日（公告日）から令和４年１月

25日

　　　　午前８時～午後８時

　　　 　質問の入力方法の詳細については、「入札情報

かわさき」の「共通ダウンロードコーナー」の上

下水道局「入札参加手続関係」に掲げる「電子入

札システム質問回答機能操作方法」を参照してく

ださい。

　　イ 　質問書の提出方法

　　　 　電子入札システムによりがたい者は、次の期間

に上記３⑴の場所に質問書を持参するか、指定の

電子メールアドレスあてにＷｏｒｄ形式のまま送

付してください。

　　　 　なお、質問書をメールにて送付した場合は、そ

の旨を上記４⑶の担当まで御連絡ください。

　　　　提出期間

　　　 　令和４年１月11日（公告日）から令和４年１月

25日（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　　　　午前８時30分～正午、午後１時～午後５時

　　　　電子メールアドレス

　　　　23keiyak@city.kawasaki.jp

　　　 　質問書は、川崎市ホームページ（「入札情報か

わさき」の「共通ダウンロードコーナー」の上下

水道局「入札参加手続関係」）に掲載している「質

問書（一般競争入札用）」からもダウンロードで

きます。

　　　 　また、持参により質問書を提出する場合には、

紙の質問書と併せて、電子媒体（ＣＤ－Ｒ）にＷ

ｏｒｄ形式のまま保存した質問書を提出してくだ

さい。（どちらか一方の場合には、質問を受け付

けません。）

　　　 　なお、質問書の郵送による提出は認めません。

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日時

　　　　令和４年２月９日　午前９時まで

　　イ 　回答方法

　　　 　回答については、入札参加者から質問が提出さ

れた場合にのみ、全ての質問及び回答を一覧表に

した質問回答書（ＰＤＦファイル）を「入札情報

かわさき」の「仕様書等ダウンロード」に掲載し

ます。

　　　 　なお、質問がなかった場合には、通知・掲載は

いたしません。

　　　 　質問回答書は、入札参加資格があると認められ

た入札参加者が確認通知書を受信後に閲覧又は取

得できます。取得方法については、「入札情報か

わさき」の「共通ダウンロードコーナー」の上下

水道局「入札参加手続関係」の欄の「電子入札シ

ステム質問回答機能操作方法」を御覧ください。

　　　 　また、回答後に再質問は受け付けません。

８ 　確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、令和３・４

年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の「物品」の

委任先メールアドレスに、令和４年２月９日までに確

認通知書を送付します。

　 　また、当該委任先のメールアドレスを登録していな

い者には、令和４年２月９日の午前９時から正午まで

の間に３⑴の場所において確認通知書を交付します。

９ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、開札前

に次のいずれかに該当するときは、この入札に参加す

ることができません。

　⑴ 　この公告に定める資格要件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽の記

載をしたとき。

10 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　　総価で行います。

　　ア 　電子入札システムによる入札の場合
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　　　　入札書の提出期限　令和４年２月22日

　　　　　　　　　　　　　午前９時30分

　　イ 　持参による入札の場合

　　（ア）入札書の提出日時　令和４年２月22日

　　　　　　　　　　　　　　午前10時30分

　　（イ）入札書の提出場所　砂子平沼ビル７階入札室

　　　　　　　　　　　　　　 （川崎市川崎区砂子１－

７－４）

　　ウ 　郵送（書留郵便に限る。）による入札の場合

　　（ア）入札書の提出期限　令和４年２月17日必着

　　（イ）入札書の提出先　　３⑴に同じ。

　⑵ 　開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和４年２月22日　午前10時30分

　　イ 　場所　砂子平沼ビル７階入札室

　　　　　　　（川崎市川崎区砂子１－７－４）

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市上下水道局契約規程第14条の規定に基づい

て作成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格を

もって有効な入札を行った者を落札者とします。た

だし、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあ

ります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行

った入札及び川崎市上下水道局において定める川崎

市上下水道局競争入札参加者心得で無効と定める入

札は、これを無効とします。

11 　契約の手続等

　　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10パーセントとします。ただし、川崎

市上下水道局契約規程第33条各号のいずれかに該当

する場合は、免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市上下水道局契約規程、川

崎市上下水道局競争入札参加者心得等は、３⑴の場

所において閲覧できます。

12 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、

川崎市上下水道局契約規程、川崎市上下水道局競争

入札参加者心得等の定めるところによります。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

会定例会における本調達に係る予算の議決を要しま

す。

13 　Summary

　⑴ 　A virtual infrastructure lease in FY 2022

　⑵ 　Time limit for tender:

　　ａ　By electronic bidding system

　　　　9:30A.M. 22 February 2022

　　ｂ　Direct delivery

　　　　10:30A.M. 22 February 2022

　　ｃ　By mail

　　　　17 February 2022

　⑶ 　Contract point for the notice:

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　Contract Section

　　　Property Administration Department

　　　Finance Bureau

　　　 1 Miyamoto-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki-city, 

Kanagawa

　　　210-8577,Japan

　　　TEL:044-200-2093

　⑷ 　Language: 

　　　 Japanese is the only language used in all 

the contract procedures.

　　　───────────────────

川崎市上下水道局公告（調達）第４号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和４年１月11日

 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　購入物品及び数量

　　　レーザープリンタ等77台賃貸借一式

　⑵ 　購入物品の特質等

　　　仕様書によります。

　⑶ 　納入場所

　　　仕様書によります。

　⑷ 　納入期間

　　　仕様書によります。

　⑸ 　本案件は、電子入札案件です。競争入札参加希望

者は本市の電子入札システムにより競争入札参加申

込みを行ってください。ただし、提出期限までに本

市の電子入札システムの利用者登録ができない場合

は、紙入札方式に代えることができます。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく

資格停止期間中でないこと。
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　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿の業種「リース」のうち種目「事務

用機器」に登載されており、かつ、ランク「Ａ」又

は「Ｂ」の等級に格付けされていること。

　　 　なお、有資格業者名簿に登載のない者（入札参加

業種・種目に登載のない者を含む。）は、財政局資

産管理部契約課で所定の様式により、資格審査申請

を令和４年１月25日までに行ってください。

３ 　入札説明書等の閲覧及び交付

　 　入札説明書等は、インターネットからダウンロード

することができます（「入札情報かわさき」の「入札

情報」物品の欄の「上下水道局入札公表」の中にあり

ます。）。

　 　また、次により入札説明書等を閲覧することができ

ます。

　　なお、希望者には次により無償で交付します。

　⑴ 　場所　川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

　　　　　　〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　明治安田生命ビル13階

　　　　　　電話　044－200－2093

　⑵ 　期間　 令和４年１月11日（公告日）～令和４年１

月25日

　　　　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　　　　　　午前８時30分～正午、午後１時～午後５時

４ 　競争入札参加申込書等の配布、提出及び問い合わせ

先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布

　　 　競争入札参加申込書等は、インターネットからダ

ウンロードすることができます（「入札情報かわさ

き」の「入札情報」物品の欄の「上下水道局入札公

表」の中にあります。）。ダウンロードができない場

合には、３⑵の期間に、３⑴の場所で配布します。

　⑵ 　提出期間及び場所

　　 　競争入札参加申込書及び５の書類は、電子入札シ

ステムにより次の期間に提出してください。

　　　提出期間

　　　令和４年１月11日（公告日）～令和４年１月25日

　　　午前８時から午後８時まで

　　 　競争入札参加申込手順の詳細については、川崎市

ホームページ（「入札情報かわさき」の「共通ダウ

ンロードコーナー」の上下水道局「入札参加手続関

係」）に掲載している「電子入札操作説明書（入札

システム操作方法）」を御覧ください。

　　 　ただし、電子入札システムによりがたい者は、３

⑴の場所に３⑵の期間中に競争入札参加申込書を提

出してください。

　　 　なお、競争入札参加申込書の郵送による提出は認

めません。

　⑶ 　問い合わせ先

　　　川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

　　　担当　下山

　　　電話　044－200－2093

５ 　競争入札参加希望者に求められる義務

　 　この入札に参加を希望する者は、仕様書に定められ

た条件を満たす購入物品を確実に納入できることを証

明する次の書類を、競争入札参加の申込時に提出しな

ければなりません。

　⑴ 　カタログ（調達予定機種がわかるように目印等を

入れること）

　⑵ 　機器仕様及び機器明細一覧表

　　 　また、提出された書類に関し、説明を求められた

ときはこれに応じなければなりません。提出された

書類を審査した結果、この物品のリース及び役務を

確実に履行することができると認められた者に限

り、入札に参加することができます。（ただし、仕

様書に定められた条件を満たす物品のリース及び役

務を確実に履行できることを証明する書類等の提出

後に納入予定のリース物品に変更が生じる場合は、

４⑶の問い合わせ先に事前連絡の上、２月16日まで

に６の担当課の承認を得ることとします。その結

果、担当課の承認を得られなかった者の入札は無効

とします。）

６ 　仕様書作成担当者

　　川崎市上下水道局総務部情報管理課　担当　森本

　　電話　044－200－3183

７ 　仕様書に関する質問、回答

　⑴ 　質問

　　 　次により仕様書の内容に関し、質問することがで

きます。

　　　なお、仕様書以外の質問は受け付けません。

　　 　質問することができる方は、入札参加申込を済ま

せた方に限ります。

　　 　また、入札参加者以外からの質問には回答しませ

んので御注意ください。

　　ア 　電子入札システムによる質問方法

　　　 　電子入札システムによる質問は、次の期間に提

出（入力）してください。

　　　　提出（入力）期間

　　　　令和４年１月11日（公告日）～令和４年１月25日

　　　　午前８時～午後８時

　　　 　質問の入力方法の詳細については、「入札情報

かわさき」の「共通ダウンロードコーナー」の上
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下水道局「入札参加手続関係」に掲げる「電子入

札システム質問回答機能操作方法」を参照してく

ださい。

　　イ 　質問書の提出方法

　　　 　電子入札システムによりがたい者は、次の期間

に上記３⑴の場所に質問書を持参するか、指定の

電子メールアドレスあてにＷｏｒｄ形式のまま送

付してください。

　　　 　なお、質問書をメールにて送付した場合は、そ

の旨を上記４⑶の担当まで御連絡ください。

　　　　提出期間

　　　　令和４年１月11日（公告日）～令和４年１月25日

　　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　　　　午前８時30分～正午、午後１時～午後５時

　　　　電子メールアドレス

　　　　23keiyak@city.kawasaki.jp

　　　 　質問書は、川崎市ホームページ（「入札情報か

わさき」の「共通ダウンロードコーナー」の「入

札参加手続関係」）に掲載している「質問書（一

般競争入札用）」からもダウンロードできます。

　　　 　また、持参により質問書を提出する場合には、

紙の質問書と併せて、電子媒体（ＣＤ－Ｒ）にＷ

ｏｒｄ形式のまま保存した質問書を提出してくだ

さい。（どちらか一方の場合には、質問を受け付

けません。）

　　　　なお、質問書の郵送による提出は認めません。

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日時

　　　　令和４年２月９日　午前９時まで

　　イ 　回答方法

　　　 　回答については、入札参加者から質問が提出さ

れた場合にのみ、全ての質問及び回答を一覧表に

した質問回答書（ＰＤＦファイル）を「入札情報

かわさき」の「仕様書等ダウンロード」に掲載し

ます。

　　　 　なお、質問がなかった場合には、通知・掲載は

いたしません。

　　　 　質問回答書は、入札参加資格があると認められ

た入札参加者が確認通知書を受信後に閲覧又は取

得できます。取得方法については、「入札情報か

わさき」の「共通ダウンロードコーナー」の上下

水道局「入札参加手続関係」の欄の「電子入札シ

ステム質問回答機能操作方法」を御覧ください。

　　　 　また、回答後に再質問は受け付けません。

８ 　確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、令和３・４

年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の「物品」の

委任先メールアドレスに、令和４年２月９日までに確

認通知書を送付します。

　 　また、当該委任先のメールアドレスを登録していな

い者には、令和４年２月９日の午前９時から正午まで

の間に３⑴の場所において確認通知書を交付します。

９ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、開札前

に次のいずれかに該当するときは、この入札に参加す

ることができません。

　⑴ 　この公告に定める資格要件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽の記

載をしたとき。

10 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　　総価で行います。

　　ア 　電子入札システムによる入札の場合

　　　　入札書の提出期限　令和４年２月22日

　　　　　　　　　　　　　午前９時30分

　　イ 　持参による入札の場合

　　（ア）入札書の提出日時　令和４年２月22日

　　　　　　　　　　　　　　午前10時30分

　　（イ）入札書の提出場所　砂子平沼ビル７階入札室

　　　　　　　　　　　　　　 （川崎市川崎区砂子１－

７－４）

　　ウ 　郵送（書留郵便に限る。）による入札の場合

　　（ア）入札書の提出期限　令和４年２月17日必着

　　（イ）入札書の提出先　　３⑴に同じ。

　⑵ 　開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和４年２月22日　午前10時30分

　　イ 　場所　砂子平沼ビル７階入札室

　　　　　　　（川崎市川崎区砂子１－７－４）

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市上下水道局契約規程第14条の規定に基づい

て作成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格を

もって有効な入札を行った者を落札者とします。た

だし、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあ

ります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行

った入札及び川崎市上下水道局において定める川崎

市上下水道局競争入札参加者心得で無効と定める入

札は、これを無効とします。

11 　契約の手続等

　　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10パーセントとします。ただし、川崎
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市上下水道局契約規程第33条各号のいずれかに該当

する場合は、免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市上下水道局契約規程、川

崎市上下水道局競争入札参加者心得等は、３⑴の場

所において閲覧できます。

12 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、

川崎市上下水道局契約規程、川崎市上下水道局競争

入札参加者心得等の定めるところによります。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

会定例会における本調達に係る予算の議決を要しま

す。

13 　Summary

　⑴ 　 The laser printer of 77 units lease in FY 

2022

　⑵ 　Time limit for tender:

　　ａ　By electronic bidding system

　　　　9:30A.M. 22 February 2022

　　ｂ　Direct delivery

　　　　10:30A.M.  22 February 2022

　　ｃ　By mail

　　　　17 February 2022

　⑶ 　Contract point for the notice:

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　Contract Section

　　　Property Administration Department

　　　Finance Bureau

　　　 1 Miyamoto-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki-city, 

Kanagawa

　　　210-8577,Japan

　　　TEL:044-200-2093

　⑷ 　Language: 

　　　 Japanese is the only language used in all 

the contract procedures.

　　　───────────────────

川崎市上下水道局公告（調達）第５号

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和４年１月11日

 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 等々力水処理センター建設土木その40

工事

　⑵ 　履行場所　川崎市中原区宮内３－22－１

　⑶ 　履行期間　契約の日から令和７年３月14日まで

　⑷ 　工事概要　工事設計書による。

　⑸ 　総合評価採用理由

　　 　本工事は、技術的な工夫の余地が小さい工事であ

り、また、施工の確実性を確保するために、入札参

加者の施工能力、施工計画、信頼性・社会性等と入

札価格を一体として評価することが妥当と認められ

ることから、総合評価一般競争入札（簡易型）を採

用します。

　⑹ 　予定価格（税抜）　未定

　⑺ 　本案件は、電子入札案件です。入札参加希望者は

本市の電子入札システムにより競争入札参加申込を

行ってください。ただし、提出期限までに電子入札

システムの利用者登録ができない場合は、紙入札方

式に代えることができます。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

る４者（以下それぞれ「代表者」、「構成員２」、「構成

員３」、「構成員４」という。）により結成されている

共同企業体（以下、「特定ＪＶ」という。）でなければ

なりません。ただし、特定ＪＶの出資割合は、全ての

構成員を10％以上とし、代表者は、他の構成員の割合

を上回らなければいけません。

　⑴ 　全ての構成員に必要な条件

　　ア 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づ

く資格停止期間中でないこと。

　　イ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱によ

る指名停止期間中でないこと。

　　ウ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書

を有していること。

　　エ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿

に業種「土木」で登録されていること。

　　オ 　本工事の一般競争入札参加資格確認申請に当た

って、本工事の他の特定ＪＶの構成員になってい

ないこと。

　⑵ 　特定ＪＶの代表者に必要な条件

　　ア 　令和３・４年度川崎市競争入札参加資格申請時

における経営事項審査の総合評定値通知書におけ

る「土木」の総合評定値が1200点以上であること。

　　イ 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けてい

ること。

　　ウ 　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を

受けた技術者を専任で配置できること。

　　　※ 　当該技術者は落札候補者となった日におい

て、他の工事に従事していない者でなければな

りません（「17　その他」において、別に定め
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る場合は、この限りではありません。）。

　　　 　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現

場までの兼任を可とします。ただし、それぞれの

現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要

します。

　⑶ 　特定ＪＶの構成員２に必要な条件

　　ア 　令和３・４年度川崎市競争入札参加資格申請時

における経営事項審査の総合評定値通知書におけ

る「土木」の総合評定値が1000点以上であること。

　　イ 　土木工事業に係る建設業の許可を受けているこ

と。

　　ウ 　主任技術者（業種「土木」）を専任で配置でき

ること。

　　　※ 　当該技術者は落札候補者となった日におい

て、他の工事に従事していない者でなければな

りません（「17　その他」において、別に定め

る場合は、この限りではありません。）。

　⑷ 　特定ＪＶの構成員３に必要な条件

　　ア 　令和３・４年度川崎市競争入札参加資格申請時

における経営事項審査の総合評定値通知書におけ

る「土木」の総合評定値が1000点以上であること。

　　イ 　土木工事業に係る建設業の許可を受けているこ

と。

　　ウ 　主任技術者（業種「土木」）を専任で配置でき

ること。

　　　※ 　当該技術者は落札候補者となった日におい

て、他の工事に従事していない者でなければな

りません（「17　その他」において、別に定め

る場合は、この限りではありません。）。

　⑸ 　特定ＪＶの構成員４に必要な条件

　　ア 　令和３・４年度川崎市競争入札参加資格申請時

における経営事項審査の総合評定値通知書におけ

る「土木」の総合評定値が900点以上であること。

　　イ 　土木施設工事業に係る建設業の許可を受けてい

ること。

　　ウ 　主任技術者（業種「土木」）を専任で配置でき

ること。

　　　※ 　当該技術者は落札候補者となった日におい

て、他の工事に従事していない者でなければな

りません（「17　その他」において、別に定め

る場合は、この限りではありません。）。

　　　※ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名

簿に登録されていない者（現在登録されている

が当該業種で登録されていない者を含む。）は

財政局資産管理部契約課に所定の様式を持参の

上、資格審査申請を令和４年１月18日（火）ま

でに行ってください。（競争入札参加資格審査

申請についての問い合わせ先は下記３⑵と同じ

です。）

　　　※ 　配置予定技術者は恒常的な雇用関係にあるこ

とを要します。

３ 　設計図書類の取得

　 　本案件は、設計図書の電子化実施対象案件です。設

計図書については、「入札情報かわさき」の入札公表

（上下水道局）からダウンロードできます。

　 　また、本工事の設計図書類及び積算内訳書を次によ

り縦覧に供します。

　⑴ 　縦覧期間　 令和４年１月11日（火）から１月28日

（金）まで（土曜日及び日曜日を除く

午前８時30分から正午まで、午後１時

から午後５時まで）

　⑵ 　場　　所　川崎市財政局資産管理部契約課

　　　　　　　　土木契約係

　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　明治安田生命ビル13階

　　　　　　　　電話　044－200－2099

４ 　特定ＪＶ新規登録申請

　　特定ＪＶは、次の手続きが必要となります。

　⑴ 　登録申請

　　 　入札参加申込締切日の前日までに、特定ＪＶ新規

登録申請を行ってください。

　　 　本工事の特定ＪＶ新規登録申請は、申込場所への

「特定共同企業体新規登録申請書」の提出により行

います。※電子申請はできません。

　⑵ 　特定共同企業体新規登録申請書等の提出（「入札

公表詳細」に掲げる様式を使用）

　　 　「入札公表詳細」に掲げる「特定共同企業体新規

登録申請書」を、提出期間内に申込場所に提出して

ください。

　　　提出期間： 「入札公表詳細」の公表日から申込締

切日前日の午前８時30分～午後５時

（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　⑶ 　申請受付

　　 　特定ＪＶ登録申請日の翌日に、登録した特定ＪＶ

代表者の令和３・４年度川崎市競争入札参加資格審

査申請書の「工事」の委任先メールアドレスに、特

定ＪＶとしての業者番号が記載された「ＪＶ登録完

了通知」を送信します。

　⑷ 　参加申込時の注意点

　　 　下記５のとおり、入札参加申込を行ってくださ

い。入札参加申込は、特定ＪＶとしての業者番号を

使用してください。ＪＶ登録完了通知に記載されて

いる業者番号以外で入札参加申込を行ったものは無

効となる場合がありますので御注意ください。

　⑸ 　共同企業体協定書及び委任状（「入札公表詳細」

に掲げる様式を使用）
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　　　次の期間内に、申込場所に提出してください。

　　　提出期間： 「入札公表詳細」の公表日から申込締

切日の午前８時30分～午後５時

　　　　　　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　　※　上記⑵と同時提出することが可能です。

５ 　一般競争入札参加申込書等の提出

　※ 　入札参加申込締切日の前日までに上記４の特定Ｊ

Ｖ新規登録申請がされていない場合、電子入札シス

テムでの参加申込ができません。

　※ 「入札情報かわさき」の「電子入札」に掲載してい

る川崎市電子入札運用基準の中の「入札参加申込に

ついて」を必ず御覧ください。

　⑴ 　電子入札システムによる入札参加申込を行う場合

　　　電子入札システムへの添付書類及び申込書提出期間

　　　添付書類不要

　　　提出期間： ＪＶ登録完了通知受領後から申込締切

日の午前８時～午後８時

　⑵ 　紙により入札参加申込を行う場合

　　　申込提出場所に提出する書類

　　　一般競争入札参加申込書

　　※ 　一般競争入札参加申込書は、「入札情報かわさ

き」の「ダウンロードコーナー」の上下水道局「入

札参加手続関係」からダウンロードできます。な

お、「住所」欄は「特定ＪＶの所在地」、「商号又

は名称」欄は「特定ＪＶの名称」、「代表者職氏名」

欄は「特定ＪＶ代表者の代表者職氏名」を記載し

てください。

　　※ 　上記４⑸と同時の提出を可とします。同時に提

出する場合、一般競争入札参加申込書の業者番号

は、空欄として提出してください。

　　　提出期間： 「入札公表詳細」の公表日から申請申

込締切日の午前８時30分～午後５時

（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

６ 　仕様書等の積算に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　 　次により仕様書等の積算内容に関してのみ、質問

ができます。

　　 　（入札参加資格等に関する質問は、上記３⑵にお

問合せください。）

　　 　入札参加者以外からの質問には回答しませんので

御注意ください。

　　ア 　電子入札システムによる質問方法

　　　 　質問は、電子入札システムにより提出してくだ

さい。質問入力方法の詳細については、「入札情

報かわさき」の「ダウンロードコーナー」の上下

水道局「入札参加手続関係」に掲載している「電

子入札システム質問回答機能操作方法」を参照し

てください。

　　イ 　入力・提出期間

　　　　「入札公表詳細」による。

　　　※ 　ただし、電子入札システムによりがたい者

は、上記３⑵に、入力・提出期間の最終日午後

３時までに持参してください。（持参について

は市役所開庁時間に限る。）なお、質問書は、「入

札情報かわさき」の「ダウンロードコーナー」

の上下水道局「入札参加手続関係」に掲載して

いる「質問書（一般競争入札用）」からダウン

ロードできます。

　　　 　また、持参により質問書を提出する場合は、ダ

ウンロードした質問書（紙媒体）と併せて、電子

媒体（ＣＤ－Ｒ）にＷｏｒｄ形式のまま保存した

質問書を提出してください。（どちらか一方の場

合には、質問受付をいたしません。）

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日　「入札公表詳細」による。

　　イ 　回答方法

　　　 　回答については、入札参加者から質問が提出さ

れた場合にのみ、全ての質問及び回答を一覧表に

した質問回答書（ＰＤＦファイル）を「入札情報

かわさき」の「業者登録システム」の「仕様書等

ダウンロード」にて掲載します。なお、質問がな

かった場合には、掲載はいたしません。

　　　 　質問回答書は、競争入札参加資格があると認め

られた入札参加者が確認通知書を受信後に閲覧又

は取得できます。閲覧又は取得方法の詳細につい

ては、「入札情報かわさき」の「ダウンロードコ

ーナー」の上下水道局「入札参加手続関係」に掲

載している「積算内訳書等取得マニュアル」を御

覧ください。

　　　 　なお、回答後の再質問については受付をいたし

ません。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　上記２の各号いずれかの条件を欠いたときは、入札

参加資格を喪失します。

８ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、参加資

格業種に登録されていることを確認し、その結果を確

認通知書にて、令和３・４年度川崎市競争入札参加資

格審査申請書の「工事」の委任先メールアドレスに、

質問回答日に送付します。当該委任先メールアドレス

を登録していない者にはＦＡＸで送付します。

　 　なお、この確認通知は、申込時の登録情報により通

知しているもので、最終的な入札参加資格の審査は、

開札後、入札参加申込時に遡って、提出書類等の確認

を行い、入札参加資格の有無を審査します。この結果、

入札参加資格が無く申し込みを行った入札者の入札は
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無効とします。

９ 　入札手続等

　　次により入札を執行します。

　⑴ 　入札書及び積算内訳書の提出

　　 　電子入札システムによる。ただし、電子入札シス

テムによりがたい者は、紙入札方式で入札予定日時

に上記３⑵に持参又は郵送してください。

　　 　入札額に相応する積算額が記入されている積算内

訳書を、入札、再度入札の際に提出してください。

　　 　積算内訳書の書式は確認通知書受信後に取得でき

ます。取得方法については、「入札情報かわさき」

の「ダウンロードコーナー」の上下水道局「入札参

加手続関係」の中の「積算内訳書等取得マニュアル」

を御覧ください。

　　ア 　電子入札システムによる入札の場合

　　　 　入札書の提出期限　令和４年２月21日（月）午

後４時

　　イ 　持参による入札の場合

　　（ア）入札書の提出期限

　　　　　令和４年２月21日（月）午後５時

　　（イ）入札書の提出場所　上記３⑵と同じ

　　ウ 　郵送（書留郵便に限る。）による入札の場合

　　（ア）入札書の提出期限

　　　　　令和４年２月21日（月）必着

　　（イ）入札書の提出先　　上記３⑵と同じ

　⑵ 　総合評価落札方式評価項目算定資料の提出

　　 　「総合評価落札方式評価項目算定資料」（以下「算

定資料」という。）は、上記３⑵に令和４年２月21

日（月）午後５時（必着）までに提出してください。

提出方法は郵送等又は持参によるものとします。

　　ア 　郵送等

　　　 　期日までに到着するように、書留郵便等配達の

記録が残る方法で送付してください。

送付先

　　　〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　川崎市役所財政局資産管理部契約課土木契約係

　※ 　封筒には「総合評価落札方式評価項目算定資料在

中」と大きく書いてください。

　　イ 　持参

　　　 　持参により提出する場合は、事前に契約課土木

契約係（電話044－200－2099）に電話連絡の上、

提出日時の指定を受けてください。事前に連絡が

ないもの、指定した日時以外に持参したものにつ

いては提出を認めません。

　　　※ 持参の場合、封筒に算定資料を封入の上、提出

することとします。封筒には「総合評価落札方

式評価項目算定資料在中（工事件名）」と大き

く書いてください。

　　ウ 　算定資料

　　　 　入札説明書別表１「総合評価落札方式評価項目

算定資料」のとおり。

　　　 　「算定資料」の様式は「入札公表詳細」から取

得できます。

　　エ 　提出された「算定資料」は返却しません。

10 　総合評価落札方式の評価方法

　⑴ 　評価項目の評価区分及び配点について

　　 　総合評価落札方式評価項目算定資料３号別紙「評

価項目に対する配点及び自己採点表（以下「配点表」

という。）」のとおり。

　⑵ 　技術評価点の算出について

　　ア 　本工事の入札参加資格を満たし、且つ提出され

た「算定資料」において評価基準に「無効」の項

目がない者に標準点として100点を与えます。

　　イ 　提出された「算定資料」について、「配点表」

に基づき審査し、次の算式により求められた加算

点と上記の標準点との合計を技術評価点とします。

　　　加算点＝（ 入札参加者の得点合計／

　　　　　　　　評価項目の配点合計）× 設定加算点

※小数点第５位以下切捨て

　　　技術評価点　＝　標準点　＋　加算点

　⑶ 　特定ＪＶの評価について

　　 　特定ＪＶでの申請における各評価項目の評価は、

特定ＪＶの代表者を対象に行うものとします。ただ

し、「配点表」の「企業の信頼性・社会性」の「官

公需適格組合であること」については、特定ＪＶの

構成員（代表者を含む。）を対象に評価を行うもの

とします。

　⑷ 　審査方法について

　　 　審査の経緯は、原則として非公開とします。なお、

審査の過程において、提案内容に対するヒアリング

を行う場合があります。実施する場合のみ該当者に

連絡します。

11 　開札予定日時及び場所

　⑴ 　開札予定日時　令和４年３月９日（水）午前10時

　⑵ 　開札場所　　　川崎市役所財政局資産管理部

　　　　　　　　　　契約課土木契約係

12 　落札者の決定方法

　⑴ 　予定価格の範囲内の金額で入札した者のうち、次

の算式によって求められた総合評価点の最も高い者

を落札候補者とします。また、最も高い者が複数あ

る場合には、くじにより落札候補者を決定します。

総合評価点＝技術評価点÷入札価格×100,000,000

※小数点第５位以下切捨て
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　⑵ 　当該落札候補者について上記２に示した条件を満

たしているかどうかの最終的な資格審査を実施し、

その者の入札価格が調査基準価格を下回っている場

合には、併せてその者の入札価格による当該契約の

適正な履行の確保についての適否を判断し、落札者

として決定します。これら審査等の結果、当該落札

候補者に資格がないと認めたとき又はその者の入札

価格によっては、当該契約の適正な履行が確保され

ない恐れがあると認められるときは、当該入札を無

効とし、順次、総合評価点の高い入札者について、

必要に応じて、同様の審査等を実施し落札者を決定

します。

　　 　なお、調査基準価格の設定額については、案件ご

とに個別設定をしていますので、入札情報かわさき

に掲げている「川崎市建設工事低入札価格調査取扱

要領・運用指針」を御覧ください。

　⑶ 　特定ＪＶの構成員の配置予定技術者届等の提出

　　 　落札候補者は特定ＪＶの代表者以外の構成員の配

置予定技術者に係る書類の提出が必要となります。

積算疑義申立てに関する手続き期間の終了後に財政

局資産管理部契約課から落札候補者へ電話連絡しま

す。落札候補者におかれては、財政局資産管理部契

約課（土木契約係　044－200－2099）に次の書類を

落札候補者決定日の翌日正午までに提出してくださ

い。

　　ア 　構成員の配置予定技術者届（第１号様式その２）

　　　 　「入札情報かわさき」の「ダウンロードコーナ

ー」の上下水道局「入札参加手続関係」の中の「配

置予定技術者届（第１号様式その２）」【令和３年

４月１日改訂版】

　　イ 　構成員の配置予定主任技術者の１、２級の技術

検定合格証明書等の写し、又は建設業法第７条第

２号イ、ロ、ハのいずれかの条件を満たす主任技

術者経歴証明書。（「入札情報かわさき」の「ダウ

ンロードコーナー」の上下水道局「入札参加手続

関係」の中の「主任技術者経歴証明書（第２号様

式）」【平成28年６月１日改訂版】）

　　ウ 　構成員の配置予定技術者の雇用関係を確認でき

る書類（健康保険被保険者証等）

　　エ 　構成員の営業所における専任技術者証明書

　　　※ 技術者の専任が必要な案件について本市で営業

所の専任技術者情報が確認できない場合のみ提出。

　⑷ 　監理技術者補佐の配置予定技術者届等の提出

　　　（※特例監理技術者を配置予定の場合に限る。）

　　 　落札候補者は配置予定監理技術者補佐に係る書類

の提出が必要となります。積算疑義申立てに関する

手続き期間の終了後に財政局資産管理部契約課から

落札候補者へ電話連絡します。落札候補者におかれ

ては、「発注情報詳細」の契約事務担当に次の書類

を翌日正午までに提出してください。

　　ア 　配置予定監理技術者補佐の配置予定技術者届

（第１号様式その３）

　　　 「入札情報かわさき」の「ダウンロードコーナー」

の上下水道局「入札参加手続関係」の中の「配置

予定技術者届（第１号様式その３）」【令和３年４

月１日改訂版】

　　イ 　配置予定監理技術者補佐の資格を有する書類

（一級施工管理技士等の国家資格者などの合格証

など）

　　ウ 　配置予定監理技術者補佐の雇用関係を確認でき

る書類（健康保険被保険者証等）

　　　※ 　特例監理技術者を配置する予定がある場合

は、配置予定の当該監理技術者を既に配置して

いる別の工事の工事監督部署に対し、その旨事

前に説明を行うようにしてください。

　　　※ 　特例監理技術者が２現場を兼任するにあたっ

て、各現場に監理技術者補佐を専任配置してい

ないと建設業法違反となりますので、御注意く

ださい。

　⑸ 　入札の無効

　　ア 　川崎市上下水道局競争入札参加者心得で無効と

定める入札はこれを無効とします。

　　イ 　「算定資料」及び積算内訳書の提出がない者又

は不備がある者の入札はこれを無効とします。

　　　※ 　「簡易型」における提案書作成時等の注意点

と提案における「評価しない」「無効」の取扱

いについては、「川崎市上下水道局総合評価落

札方式のガイドライン」を御覧ください。

　　ウ 　「算定資料」による評価で、一項目でも「無効」

に該当するものがあった者の入札はこれを無効と

します。（技術評価点は計算せず、落札者としま

せん。）

　⑹ 　本工事の設計書に係る積算内容の閲覧場所は、第

２庁舎２階設計書閲覧室、疑義申立て先は、工事担

当課　上下水道局下水道部施設課　第２庁舎４階で

す。

　　※ 　積算疑義申立て制度の詳細については、「入札

情報かわさき」の「ダウンロードコーナー」の上

下水道局「契約関係規定」の中の「上下水道局工

事請負契約の入札に係る積算疑義申立て手続取扱

要領」を御覧ください。

　⑺ 　評価結果等の公表

　　 　落札者を決定したときは、落札者その他の入札参

加者の評価結果について、「入札情報かわさき」に

て公表します。

　　 　公表された自らの評価結果について疑義がある場
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合は、公表された日から起算して２日以内に所定の

様式（様式第９号）により照会することができます。

13 　加算点を得た評価項目が達成されなかったときの対

応

　⑴ 　本工事の請負人が技術評価点において加算点を得

た評価項目の一部又は全部について、工事の完成検

査の結果、加算点を得るに至った評価区分の基準を

満たしておらず、その責が請負人にあると認められ

る場合には、工事成績評定点の減点対象とします。

　⑵ 　契約後に、建設業法に抵触しない範囲で、工事担

当課と協議の上、技術者の変更が認められた場合

は、変更後の技術者を評価対象として総合評価点を

再計算します。この結果、入札時に比して当該評価

点が下がった場合、原則として工事成績評定点の減

点対象となります。

　⑶ 　入札参加者が提出した「算定資料」に虚偽の記載

等が明らかに悪質な行為があったと認められる場合

には、川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱の

規定に基づき指名停止等の適切な措置を講じます。

14 　契約手続等

　 　次により契約を締結します。ただし、当該落札決定

の効果は、令和４年第２回川崎市議定例会における、

本調達に係る予算の議決を要します。

　⑴ 　契約書の作成　要

　⑵ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券（振替債を除く）の

提供、又は金融機関若しくは保証事業会社の保証を

もって契約保証金の納付に代えることができます。

　　 　また、公共工事履行保証証券による保証を付し、

又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約

保証金の納付を免除します。

　　 　なお、低入札価格調査を行った契約については、

契約保証金10％を30％に加増します。

　⑶ 　前払金　入札公表詳細を参照のこと。

　　 　中間前払金の適用については、「入札情報かわさ

き」の「ダウンロードコーナー」の財政局「契約関

係規定」の中の「川崎市公共工事の前払金に関する

規則」、上下水道局「契約関係規定」の中の「川崎

市上下水道局公共工事中間前払金取扱要綱」を御覧

ください。

15 　特定工事請負契約（公契約対象）

　 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例

第７条第１項第１号に規定する特定工事請負契約（公

契約）に該当します。

　 　特定工事請負契約においては、川崎市契約条例第８

条各号に掲げる事項を定めます。

　 　特定工事請負契約は、下請も含め、市の定める基準

を下回らない賃金を労働者に支払っていただくことが

契約条項に加わります。下請も含めて契約に違反した

場合は受注者の責任となり、場合によっては契約解除

となる可能性もありますので、入札に臨まれる際は十

分に御注意ください。

　 　詳しくは、川崎市契約条例、川崎市上下水道局契約

規程及び「入札情報かわさき」の「特定工事請負契約

及び特定業務委託契約の手引（上下水道局）」を御覧

ください。

16 　受注者が締結する下請契約の相手方の制限

　 　健康保険法第48条、厚生年金保険法第27条、雇用保

険法第７条の届出の義務を履行していない建設業者を

下請負人とした場合は、契約違反となる場合がありま

すので御注意ください。

　※ 　平成31年４月１日から、制限の対象を１次下請負

人に限らず「全ての下請負人」に拡大しております

ので御注意ください。

17 　その他

　⑴ 　当該契約において使用する言語及び通貨

　　　日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　上記３⑵と同じ

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市上下水道局契約規程、川

崎市上下水道局総合評価一般競争入札実施要綱及び

川崎市上下水道局競争入札参加者心得等は、上記３

⑵にて閲覧できます。

　⑷ 　指定様式について

　　 　指定様式については、川崎市ホームページ「入札

情報かわさき」の入札公表詳細からダウンロードが

できます。ダウンロードすることができない者につ

いては上記３⑵にて配布いたします。

　⑸ 　参考資料として「【参考資料】積算入力データリ

スト」を添付している工事設計書の場合、「登録単

価」は市で公表していない単価や物価資料に掲載の

ない単価等を明示しています。（添付していない場

合もあります。）「【参考資料】積算入力データリス

ト」は、工事設計書の設計内容を明確にするため、

積算システムに入力した積算情報を参考として掲載

したものであります。また、摘要欄に記載されてい

るシステム記号等については、システム構成上、標

準的なものを表示しています。

　⑹ 　専任配置を要する技術者について

　　 　本工事の契約予定日は、令和４年４月１日以降で

す。

　　 　本工事については、配置予定技術者に係る同種工

事の施工実績（６－１号様式）注８の記載に関わら

ず、上記２⑵ウ、⑶ウ、⑷ウ、⑸ウにおいて「落札
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候補者となった日」を「令和４年４月１日」に読み

替えるものとします。ただし、配置予定技術者が他

の工事に従事している場合、落札候補者となった日

において、令和４年３月31日までに他の工事の従事

期間が終了する予定であることの確認を要します。

　⑺ 　指名停止期間中の川崎市競争入札参加資格者との

下請契約は認められておりませんので御注意くださ

い。

【抜粋】川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱

　（下請等の禁止）

第 ７条　指名停止の期間中の有資格業者が、本市の契約

に係る下請けをし、若しくは受託をすることを承認し

ないものとする。ただし、会社更生法（平成14年法律

第154号）に基づく更生手続きの申立て又は民事再生

法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続きの申

立てをしたことによる指名停止中の場合は、この限り

でない。

　⑻ 　契約締結後、当該工事の施工にあたっては、建設

業退職金共済制度の履行が必要となります。

18　Summary

　⑴ 　Subject matter of the contract: 

　　　 Phase 40 - Construction of the Underground 

Structure for the Todoroki 

　　　Wastewater Treatment Center

　⑵ 　 Time-limit for tender(electronic tender 

system):

　　　4:00 p.m 21 February 2022

　⑶ 　Time-limit for tender(direct delivery):

　　　5:00 p.m 21 February 2022

　⑷ 　Deadline for tender (by registered mail):

　　　21 February 2022

　⑸ 　Contact point for the notice:

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　Contract Section

　　　Asset Maintenance Department

　　　Finance Bureau

　　　1 , Miyamoto-cho, Kawasaki-ku

　　　Kawasaki, Kanagawa 210-8577 Japan

　　　TEL:044-200-2099

19 　契約事務スケジュール

公告 令和４年１月11日（火）

競争入札参加申込
令和４年１月11日（火）から

令和４年１月28日（金）まで

仕様書等に関する質問書受付 令和４年２月３日（木）まで

仕様書等に関する質問書への

回答
令和４年２月10日（木）（予定）

資格確認通知送付 令和４年２月10日（木）（予定）

入札書・算定資料提出開始 資格確認通知送付後から

入札書・算定資料提出締切 令和４年２月21日（月）

開札予定日 令和４年３月９日（水）

落札者決定、結果公表 令和４年３月17日（木）（予定）

　※ 　総合評価点の最も高い入札者の入札価格が調査基

準価格を下回っている場合は、低入札価格調査を行

いますので、落札者の決定及び結果公表は標記日程

より遅くなることがあります。

交 通 局 公 告

川崎市交通局公告第83号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年12月20日

 川崎市交通事業管理者

 交通局長　篠　原　秀　夫　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　ドライブレコーダー購入（新車分）

　⑵ 　履行場所

　　　当局が指定する場所

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から令和４年３月31日まで

　⑷ 　調達物品の特質

　　　仕様書のとおり

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　令和３・４年度川崎市【製造の請負・物件の供給

等】有資格業者名簿に、業種「自動車」ランク「Ａ」

又は「Ｂ」で登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　本調達物品と同等の物品を元請として、令和元年

４月１日以降に日本国内の乗合バス事業者に対して

納入した実績を有すること。
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　⑸ 　仕様書による内容を遵守し、当該契約を確実に履

行できること。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　この入札に参加を希望する者は、次により必要書類

を提出しなければなりません。

　⑴ 　提出書類

　　　一般競争入札参加資格確認申請書

　　　上記２の⑷の実績を証明する書類（納品書等）

　⑵ 　提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　原田

　　　電話　044－200－3228

　⑶ 　提出期間

　　 　令和３年12月20日から令和３年12月23日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の交付

　 　市バスホームページ内「入札情報」→「入札公表」

→「交通局物品入札公表一覧」→「令和３年度」から

ダウンロードしてください。なお、交通局経理課でも

配布しています。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、その結果を令和４年１月５日までに一般競争入札

参加資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　自動車部安全・サービス課　中野

　　電話　044－200－3237

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、参加資格を喪失します。

　⑴ 　２の各号に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　総価で行います。この金額には、その他一切の諸

経費を含めて算定してください。入札者は、算定し

た金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を

除いた金額を入札書に記載してください。

　⑵ 　入札書の提出方法等

　　 　郵送（簡易書留又は一般書留）又は持参とします。

一般競争入札参加資格確認通知書で参加資格を有す

ることを確認して提出してください。

　　ア 　郵送

　　（ア）提出期限　令和４年１月12日　必着

　　（イ）宛　　先　〒210－8577

　　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長

　　イ 　持参

　　（ア）提出期間 　一般競争入札参加資格確認通知書

到達後から令和４年１月14日まで

の、午前８時30分から正午まで及び

午後１時から午後５時15分まで（土

曜日、日曜日及び国民の祝日を除

く。）

　　（イ）提 出 先　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　　　　　　　　川崎御幸ビル９階

　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長

　⑶ 　開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　令和４年１月14日　午前９時00分

　　イ 　場　所　川崎市交通局会議室

　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　　　　　　川崎御幸ビル８階

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て入札を行った者を落札者とします。ただし、著し

く低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。なお、川崎市交通局契

約規程第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要

10 　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑵の場所におい

て閲覧できます。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、３⑵に同じで

す。

　　　───────────────────
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川崎市交通局公告第84号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年12月22日

 川崎市交通事業管理者　　　　

 交通局長　篠　原　秀　夫　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　ノートパソコン（37台）賃貸借保守

　⑵ 　履行場所

　　　局指定場所

　⑶ 　履行期間

　　　令和４年４月１日から令和９年３月31日まで

　⑷ 　調達物品の特質

　　　仕様書のとおり

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　令和３・４年度川崎市【製造の請負・物件の供給

等】有資格業者名簿に、業種「リース」、種目「事

務用機器」で登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　仕様書による内容を遵守し、当該契約を確実に履

行できること。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　この入札に参加を希望する者は、次により必要書類

を提出しなければなりません。

　⑴ 　提出書類

　　　一般競争入札参加資格確認申請書

　⑵ 　提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　原田

　　　電話　044－200－3228

　⑶ 　提出期間

　　 　令和３年12月22日から令和３年12月27日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の交付

　 　市バスホームページ内「入札情報」→「入札公表」

→「交通局物品入札公表一覧」→「令和４年度」から

ダウンロードしてください。なお、交通局経理課でも

配布しています。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、その結果を令和４年１月７日までに一般競争入札

参加資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　企画管理部庶務課　庶務係　小林

　　電話　044－200－3214

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、参加資格を喪失します。

　⑴ 　２の各号に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　総価で行います。この金額には、その他一切の諸

経費を含めて算定してください。入札者は、算定し

た金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を

除いた金額を入札書に記載してください。

　⑵ 　入札書の提出方法

　　　郵送又は持参となります。

　　 　郵送と持参で提出先が異なりますので御注意くだ

さい。

　⑶ 　提出先及び提出期間

　　ア 　持参の場合

　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　　川崎御幸ビル９階

　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長宛　

　　　　受付期間 ：一般競争入札参加資格確認通知書到

達後から令和４年１月17日までの、午

前８時30分から正午まで及び午後１時

から午後５時15分まで（土曜日及び日

曜日、国民の祝日を除く。）

　　　　　　　　※ 開札日の２日前に締切となりますの

で御注意ください。

　　イ 　郵送の場合

　　　 　下記の宛先に一般書留郵便又は簡易書留郵便に

て送付してください。

　　　　〒210－8577

　　　　川崎市川崎区宮本町１番地　

　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長宛

　　　　提出期限：令和４年１月17日（必着）

　⑷ 　開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和４年１月19日　午前９時00分

　　イ 　場所　川崎市交通局会議室　川崎御幸ビル８階

　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　 　開札には、契約事務に携わる職員以外の交通局職

員が立ち会います。
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　　 　なお、入札参加者は、開札に立ち会うことができ

ます。立ち会い希望者は５により通知された一般競

争入札参加資格確認通知書を持参してください。

　⑸ 　入札保証金

　　　免除

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上

の価格をもって有効な入札を行った者のうち、最低

の価格をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑺ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　 　次により、契約を締結します。ただし、令和４年第

１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議

決を条件とします。

　　本件は長期継続契約案件となります。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。なお、川崎市交通局契

約規程第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵ 　前払金

　　　無

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要

10 　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑵の場所におい

て閲覧できます。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、３⑵に同じで

す。

病 院 局 公 告（ 調 達 ）

川崎市病院局公告（調達）第１号

　　　入　　札　　公　　告

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和４年１月11日

 川崎市病院事業管理者　金　井　　　雄　　

１ 　総則

　⑴ 　別紙の案件に係る契約において使用する言語及び

通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　別紙の案件に係る契約条項を示し、また関連情報

を入手するための照会窓口は、次のとおりです。

　　 　病院局経営企画室契約担当（以下「病院局契約担

当」といいます。）

　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　　　川崎御幸ビル７階　電話044‐200‐3857（直通）

　⑶ 　川崎市病院局契約規程（以下「契約規程」といい

ます。）及び川崎市病院局競争入札参加者心得（以

下「参加者心得」といいます。）ほかの契約関係規

程並びに調達に関する仕様書等入札に必要な書類

は、病院局契約担当の窓口で閲覧できるほか、イン

ターネットにおいて、病院局入札情報のページで閲

覧及びダウンロードすることができます。

　　 （https://www.city.kawasaki.jp/830/cmsfiles/

contents/0000037/37849/somu/nyuusatsu/index.html）

　⑷ 　別紙の案件の入札に関する苦情等については、川

崎市政府調達苦情処理検討委員会へ申し立てること

ができます。落札者の決定後、苦情申し立てが行わ

れた場合、川崎市政府調達苦情処理検討委員会の申

し立て検討期間中、契約手続を一時停止することが

あります。

　⑸ 　本書に示された諸手続で期間が定められている場

合、休庁日は当該期間から除かれます。さらに、縦

覧を含む諸手続の時間については、当該期間の日の

午前８時30分から正午までと、午後１時から午後５

時15分までに限ります。

　⑹ 　本書に定める事項のほか調達の詳細は、仕様書及

び契約規程の定めるところによります。

２ 　競争参加の申込み及び競争参加資格について

　⑴ 　競争参加申込書は、案件ごとに定めた期間に病院

局契約担当窓口で受け付けます。

　⑵ 　競争参加者は、案件ごとに定めた競争参加資格の

ほか、次の全ての条件を満たす必要があります。

　　ア 　契約規程第２条の規定に該当しないこと。

　　イ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱によ

る指名停止期間中ではないこと。

　　ウ 　法令等に従い、本件調達を確実に履行する資格

及び能力を有すること。

　　エ 　本書に定める各種書面の提出、受領等、競争参

加者の義務を誠実に履行すること。

　⑶ 　「令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿

（以下「名簿」といいます。）」に登録のない者（別

紙の案件に定められた業種に登録のない者も含みま

す。）は、所定の様式をもって競争参加の申込締切

日までに財政局資産管理部契約課で資格審査の申請

を行ってください。

　⑷ 　競争参加資格があると認められた者には、案件ご

とに競争参加資格確認通知書を事前に交付します。
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競争参加資格があると認め難い者には、別途お知ら

せします。

　⑸ 　競争参加資格があると認められた者が、競争参加

申込書及び本書に定めるその他の提出書類について

虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参加する

ことはできません。

３ 　仕様等に関する問合せの方法について

　 　仕様等に関する問合せは、質問書（様式は病院局入

札情報のページで取得できます。）により受付けます。

また、提出された質問書は１⑵の照会窓口に回答書と

共に掲示を行い、併せて１⑶の病院局入札情報のペー

ジにも掲載を行います。

４ 　入札及び開札について

　⑴ 　入札及び開札の日時、場所等については、案件ご

との定めるところによります。

　⑵ 　入札及び開札に立会う者は、競争参加資格確認通

知を受けた者又はその代理人とします。なお、代理

人が立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の

立会いに関する権限の委任を受けた書面を事前に提

出しなければなりません。

　⑶ 　郵便により入札書を提出する場合は、封筒の書式

その他の事項について、必ず事前に病院局契約担当

に御相談ください。提出は、３の回答が掲載された

後に受け付けます。

　⑷ 　落札者の決定については、契約規程第14条の規定

に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で、最

低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札

者とします。ただし、著しく低価格の場合は、調査

を行うことがあります。入札書記載金額の最も低い

者が予定価格を上回り、落札者を決定できないとき

は、再度入札を行います。

　　 　なお、その前回の入札が参加者心得の規定により

無効とされた者、並びに開札に立会わない者は再度

入札に参加できません。

　⑸ 　参加者心得において無効と定める入札は、これを

無効とします。

５ 　契約の締結について

　 　落札者とは案件ごとに次の条件で契約を締結しま

す。ただし、川崎市議会定例会において、以下の案件

に係る予算が議決されることを条件とします。

　⑴ 　契約保証金は契約金額の10パーセントとします。

ただし、契約規程第34条各号に該当する場合は保証

金の納付を免除します。

　⑵ 　前払金の適用はありません。

　⑶ 　契約書の作成を必要とします。

　⑷ 　令和４年第２回川崎市議会定例会における本調達

に係る予算の議決を必要とします。

（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院清掃業務委託

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業種　「建物清掃等」

種目　「建築物清掃」

地域区分 設定しません。

そ の 他

１ 　清潔区域の現場責任者については、法令等の規定するところにより、清潔区域

（ＩＣＵ、ＣＣＵ、手術室等）の清掃業務に関し専門的知識及び経験を有すること。

２ 　医療法施行規則第９条の15に規定されている全ての条件を満たしていることを

証明できる次の⑴又は⑵のいずれかの書面を提出すること。

　⑴ 　財団法人医療関連サービス振興会の医療関連サービスマーク制度による認定

証書の写し

　⑵ 　⑴の認定を取得していない場合は、次の全ての書面

　　ア 　病院清掃の現場責任者となる者の経歴書

　　イ 　所有する清掃用具及び消毒用具の機種の数量の一覧表（高性能フィルター

付真空掃除機等の所有一覧表）

　　ウ 　作業方法、清掃用具及び消毒等の使用及び管理方法、感染の予防方法につ

いて記載した標準作業書

　　エ 　業務の管理体制を記載した業務案内書

　　オ 　業務上必要な研修実施調書
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競 争 参 加 資 格 そ の 他

３ 　人工や単価、清掃の種類等が分かる積算の内訳（様式任意）を入札書とともに

提出すること。

４ 　履行の確実性を保証するための誓約書を提出すること。（競争参加申込時に別添

誓約書を提出すること。）

競争参加の申込 令和４年１月11日から令和４年１月26日まで受付けます。

現 場 視 察 設定しません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和４年２月24日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

郵 便 に よ る

入 札 書 の 提 出

提出期限 令和４年２月22日　必着

提 出 先 川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市病院局経営企画室経理担当課長

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

特定業務委託に

関 す る 事 項

　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務

委託契約に該当します。

　特定業務委託契約は、下請事業者も含め、市の定める基準（作業報酬下限額）を下回らない

賃金を労働者に支払っていただくことが契約条項に加わります。

　また、本案件は、年度ごとに定める最新の作業報酬下限額を適用することとなります。

下請事業者も含めて契約に違反した場合には受注者の責任となり、場合によっては契約解除と

なる可能性もありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意ください。

　詳しくは、川崎市財政局資産管理部契約課ホームページ「入札情報かわさき」の、川崎市契

約条例、川崎市病院局契約規程、「特定工事請負契約及び特定業務委託契約の手引き」を御確認

ください。（https://keiyaku.city.kawasaki.jp/epc/docs/koukeiyaku.htm）

Summary

１ 　Nature and quantity of product to be purchased: 

　　Cleaning in Kawasaki Municipal Kawasaki Hospital

２ 　Time-limit for tender:

　　10:00 A.M. 24th February 2022

３ 　Time-limit for tender by mail:

　　22nd February 2022

４ 　Contact point for the notice:

　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　Contract Section, Management Planning Office,

　　Municipal Hospital Management Bureau

　　Kawasakimiyuki bldg. 7F

　　1-8-9, Isago, Kawasaki

　　Kawasaki, Kanagawa, 210-0006, JAPAN

　　Tel 044-200-3857(Direct-in)

（案件２）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 井田病院清掃業務委託

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業種　「建物清掃等」

種目　「建築物清掃」

地域区分 設定しません。
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競 争 参 加 資 格 そ の 他

次の条件を全て満たすこと。

１ 　清潔区域の現場責任者については、法令等の規定するところにより、清潔区域

（ＨＣＵ、ＣＣＵ、手術室等）の清掃業務に関し専門的知識及び経験を有すること。

２ 　医療法施行規則第９条の15に規定されている全ての条件を満たしていることを

証明できる次の⑴又は⑵のいずれかの書面を提出すること。

　⑴ 　財団法人医療関連サービス振興会の医療関連サービスマーク制度による認定

証書の写し

　⑵ 　⑴の認定を取得していない場合は、次の全ての書面

　　ア 　病院清掃の現場責任者となる者の経歴書

　　イ 　所有する清掃用具及び消毒用具の機種の数量の一覧表（高性能フィルター

付真空掃除機等の所有一覧表）

　　ウ 　作業方法、清掃用具及び消毒等の使用及び管理方法、感染の予防方法につ

いて記載した標準作業書

　　エ 　業務の管理体制を記載した業務案内書

　　オ 　業務上必要な研修実施調書

３ 　人工や単価、清掃の種類等が分かる積算の内訳（様式任意）を入札書とともに

提出すること。

４ 　履行の確実性を保証するための誓約書を提出すること。（競争参加申込時に別添

誓約書を提出すること。）

競争参加の申込 令和４年１月11日から令和４年１月26日まで受付けます。

現 場 視 察 設定しません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和４年２月24日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

郵 便 に よ る

入 札 書 の 提 出

提出期限 令和４年２月22日　必着

提 出 先 川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市病院局経営企画室経理担当課長

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

特定業務委託に

関 す る 事 項

　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第２号に規定する特定業務

委託契約に該当します。

　特定業務委託契約は、下請事業者も含め、市の定める基準（作業報酬下限額）を下回らない

賃金を労働者に支払っていただくことが契約条項に加わります。

　また、本案件は、年度ごとに定める最新の作業報酬下限額を適用することとなります。

　下請事業者も含めて契約に違反した場合には受注者の責任となり、場合によっては契約解除

となる可能性もありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意ください。

　詳しくは、川崎市財政局資産管理部契約課ホームページ「入札情報かわさき」の、川崎市契

約条例、川崎市病院局契約規程、「特定工事請負契約及び特定業務委託契約の手引き」を御確認

ください。（https://keiyaku.city.kawasaki.jp/epc/docs/koukeiyaku.htm）

Summary

１ 　Nature and quantity of product to be purchased: 

　　Cleaning in Kawasaki Municipal Ida Hospital

２ 　Time-limit for tender:

　　10:00 A.M. 24th February 2022

３ 　Time-limit for tender by mail:

　　22nd February 2022

４ 　Contact point for the notice:

　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　Contract Section, Management Planning Office,
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Summary

　　Municipal Hospital Management Bureau

　　Kawasakimiyuki bldg. 7F

　　1-8-9, Isago, Kawasaki

　　Kawasaki, Kanagawa, 210-0006, JAPAN

　　Tel 044-200-3857(Direct-in)

（案件３）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 感染性産業廃棄物及び産業廃棄物収集運搬処理業務委託

履行場所
川崎市立川崎病院　（川崎市川崎区新川通12－１）

川崎市立井田病院　（川崎市中原区井田２－27－１）

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業種　「医療関連業務」

種目　「医療系産業廃棄物処分業」

地域区分 設定しません。

そ の 他

次の条件を全て満たすこと。

１ 　「産業廃棄物収集運搬業」、「産業廃棄物処分業」、「特別産業廃棄物収集運搬業」

並びに「特別産業廃棄物処分業」の許可を自社において有しており、当該業務で

必要とする廃棄物種類が記載されていること

（許可証明書の写しを参加申込時に提出すること）

２ 　最終処分地が確保されていること

　※　契約書に最終処分地を記載します。

競争参加の申込 令和４年１月11日から令和４年１月26日まで受付けます。

現 場 説 明 会

行いません。（現場視察希望の場合は、入札参加申込後、直接、次の担当と調整してください。）

川崎市立川崎病院（代表）　044－233－5521　庶務課　管理係　石　田

川崎市立井田病院（代表）　044－766－2188　庶務課　管理係　八十島

入 札 及 び 開 札
日 時 令和４年２月22日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

郵 便 に よ る

入 札 書 の 提 出

提出期限 令和４年２月18日　必着

提 出 先 川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市病院局経営企画室経理担当課長

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

Summary

１ 　Nature and quantity of product to be purchased: 

　　 Collection, transportation and disposal of infectious industrial waste and 

industrial waste to be discharged at Kawasaki Municipal Kawasaki Hospital and Ida 

Hospital

２ 　Time-limit for tender:

　　10:00 A.M. 22nd February 2022

３ 　Time-limit for tender by mail:

　　18th February 2022

４ 　Contact point for the notice:

　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　Accounting section, Management Planning Office,

　　Municipal Hospital Management Bureau

　　Kawasakimiyuki bldg. 7F

　　1-8-9, Isago, Kawasaki

　　Kawasaki, Kanagawa, 210-0006, JAPAN

　　Tel 044-200-3857(Direct-in)
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消 防 局 公 告

川崎市消防局公告第７号

　　　指定催しの指定について

　川崎市火災予防条例第57条の３の規定に基づき、下記

の催しを指定催しとして指定したので、次のとおり公告

します。

　　令和３年12月24日

 川崎市消防長　日　迫　善　行　　

指定催しの名称 川崎大師平間寺初詣

開催場所
川崎大師平間寺

（川崎市川崎区大師町４番48号）周辺

開催期間 令和３年12月31日から令和４年２月３日まで

教 育 委 員 会 告 示

川崎市教育委員会告示第24号

　川崎市教育委員会定例会を次のとおり招集します。

　　令和３年12月17日

 川崎市教育委員会　　　　　

 教育長　小田嶋　　　満　　

１ 　日　時　令和３年12月24日（金）14時00分から

２ 　場　所　川崎市役所第３庁舎15階

　　　　　　第１・２・３会議室

３ 　その他報告等

　　　───────────────────

川崎市教育委員会告示第25号

　次の名称の公印を改刻しますので、告示します。。

　　令和３年12月17日

 川崎市教育委員会　　　　　

 教育長　小田嶋　　　満　　

１ 　川崎市立末長小学校長印

　⑴ 　使用開始日　　　　令和３年12月17日

　⑵ 　ひな形番号　　　　30

　⑶ 　書　　　体　　　　てん書

　⑷ 　寸　　　法　　　　方21ミリメートル

　⑸ 　保管場所及び個数　川崎市立末長小学校　１個

　⑹ 　印影　　　　　　　

職 員 共 済 組 合 組 合 規 程

川崎市共済規程第５号

　川崎市職員共済組合組合会互選議員選挙規程の一部を

改正する規程をここに公布する。

　　令和３年12月20日

 川崎市職員共済組合　　　　

 理事長　伊　藤　　　弘　　

　　　川崎市職員共済組合組合会互選議員選挙規

　　　程の一部を改正する規程

　川崎市職員共済組合組合会互選議員選挙規程（昭和63

年川崎市共済規程第１号）の一部を次のように改正する。

　第９条を第10条とし、第３条から第８条までを１条ず

つ繰り下げ、第２条の次に次の１条を加える。

　（書面による選挙）

第 ３条　選挙長は、正当な理由があると認めるときは、

書面による選挙を行うことができる。ただし、この場

合における選挙にあっては、定款第13条に規定する指

名推せんの方法に限るものとし、代議員から提出され

た書面により代議員の過半数の者に異議がないときに

実施できるものとする。なお、定款第14条第３項に規

定する当選人の決定方法に関しては、次項に定めると

ころによる。

２ 　選挙長は、代議員から提出された書面により被指名

人を当選人とすることに異議がないかを確認し、代議

員の過半数の者に異議がないときは被指名人をもって

当選人とする。なお、書面による選挙を実施する場合

にあっては、定款第14条第３項における「選挙の場所」

とは代議員から提出された書面を選挙長が確認する場

所を指すものとし、「有権者」とは代議員から提出さ

れた書面を指すものとする。

　第10条中「第８条」を「第９条」に改める。

　　　附　則（令和３年12月20日共済規程第５号）

　この規程は、令和４年１月１日から施行する。

　　　───────────────────

川崎市共済規程第６号

　川崎市職員共済組合保健事業に関する規程の一部を改

正する規程をここに公布する。

　　令和３年12月22日

 川崎市職員共済組合　　　

 理事長　伊　藤　　弘　　

　　　川崎市職員共済組合保健事業に関する規程

　　　の一部を改正する規程

　川崎市職員共済組合保健事業に関する規程（平成21年

川崎市共済規程第３号）の一部を次のように改正する。

　別表第１を次のとおり改める。
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別表第１（在職組合員等）

※対象者の年齢は年度末時点の年齢とする。

※ 組合員健診、被扶養者健診及び人間ドックの対象者で当該健診に追加して乳がん検診及び子宮がん検診を受診する

場合の自己負担額も同額とする。

種 別 対 象 者 自己負担額 

胃がん検診 

大腸がん検診 
35 歳以上の組合員 

無 料 組合員健診 40 歳以上の組合員 

被扶養者健診 40 歳以上の被扶養者 

人間ドック 

40 歳、45 歳、50 歳、55 歳又は 60 歳の

組合員又はその被扶養者 

組合員 4,000 円

被扶養者 7,000 円

40 歳以上で上記以外の年齢の組合員又

はその被扶養者 

組合員 15,000 円

被扶養者 18,000 円

乳がん

検診 

マンモグラフィ

検査 

女性の組合員又は組合員の女性被扶養

配偶者。ただし、40 歳以上に限る。 

4,500 円を超える額 

乳房超音波検査 

女性の組合員又は組合員の女性被扶養

配偶者。ただし、40 歳以上は、マンモ

グラフィ検査又は乳房超音波検査のど

ちらかを選択する。 

子宮がん検診 
女性の組合員又は組合員の女性被扶養

配偶者 
無 料 

　　　附　則（令和３年12月22日共済規程第６号）

　この規程は、令和４年４月１日から施行する。

川 崎 区 公 告

川崎市川崎区公告第191号

　国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、国民健康保険

法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用する

地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定に

より公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年12月20日

 川崎市川崎区長　増　田　宏　之　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第192号

　介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達すべき

ところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明

のため送達することができないので、介護保険法（平成

９年12月17日法律第123号）第143条で準用する地方税法

（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告

します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年12月20日

 川崎市川崎区長　増　田　宏　之　　

年　度 科　目 期　別
この公告により滞納

処分に着手し得る日
件数・備考

令和

３年度

介護

保険料
第８期

令和３年12月31日

（第８期分）
計19件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第193号

　次の後期高齢者医療保険料に係る督促状を別紙記載の

者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及

び事業所が不明のため送達することができないので、高

齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）

第112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第

20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年12月20日

 川崎市川崎区長　増　田　宏　之　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手し得る日

件数・備考

令和

３年度

後期高齢者

医療保険料
第５期

令和４年１月５日

（第５期分）
計３件
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（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第194号

　督促状を別紙記載の者に送達すべきところ、その者の

住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送達するこ

とができないので、介護保険法（平成９年12月17日法律

第123号）第143条で準用する地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年12月20日

 川崎市川崎区長　増　田　宏　之　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第195号

　次の後期高齢者医療保険料に係る督促状を別紙記載の

者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及

び事業所が不明のため送達することができないので、高

齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）

第112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第

20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年12月20日

 川崎市川崎区長　増　田　宏　之　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第196号

　国民健康保険料に係る差押調書（謄本）を別紙記載の

者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及

び事業所が不明のため送達することができないので、国

民健康保険法（昭和33年法律第192号）第78条で準用す

る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定

により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年12月20日

 川崎市川崎区長　増　田　宏　之　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第197号

　国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療保険

料に係る差押解除通知書を別紙記載の者に送達すべきと

ころ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明の

ため送達することができないので、国民健康保険法（昭

和33年法律第192号）第78条、介護保険法（平成９年12

月17日法律第123号）第143条及び高齢者の医療の確保に

関する法律（昭和57年法律第80号）第112条で準用する

地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定に

より公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年12月20日

 川崎市川崎区長　増　田　宏　之　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第198号

　国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、国民健康保険

法（昭和33年法律192号）第78条で準用する地方税法（昭

和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告しま

す。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年12月20日

 川崎市川崎区長　増　田　宏　之　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第199号

　国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、国民健康保険

法（昭和33年法律192号）第78条で準用する地方税法（昭

和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告しま

す。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年12月21日

 川崎市川崎区長　増　田　宏　之　　

年　度 科　目 期　別

この公告により

滞納処分に

着手しうる日

件数・備考

令和

３年度

国民健康

保険料
５期

令和４年１月５日

（５期）
計６件

令和

３年度

国民健康

保険料
６期

令和４年１月５日

（６期）
計６件

（別紙省略）

幸 区 公 告

川崎市幸区公告第41号

　差押調書を別紙記載の者に送達すべきところ、その者

の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送達する

ことができないので、国民健康保険法（昭和33年法律
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192号）第78条で準用する地方税法（昭和25年法律第226

号）第20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年12月17日

 川崎市幸区長　関　　　敏　秀　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市幸区公告第42号

　次の介護保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、介護保険

法（平成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地

方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定によ

り公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年12月17日

 川崎市幸区長　関　　　敏　秀　　

年　度 科　目 期　別
この公告により

変更する納期限

件数

・

備考

令和

３年度

介護

保険料

第１期分

以降

令和４年１月４日

（第１期～第６期分）
計２件

令和

３年度

介護

保険料

第５期分

以降

令和４年１月４日

（第５期～第８期分）
計１件

令和

３年度

介護

保険料

特別徴収

第１期分

以降

計２件

令和

３年度

介護

保険料

特別徴収

第２期分

以降

計１件

令和

３年度

介護

保険料

特別徴収

第３期分

以降

計１件

令和

３年度

介護

保険料

特別徴収

第４期分

以降

計２件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市幸区公告第43号

　次の後期高齢者医療保険料に係る納入通知書を別紙記

載の者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務

所及び事業所が不明のため送達することができないの

で、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第

80号）第112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226

号）第20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年12月17日

 川崎市幸区長　関　　　敏　秀　　

年　度 科　目 期　別

この公告に

より変更する

納期限

件数・備考

令和

３年度

後期高齢者

医療保険料

特別徴収

第１期以降
計１件

令和

３年度

後期高齢者

医療保険料

特別徴収

第２期以降
計１件

令和

３年度

後期高齢者

医療保険料
第５期以降 計１件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市幸区公告第44号

　次の介護保険料に係る還付通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、介護保険

法（平成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地

方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定によ

り公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年12月17日

 川崎市幸区長　関　　　敏　秀　　

年　度 科　目 期　別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

令和

３年度
介護保険料 計２件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市幸区公告第45号

　国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、国民健康保険

法（昭和33年法律192号）第78条で準用する地方税法（昭

和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告しま

す。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年12月20日

 川崎市幸区長　関　　　敏　秀　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市幸区公告第46号

　差押調書を別紙記載の者に送達すべきところ、その者

の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送達する

ことができないので、国民健康保険法（昭和33年法律

192号）第78条で準用する地方税法（昭和25年法律第226

号）第20条の２の規定により公告します。
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　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年12月20日

 川崎市幸区長　関　　　敏　秀　　

（別紙省略）

中 原 区 公 告

川崎市中原区公告第58号

　国民健康保険料に係る差押調書を別紙記載の者に送達

すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所

が不明のため送達することができないので、国民健康保

険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用す

る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定

により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年12月20日

 川崎市中原区長　永　山　実　幸　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市中原区公告第59号

　国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、国民健康保険

法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用する

地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定に

より公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年12月20日

 川崎市中原区長　永　山　実　幸　　

（別紙省略）

高 津 区 公 告

川崎市高津区公告第97号

　差押調書を別紙記載の者に送達すべきところ、その者

の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送達する

ことができないので、国民健康保険法（昭和33年12月27

日法律192号）第78条及び地方税法（昭和25年法律第226

号）第20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年12月17日

 川崎市高津区長　鈴　木　哲　朗　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市高津区公告第98号

　次の介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、介護保険法

（平成９年12月17日法律第123号）第143条で準用する地

方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定によ

り公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年12月20日

 川崎市高津区長　鈴　木　哲　朗　　

年　度 科　目 期　別
滞納処分に

着手し得る日
件数・備考

令和

３年度

介護

保険料
第５期分

令和３年12月31日

（第５期分）
計２件

令和

３年度

介護

保険料
第６期分

令和３年12月31日

（第６期分）
計２件

令和

３年度

介護

保険料
第７期分

令和３年12月31日

（第７期分）
計２件

令和

３年度

介護

保険料
第８期分

令和３年12月31日

（第８期分）
計７件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市高津区公告第99号

　次の後期高齢者医療保険料に係る督促状を別紙記載の

者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及

び事業所が不明のため送達することができないので、高

齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）

第112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第

20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年12月20日

 川崎市高津区長　鈴　木　哲　朗　　

年　度 科　目 期　別
滞納処分に

着手し得る日

件数

・

備考

令和

３年度

後期高齢者

医療保険料
第５期分

令和４年１月５日

（第５期分）
計１件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市高津区公告第100号

　国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、国民健康保険

法（昭和33年法律192号）第78条で準用する地方税法（昭
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和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年12月20日

 川崎市高津区長　鈴　木　哲　朗　　

（別紙省略）

多 摩 区 公 告

川崎市多摩区公告第58号

　次の後期高齢者医療保険料に係る納入通知書を別紙記

載の者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務

所及び事業所が不明のため送達することができないの

で、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第

80号）第112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226

号）第20条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年12月17日

 川崎市多摩区長　藤　井　智　弘　　

年　度 科　目 期　別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

令和

３年度

後期高齢者

医療保険料

第６期

以降
計１件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市多摩区公告第59号

　国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、国民健康保険

法（昭和33年法律192号）第78条で準用する地方税法（昭

和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告しま

す。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年12月20日

 川崎市多摩区長　藤　井　智　弘　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市多摩区公告第60号

　次の介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、介護保険法

（平成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地方

税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により

公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年12月20日

 川崎市多摩区長　藤　井　智　弘　　

年　度 科　目 期　別
滞納処分に

着手し得る日
件数・備考

令和

３年度

介護

保険料
第６期 令和３年12月31日 １件

令和

３年度

介護

保険料
第７期 令和３年12月31日 １件

令和

３年度

介護

保険料
第８期 令和３年12月31日 ４件

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市多摩区公告第61号

　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住

民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第

１項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職

権消除しましたので、同条第４項の規定により、その者

に通知しなければならないところ住所及び居所が不明の

為、通知が送達できないので公示します。

　　令和３年12月21日

 川崎市多摩区長　藤　井　智　弘　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市多摩区公告第62号

　次の国民健康保険料に係る差押調書（謄本）を別紙記

載の者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務

所及び事業所が不明のため送達することができないの

で、国民健康保険法（昭和33年12月27日法律192号）第

78条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20

条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年12月22日

 川崎市多摩区長　藤　井　智　弘　　

年　度 科　目 期　別 変更する納期限 件数・備考

令和

３年度
計２件

（別紙省略）
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麻 生 区 公 告

川崎市麻生区公告第79号

　介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達すべき

ところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明

のため送達することができないので、介護保険法（平成

９年12月17日法律第123号）第143条で準用する地方税法

（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告

します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年12月20日

 川崎市麻生区長　三　瓶　清　美　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市麻生区公告第80号

　国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す

べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、国民健康保険

法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用する地

方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定によ

り公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年12月20日

 川崎市麻生区長　三　瓶　清　美　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市麻生区公告第81号

　保険料に係る差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達

すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所

が不明のため送達することができないので、国民健康保

険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条及び介護保

険法（平成９年12月17日法律第123号）第143条で準用す

る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定

により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年12月20日

 川崎市麻生区長　三　瓶　清　美　　

（別紙省略）
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